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（午前９時００分 開会） 

○浦野委員長 皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。 

  それでは、総務費の第２項、徴税費の方から説明お願いいたします。 

  植村総務部長。 

○植村総務部長 昨日に続きまして、説明をさせていただきます。 

  ８３ページをお願いいたします。 

  第２項 徴税費についてであります。まず、町税の収納状況について、ご説明申し上

げます。 

  平成１６年度の町税の収入額は、総額で２８億３３１万８,９７６円となり、予算額

に比較いたしまして２,８７９万９,９７６円の増となっております。収入額の前年度と

の比較では、３,１１９万１,３４１円の減となっております。 

  税目別にご説明申し上げますと、個人住民税、現年度分では前年度と比較いたしまし

て５,０７６万９,６３３円の減なっております。現下の経済指数等では、景気は回復基

調であるといわれておりますが、景気低迷による所得の低下と、平成１６年度の課税は

平成１５年中の所得に基づいて課税しますことから、雇用の回復、企業の増益が収入に

反映していないということが、その主なものでございます。 

  法人町民税についても、景気低迷により、現年度分では前年度に比較いたしまして９

２７万５,４００円の減となっております。 

  固定資産税の現年度分では、前年度と比較いたしまして４９０万９,３５１円の増と

なっております。これは、家屋税の新築分と、土地の地目変更等によるものでございま

す。 

  また、軽自動車税では、登録台数の増加によりまして、前年度と比較いたしまして１

３７万１,１００円の増となっております。たばこ税では、前年度と比較いたしまして

１,６４０万２,６９７円の減となってございます。この減の理由でありますが、たばこ

税は、仕入先の市町村に交付されることになっておりますが、大口の町内業者が一時、

仕入れ拠点を斑鳩町外に移されたための減でございます。なお、平成１７年６月の販売

実績については、販売本数が増加しており、５月から斑鳩町内において仕入れをしてい

ただいているものと考えております。 

  次に、歳出における執行状況でございますが、第２項 徴税費につきましては、予算

額１億３,３６９万５,０００円に対しまして、決算額は１億２,８９４万１,９９７円と
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なり、執行率は９６.４％となっております。 

  第１目 税務総務費につきましては、予算現額８,０２５万５,０００円に対しまして、

決算額７,９２７万３,３１２円で、執行率は９８.７％となっております。職員の人件

費が主なものでございます。 

  また、同じく８３ページの固定資産評価審査委員会の開催につきましては、任期が１

年となっております委員長の選任及び委員の研修のため、委員会を１回開催いたしてお

ります。 

  次に、８４ページの第２目 賦課徴収費では、予算現額５,３４４万円に対しまして、

決算額は４,９６６万８,６６５円、執行率は９２.９％となっております。 

  まず、財政基盤の確立として、町税徴収率の向上につきましては、町税の確保と収納

率の向上を図るため、滞納となったものには、催告状の送付、職員による訪問徴収、徴

収嘱託員による定期的な訪問徴収を行うとともに、斑鳩町徴収対策本部会議を開催し、

部課長を班長とする徴収対策班により、徴収が困難なものについて、納税指導に当たっ

てまいっております。 

  ８５ページでありますが、また、徴収体制の強化では、県税務職員の派遣を受け、滞

納整理を行うため、財産調査を行い、差し押さえ等の滞納処分を行ってまいりました。 

  次に、事務の効率化では、課税につきましては、適正な賦課と円滑な徴収事務を行う

ため、電算処理を執行しており、平成１６年度におきましては、法人税の申告書及び納

付書の作成、収納消しこみ、還付までの処理を円滑に行うため、新たにシステムを導入

いたしております。 

  また、行政サービスの充実といたしましては、休日、時間外も自動交付機で税関係証

明を交付し、利便性の向上を図っております。 

  次に、８６ページの現年度課税分の状況及び滞納繰越分の状況でございますが、収納

状況につきましては、高額滞納案件の解決を図られたこともございまして、町税全体で

現年度分と滞納繰越分を合わせまして９２％と、前年度と比較いたしまして０.９％の

増となっております。 

  今後、さらに納期内納付を推進することはもとより、滞納整備についても、平成１７

年度、県税務職員の派遣を引き続き受けておりまして、さらに積極的に進めてまいりた

いと考えております。 

  次に、８７ページの不納欠損処分の状況でございますが、地方税法の規定に基づきま
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して、町税全体で収納見込みのないもの５４件、９２２万７,８０７円を不納欠損処分

いたしております。 

  また、口座振替の状況でございますが、納税通知書発送時、口座振替の申込書を同封

するとともに、町の窓口や各金融機関でも申込書を備えつけ、その推進を図った結果、

町税全体で３８.９％と、前年より0.２％増加いたしております。今後も、より一層、

適正な賦課と収納率向上に努めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、８８ページの第３項 戸籍住民基本台帳費でございます。予算額６,７

３２万１,０００円に対しまして、決算額は６,６４４万９,５７６円となり、執行率は

９８．７％となっております。第１目の戸籍住民基本台帳費でありますが、項の金額と

同じく、予算額６,７３２万１,０００円に対しまして、決算額は６,６４４万９,５７６

円で、執行率は９８.７％となっております。 

  また、行政サービスの充実といたしまして、印鑑登録事務、住民基本台帳事務、戸籍

事務、自動交付機による証明書の取り扱いなど、これらの事務につきましては、迅速か

つ正確な窓口対応、及び住民サービスの向上に努めているところでございますが、他市

町村におきまして、本人の知らない間に虚偽の戸籍の届出がなされているなどといった

事件が多く発生しましたことから、当町では、戸籍の届出や住民異動届及び、住民票等

の写しの交付申請時などには、本人確認を行うなどいたしまして、虚偽申請の未然防止

に努めているところでございます。 

  また、８９ページ、住民窓口の充実につきましては、平成１５年６月から、町内の３

郵便局で住民票の写しや印鑑証明などといった諸証明の交付事務を開始いたしておりま

すが、平成１６年度の各郵便局での取扱交付件数は、竜田郵便局で２３０件、法隆寺郵

便局では１１６件、斑鳩興留郵便局では３０７件の、合計６５３件の利用状況となって

おり、住民窓口の充実や、住民の方々の利便性の向上を図っているところでございます。 

  次に、９０ページでございます。事務の効率化といたしまして、住民基本台帳ネット

ワークの運用では、住基カード・広域交付の発行サービスを実施しましたほか、戸籍総

合システムの運用といたしまして、このシステムの運用により、戸籍事務の迅速化、適

正化を図ったところでございます。また、外国人登録では、外国人登録法に基づく外国

人登録、登録済証明書の発行など、それぞれの事務処理を行っております。 

  次に、９１ページでございます。第４項の選挙費であります。予算現額１,３８２万

５,０００円に対しまして、決算額は１,３７１万２７１円で、執行率は９９．１％とな
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っております。 

  初めに、第１目 選挙管理委員会費では、予算額１５８万円に対しまして、決算額は

１５４万２,１２０円、執行率は９７.６％となっております。選挙管理委員会の運営等

に要しました経費でありまして、選挙管理委員会の開催として、定時登録等定期的な委

員会の開催、また、政治倫理条例による審査請求にかかる署名簿の確認のための委員会

の開催を初め、参議院議員通常選挙、いかるが溜池土地改良区総代選挙、斑鳩町の合併

についての意思を問う住民投票の適正かつ円滑な執行を図るための委員会を開催いたし

ました。 

  次に、９２ページでございますが、第２目 常時啓発費では、予算額２１万７,００

０円に対しまして、決算額は１４万８,５５８円、執行率は６８.４％となっております。 

  明るい選挙啓発の推進といたしまして、新成人への白バラノートや、選挙啓発資料の

配布による選挙の仕組みや選挙違反防止等の啓発啓蒙や、明るい選挙推進協議会の委員

研修を行うなど、委員の資質向上に努めております。 

  また、小中学校の児童生徒にも、選挙への理解と関心を高めていただくために、明る

い選挙を題材とした啓発ポスターの募集を行い、さらなる啓発の推進にも努めてまいっ

ております。さらに、参議院議員通常選挙の期日前投票期間中、これは１６日間でござ

いますが、その期間中、電子投票のデモ機も設置し、選挙人に模擬体験を行っていただ

く中で、アンケート調査も行うなど、電子投票導入に向けての調査検討も行いました。 

  次に、９３ページ、第３目 参議院議員通常選挙費であります。予算額１,１７９万

円に対しまして、決算額は１,１７８万２,３４３円、執行率は９９.７％になっており

ます。平成１６年７月１１日執行の参議院議員通常選挙の執行に要した経費であります。 

  また、第４目 いかるが溜池土地改良区総代選挙費では、予算額２３万８,０００円

に対しまして、決算額は２３万７,２５０円、執行率は９９.６％となっております。平

成１７年１月２０日執行のいかるが溜池土地改良区総代選挙は無投票となりましたが、

その準備に要した経費でございます。 

  次に、９４ページ、第５項 統計調査費でございます。予算現額２７４万２,０００

円に対しまして、決算額は１４７万３,４０７円で、執行率は５３.７％となっておりま

す。 

  初めに、第１目の統計調査総務費におきましては、予算現額７,０００円に対しまし

て、決算額は６,５００円で、執行率は９２.８％となっております。 
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  次に、第２目の指定統計調査費におきましては、予算現額２７３万５,０００円に対

しまして、決算額は１４６万６,９０７円で、執行率は５３.６％となっております。統

計法に基づく指定統計でありますが、統計実施内容につきましては、事業所、企業統計

調査と、商業統計調査、サービス業基本調査の３調査を一元化することで、統計調査の

簡易化が図られてまいりました。 

  また、毎年、１２月３１日現在で実施しております工業統計調査、平成１７年１０月

に実施いたします国勢調査の調査区設定等行っております。 

  続きまして、９５ページの第６項 監査委員費、第１目 監査委員費では、予算現額

１,０２５万５,０００円に対しまして、決算額１,０１０万１,０８４円で、執行率は９

８.４％となっております。決算額の内容といたしましては、監査委員報酬及び職員の

人件費が主なものでございます。例月出納検査、決算審査、定期監査、財政援助団体等

監査、及び住民監査請求について、厳正に監査いただいております。 

  以上で、総務費にかかります総務部所管の決算概要の説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議をいただきますように、お願い申し上げます。 

○浦野委員長 説明が終わりました。 

  質疑に入ります前に、昨日、里川委員の方から質問がありましたことに対する答弁を

お受けします。 

  浦口議会事務局長。 

○浦口議会事務局長 昨日の里川議員のご質問に対するお答えを申し上げたいと思います。 

  公用車の維持管理の件でご質問がございましたが、議会の方では、議長車でございま

すが、これの支出については、総務費の方で支出をいたしております。 

  平成１６年度におけます走行距離では、約３,２００キロ、それから、維持管理にか

かる経費でございますが、車検費用については、平成１６年度はかかっておりません。

平成１７年度で車検がかかりますが、約２０万弱、車検費用がかかるということでござ

います。 

  ガソリンにつきましては、約６４０リットル、年間使用という形でございます。この

議長車につきましては、平成７年に登録をさせていただきまして、現在まで約５万３,

０００キロ、走行したという状況でございますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

  以上です。 
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○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 保険の関係は、１８ですかね。今、車検費用とガソリン、言うてくれはって

んけど。 

○浦野委員長 浦口議会事務局長。 

○浦口議会事務局長 この２０万円の中には、共済の保険、また自賠責の保険料等が含ま

れておるということでございます。 

○浦野委員長 よろしいですか。 

  あと１点、藤原課長の方から答弁。 

  藤原企画財政課長。 

○藤原企画財政課長 昨日の総合福祉会館の用地費のお尋ねでございます。 

  まず、恐れ入りますけれども、資料の中長期財政指標の推移、平成１７年７月作成の

資料をごらんいただきたいと思います。 

  こちらの方に、一番下の方に、総合福祉会館、事業期間、平成１７年から１９年の事

業、総事業費１６億円となっていますけれども、これにつきましては、１７億６,５０

０万にご訂正をお願いしたいと思います。１７億６,５００万円でございます。 

  それで、この事業費の内訳でございますけれども、用地費が２億３,４００万円。残

り１５億２,２００万円が、建築工事費、また設計費を含む計画になっております。 

  以上でございます。 

○浦野委員長 よろしいですか。 

  続きまして、第２款 総務費に対する質疑をお受けいたします。 

  ございますか。 

  嶋田委員。 

○嶋田委員 たばこ税に関してなんですけれども、当初、補正予算まで組んで、大分、上

位の金額おっしゃっておられましたけれども、実際、決算すると大分少なかったという

ことなんですけれども、たばこ税、町税、安定した収入が得られるようにご努力してい

ただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○浦野委員長 植村総務部長。 

○植村総務部長 先ほども説明の中で申し上げましたように、仕入先の市町村に交付され

るということから、そういったことで、減ったり増えたりということでなっておったと

思いますけれども、たばこ組合にもお話をさせていただいております関係もありますが、
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今後、十分そういったたばこ組合にも理解と協力を求めていくようにしてまいりたいと

考えております。 

  そういった中で、安定した定収収入を求めてまいりたいと思います。 

○浦野委員長 嶋田委員。 

○嶋田委員 よろしくお願いいたします。 

  それと、総務の所管にかかわる委員会ございますね。それの委員さんの報酬額は、条

例で決まっているということで、トータルで幾らになるのか、ちょっと教えていただけ

ませんか。 

○浦野委員長 植村総務部長。 

○植村総務部長 まず、政治倫理審査会委員で２８万４,４００円。それと、表彰審査委

員会委員で４万２,３００円でございます。それと、いわゆる住民投票の関係、これは

委員会ではございませんので、その箇所については、ご質問とは関係ないと思います。

それと、行政改革推進委員では、１４万３,１００円。男女共同参画推進委員会の委員

さんには、４万２,３００円ということでございます。それから、公平委員会委員で３

万５００円、青少年問題協議会委員で３２万４,０００円、固定資産評価審査委員会委

員で４万２,８００円、選挙管理委員会委員で３４万２,４６７円でございます。 

  委員会関係では、以上でございます。 

○浦野委員長 嶋田委員。 

○嶋田委員 そしたら、それのトータルでは、幾らになりますか。 

○浦野委員長 植村総務部長。 

○植村総務部長 それ以外の報酬も入っておりますけれども、総務費全体では、６７５万

７,４５７円でございます。 

  その中で、住民投票関係では、１０２万８,７００円でございます。その分は除きま

す。それと、参議院通常選挙で１８５万９,６００円、それと、いかるが溜池の選挙で

１９万７,７００円、それと、統計関係で４８万１,６７０円と、９万１,０２０円。そ

れと、農業センサスで５６万５,２００円を、統計関係で除きます。それと、監査委員

の７４万７,６００円、それを除いた分でございます。 

  それだけの分は、総務費として、委員会関係で支払った分でございます。 

  ややこしい説明で申しわけないんですけれども、そういったことでございます。 

○浦野委員長 嶋田委員。 
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○嶋田委員 そしたら、６７５万から、今おっしゃっていただいた金額を引いた分がとい

うことですね。 

○浦野委員長 植村総務部長。 

○植村総務部長 はい。ややこしい説明でございましたが、そういった分が実際、委員会

費でお支払させていただいた部分でございます。 

○浦野委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  里川委員。 

○里川委員 この成果報告書の５７ページなんですけれども、人権教育、同和教育の推進

ということで、わざわざ人権教育に引き続いて、点を打って同和教育の推進という形を

とられて表記されているんですけれども、その同和教育というものについて、２００２

年の３月で地対財特法などが、もう期限をなくして以来、国の方としても、こういった

同和対策事業についての終結ということを打ち出してきているのに、まだ、そこから引

き続いてこういう形になっているというのは、何か理由があるのか、その辺は確認をさ

せていただきたいと思っております。 

  それと、人権問題、職員研修の実施ということで色々やっていただいているんですが、

ここには金額が入ってないので、どういうふうな研修の方式、金額が入ってないので、

余計にどういうふうな研修のあり方というふうにされているのかということも、あわせ

てお尋ねをしたいと思います。 

○浦野委員長 西本総務課長。 

○西本総務課長 それでは、５７ページの同和教育の名前が入っているということにつき

ましてでございますが、これにつきましては、確かにおっしゃるように、今現在、同和

という言葉は使ってないということで、人権教育に包括されるということでございまし

て、来年度から、このタイトルにつきましては、人権教育の推進ということで改めさせ

ていただきたいと、かように思っております。 

  ちょっと、認識不足でまことに申しわけございませんでした。この施策の成果の表現

が、そういう内容になっているということで、ご理解いただきたいと思います。 

  それと、人権問題職員研修の費用でございますけれども、これは、１１４ページ、こ

の施策の成果１１４ページの人権対策費の中で、職員研修の実施ということがございま

す。こちらの方の、人権対策費の中から職員研修として４万１,６００円、職員のこの
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人権研修にかかります旅費を支出いたしております。支出が社会福祉費の人権対策費で

ございますので、この総務費の一般管理費の中では、支払ってないということで、この

項目については、金額は上げていないということでご理解いただきたいと思います。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 ちょっと、説明ではわかりにくいんですけれども。 

  確かに、１１４ページに研修の実施ということは書いてあるんですけれども、でも、

この５７ページの実施内容と、合致しているわけではないので、こちらの方の５７ペー

ジに書かれている人権問題の職員研修で挙げておられる実施内容の中で、費用が今、か

かっている分についてはおっしゃっていただきましたが、ここに金額が上がってない部

分については、どのような研修の内容となっているのかということも、あわせて。 

  費用がかからず、研修もされているのかなというふうには思ったりもするんですけれ

ども。必ずしも、今の合致してないというふうに、私、１４ページと実施内容の項目が

全く一緒ではないですので、そこのところも、ちょっとお尋ねをしたかった。もう少し

詳しく、研修内容についてお尋ねをしたかったということなんですが。 

○浦野委員長 西本総務課長。 

○西本総務課長 ５７ページに挙げております職員研修の内容でございますけれども、職

員人権研修会２日間、これにつきましては、町が単独で職員に対して人権研修を行って

おります。講師は、社会教育指導員の方に講師をしていただきまして、係長以下の職員

に対して、研修を行っております。それから、人権を確かめ合う日県内一斉集会、それ

から斑鳩町人権教育セミナー、その他人権研修、これにつきましては、１１４ページに

あります各種、そういう人権の集会や、催されます人権研修への職員の参加ということ

で、受講書を挙げております。 

  それと、斑鳩町人権教育セミナー、これにつきましては、斑鳩町内で年６回行われて

おります人権教育セミナーに職員を派遣して、研修を受けてもらっております。 

  それから、人権問題学習会事前研修でございますが、これにつきましては、地区別懇

談会の前に、課長補佐以上の管理職がこの研修を受けまして、全員が受けまして、地区

別懇談会に対する事前の研修を行っているということでございます。 

  以上でございます。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 それにつきましては、理解をさせていただきました。 
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  引き続いて、７５ページのいかるがホールの維持管理ということで挙げていただいて

いる中で、その利用状況、ちょっと書いていただいているんですが、小ホールの利用率

が意外にも、大ホールの利用率より低い。それは前年度もそうだったんですけれどもね。

ただ、利用状況も若干、前年より減っているということなんですが、小ホールというの

は、私、すごく利用しやすい施設なんで、もっともっと利用してもらえるものじゃない

んかなというふうに考えてたわりには、こういう数字になっているところが、ちょっと

理解しにくかったんですが、この減少についてはどのように考えておられるのか、お尋

ねしときたいと思います。 

○浦野委員長 野口企画財政課参事。 

○野口企画財政課参事 いかるがホールの、小ホールの利用の減少でありますが、平成１

５年度につきましては、ホールの利用実態というんですか、利用形態を変えさせていた

だきました。 

  と言いますのは、１５年度まで、ダンス使用というんですか、社交ダンス等の使用を

認めておったわけですが、１６年度から、ホール等につきましては、室内楽ということ

で、ダンス、非常に傷みが激しいということで、１６年度からはダンスの使用は認めな

い。それで若干、これ、非常にダンスの使用から見れば大きく減少になっておりますね

んけど、文化活動等のカバーと言ったらあれですけど、ピアノ発表会等の増加がありま

すので、この減少が２.９％という。本来でしたら、もっと大きい減少になりますが、

一部、文化活動等でクリアされて、この減少でとどまったということです。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 そういうことでしたら、理解できましたので。ただ、非常に利用しやすい施

設であるというふうに、私は思ってますので、また、どんどん利用していただけるよう、

啓発に努めていただきたいと思います。 

  それと、８８ページにあります住民基本台帳事務ということで、この一番下ですね、

この８８ページのこの表を見せていただく中で、住民票の窓口発行件数が、１６年度の

数字がこれ、ちょっとおかしいんじゃないかなと。１５年度１万１,１６４に対しまし

てね１６年度が１,０５０ということになっているんで。これ、ちょっと意味がわから

なかったので、これについて、決算の委員会ですので、ここはきちっとお聞きしとかな

いといけないと思いましたので。 

  それと、あわせまして、９０ページに住民基本台帳ネットワークの運用ということで、
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金額を挙げていただいております。利用状況については、非常に少ない件数の中で、対

費用効果ということを考えれば、これはどうなんだろうと。国庫補助も多分、この運用

についての国庫補助も少ないはずなんですよね。サーバーの端末機のリース料ぐらいし

か、国庫補助がないんじゃないかなというふうに思っているんです。 

  ＩＴ自治体をということで、国の方から進めてきた問題ですけれども、けれども、こ

の費用をかけて、こういう利用状況になる中で、町としては、今後のシステム、このネ

ットワークのシステムで何か、こんなに費用かかっているんだから、今後、これをやっ

ぱり、より利便性の高いものにしていく何かお考え、考え方というのがあるのかどうか

というのを、ちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 

○浦野委員長 藤原企画財政課長。 

○藤原企画財政課長 まず、私の方から、住基ネットの今後の利用の仕方ということにつ

いてのお尋ねにつきまして、お答えしたいと思います。 

  いわゆる、この住基ネットワークの意味と言いますのは、１つは、いわゆるＩＴ社会

の推進のための１つの基礎となる部分でございまして、今後、ネットワークを、インタ

ーネットを利用いたしましたさまざまなサービスの利用するに当たりまして、やはり本

人確認等の必要が生じると思います。 

  一例を挙げますと、今現在、進めてまいりますのが、いわゆる、各公共施設の利用申

し込みにつきまして、インターネットを活用して、申し込んでいただくというシステム

を、今現在、検討をしておるわけでございます。 

  また、各種さまざまな手続ですね。将来的には、福祉サービス、あるいはその他のサ

ービスの手続の申請をする際にいたしましても、あくまでも本人確認というのは非常に

大事なことでございます。そういったことで、住基カードの利用ということが必要にな

ってまいります。そういったことで、まず、この住基ネットワークの基礎を作り上げて

いかなきゃならないということで、現在はこういう状況になっているということでござ

います。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 これで、その運用に関して、私、ちょっと、さっき言いましたように、サー

バーの端末機のリース料ぐらいが国庫補助なんかなというふうに、私は認識しているん

ですけれども、それについては、どんなもんですか。この運用、運営費については。 

○浦野委員長 中井住民生活部長。 
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○中井住民生活部長 まず、最初に８８ページの住民基本台帳事務の関係で、窓口の発行

件数で平成１６年度１,０５０という形でご報告申し上げておるんですけれども、委員

ご指摘のように、この数字につきましては、１万５０の間違いなので、ご訂正をお願い

したいと思います。申しわけございません。 

  あと、９０ページの住民基本台帳ネットワークの運用の関係で、国費の関係でござい

ますけれども、補助金としては、国の方から幾らかの補助があるんですけれども、その

額につきまして、確定の数字を持ち合わせておりませんので、後ほど、ご報告をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 私、以前から、この金額の意識を持ってほしいということを言ってきている

と思うんです。国の施策を、国で決まったことを地方でせんならんと。だけど、それは

せんならんのですけれども、ただ、じゃあ国は決めてきたけど、国は一体、どれぐらい

の費用を出してくれるのか。 

  地方分権といわれる中で、やはり地方の方の負担がすごく重たくなってくるというこ

の問題については、我々ももちろんですけれども、きちっと受けとめて、この辺の分析、

きちっとやりながら、進めていかんと、今後、やっぱりえらいことになっていくん違う

かなというふうに思ってます。 

  これにつきましては、やはり皆さんにも意識をもっていただきたいと思う気持ちが、

私の中にも強くありますので、今までから、こういう質問を何度かさせていただいてき

ているということをご理解いただきまして、数字については、是非、お知らせをしてい

ただきたいと思います。 

  それと済みません、もう１点。 

  ８２ページに、青少年対策費ということで上げていただいているわけなんです。この

青少年問題協議会とか、そういうのは、いわば教育委員会の生涯学習課が所管でやって

もらっているわけですけどね。費用がここで上がってくるんです。この辺の、ちょっと

わかりにくさというんですか、あるんですけれども。 

  こうやって総務関係で青少年対策費上がっている。でも、所管は教育委員会の事務局

いうても、生涯学習課がやっていると。 

  私たちも、青少年問題協議会、いろいろ出させてもうてやってますけれども、結局、

生涯学習課が所管として、中心になってやってくれてますけれども、総務部局というん
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ですか、教育委員会で町長部局、別部局ですからね、やっぱり町長部局からどなたも来

られてない、町長部局からは、そういう青少年対策について、何ら入ってこない。そや

けども、予算決算のときはこんなふうな形で、総務費で出してくるということについて

ね。 

  それとやっぱり、町長部局の方との連携というんですか、この辺について、私たちは

ちょっとわかりにくいなと。もっとこの問題については、教育委員会だけがやるとか、

教育委員会に任せるではなくて、この青少年対策費、総務部であがってますので、総務

部も何らかの形できちんとあれして、町長部局としても、この取り組みについて参画を

していってほしいなというふうに思うんですが、ここの整理方、理解しにくいんで、ち

ょっとその点についてお尋ねしておきたいなと思うんですが。 

○浦野委員長 植村総務部長。 

○植村総務部長 この関係につきましては、現在、教育委員会に所管ということにしてお

りますけれども、以前、総務課に置いたこともございます。やはりこういった事柄の関

係につきましては、学校関係とかいう関係と連携を必要ということも大きなウエートを

占めておりまして、そういったことでありますけれども、すべてが教育委員会サイドで

全てができるものではありません。その中でも、全体の中で関係していかなきゃならん

こともございます。 

  現在、青色回転灯の関係でさせていただいておる、この関係につきましては、中心は

総務の方でやらせていただいておる。これは、生活安全の関係もございます。そういっ

た面からもサポートというのか、連携を持っていかなきゃならんもんもございまして、

そういった対応でさせていただいたと。 

  予算上はそういった関係で、総務費の方に置かせていただいておりますけれども、そ

ういったほかの関係から見ましても、交通安全対策についても総務費の中で組んでおり

ますけれども、建設課の関係で所管していただいておることもございます。 

  予算の関係につきましては、そういった国の流れもある中で、こういった関係で組ま

せていただいておることも要因としてはありますけれども、現状としては、そういった

ことでさせていただきたいと思いますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 今の部長の答弁聞いてましても、部長の方もかなり、いろいろ複雑な思いの

中でやっていただいているのかなと思うんですが、ただ、やっぱりこういうふうに上が
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ってきている中では、町長部局の方としても、この青少年問題協議会を運営していき、

いろんな推進していく、いろんな事業をやっていく中で、教育委員会、今やったら、も

う本当に教育委員会がやっているというイメージがあるんですよね。だから、そういっ

た、青問協についてはそうやけども、実は、実際、庁舎内では町長部局とも一緒になっ

て、職員間ではこういう会議を持ってますよとか、そういうことがあんねやったら、そ

ういうことも説明していただけたら、よりわかりやすいんですけれども、何か今、総務

部でこうやって上がってきているわりには、やってるのはもう教育委員会に任せてやっ

ているみたいなイメージが、私らも、青問協の委員として行かせてもうてる間にも感じ

る部分もあるんで、そこらあたり、やっぱり横の連携、どうとってはんのかなというこ

とを、町長部局と教育委員会と、どんなふうな連携とってやってはんのかなというとこ

ろについてはよく見えない。 

  やっぱりこの辺は、言うたら、一緒にやってますよという何かが、きちんと明確にわ

かるようなものになっていかなあかんの違いかなということも感じますのでね。その辺

については、もうちょっとお考えいただきたいなと。だれが見てもわかりやすい、町長

部局も教育委員会も一緒に連携してやってるなというのがわかるようなやり方、今言い

ましたように、職員間でそういうチーム組んでやってるんやとか、そういうのがあれば、

説明をしていただけたらいいですし、そういうことになってないのであれば、今後、こ

れらの大事な問題ですので、そういう方向性を持ってほしいなというのが、私の思いな

んですが。 

○浦野委員長 芳村助役。 

○芳村助役 ここに予算計上しておりますのは、青少年対策として、これは国では総務省

管轄です。県では知事部局管轄、いうことから、この総務部の中での予算を計上してい

るということになります。 

  やはり、青少年問題の基本は、青少年教育やと思うんです。教育があって対策をやっ

ているということが必要だろう、このように考えてます。 

  そういうことから、教育委員会部局において、青少年教育をやっていただいて、そし

て協議をされたことによって、いろいろ対策について必要なものが出てくるだろうと。

これについては、やはり対策の方でやっていかなければならないと、このように考えて

おるわけです。 

  そういうことの連携というのはこれまでやってきましたし、これからもやっていかな
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いとならない、このように思います。 

  今も総務部長の方から言いましたように、やはり防犯上の問題においても、青少年教

育イコール青少年対策として、これはやっておるわけでございます。やはり、町長部局

の方もそういう協力をしながら、また連携をしながらやってまいりました。 

  そういうことで、一番大切な教育を受けて、対策を先行するということじゃなしに、

いわゆる教育イコール対策ということを常に連携して、そしてやっておることが、大き

な青少年問題の全般を解決する大きな手法になろうと、このように思ってますので、里

川委員もご指摘のように、連携をしながらやっていくということが大切ということを考

えます。 

○浦野委員長 よろしいか。 

  ほかに。松田委員。 

○松田委員 幾つかの問題を聞きたいと思うんですけれども。 

  まず、今、質問になってるご答弁、答えている問題については、もう少しきっちり、

行政として整理をしてもらわないかんのと違うかなというふうに思うんです。これには、

行政としても今後、公益的な行政運営をするために、組織の見直しなども行おうという

ことを言われているんですから、そういう立場の中で、これは検討すべき課題ではない

のかなというふうに思うんです。 

  というのは、この青少年問題協議会の関係なんかについて言いましても、あるときに

は教育委員会が所管をしていたり、あるときには総務部になってみたり、くるくるくる

くる変わっているんですね、その都度。 

  私が青少年問題協議会の委員をさせていただいて、そして現行の条例は、私が委員に

なったときに作り直しているんです。そしてそのときの所管というのは、総務部だった

はずなんです。 

  そういうことで、どうも町が、行政側が教育委員会でやるのか総務でやるのか、どっ

ちが責任母体になっているのかということについては、あいまいなままに、この予算の

関係とか、国がどうだとか、いろいろなことに理屈をつけて、格好を変えているという

ところに一貫性がないというふうに思うし、主体性がないというふうに思うんです。そ

れが実態だろうというふうに思うんです。 

  ですから、やはりこれは、どこが責任母体になるのか。連携はもちろん、どこともし

なきゃならんので、だから、縦の関係の弊害というのを除去するために、縦横の関係の
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連携をとっているということも必ず言われているんですから、そのための組織の見直し

ということが言われているわけですから、これはもう、当然のことであるというふうに

思うんですけれども、もう１回、この点については、きっちりと整理をして、そしてそ

の都度、言い方を変えているということではなくて、行政としての対応策がどこである

と、こういうものについてはっきりした方が、私はいいのではないかというふうに思い

ますので、この点、つけ加えて意見を申し上げておきたいというふうに思うんです。 

  それから、昨日申し上げたこととダブってきて恐縮かとは思うんですけれども、今、

各、これからのことですけれども、審議の方向としても決められていますから、そのこ

とについては異論はないんですけれども、今、総務部の関係でご説明をずっと、きのう

からいただいているのは、組織の執行の状況、財政の支出の関係についての説明にとど

まっているというふうに思うんです。 

  決してこれは、だからそういう意味からいきますと、ここで言うように、主な施策の

成果事項別という関係を中心にしていまして、説明をしてもらっているんですけれども、

結局、成果の方は抜きになって、事項別の収支の関係だけの報告にとどまっているとい

うふうに私は思うんです。 

  成果の方の関係を見ますと、これを主な施策の成果報告書がありますけれども、この

面について、書かれているべきに、私は思うんです。ところが、実質的な成果の関係に

ついて、どうお考えになっているかということを、主要な施策の成果の関係の分野で見

てまいりますと、どうもご都合のいいような数字だけを上げておいでになるような、感

じがするんです。これは私の見方だというふうに言えば、言われてもいいと思うんです

けれども。 

  それは、本当に施策の成果という、書かれているところについて、本当にこれが成果

というふうに言えるのかなという関係の説明があるわけですね。 

  例えば、この主要な成果の、施策の成果報告書の中の、例えば３ページなんかで、男

女参画社会の関係なんかでいわれているわけですね。これは当然、これをいうことが革

新的な考え方やというふうにいわれているかわかりませんけれども、男女平等というよ

うなことをいうと。ところが、ここで目標として掲げられている関係について、１７年

度３０人、１３年から１４年、１５年と実績がずっと書かれているんですけれども、１

６年度の実績って、これ８人ですね。８人ということでありますし、その下の関係の、

生活支援実績の関係なども見てきますと、今度は回数で書いているわけですね。２４回。
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かなりやっておいていただいているように思う、回数としては。 

  この場合、ここで知りたい、後の関係で知りたいのは、人員ですね。果たしてこれで

何名参加しているねやろか。だから、数はいってるけども、一体どうなんじゃろか。 

  例えば、斑鳩町の相談室なんかはいろいろもたれてますけれども、回数は書いている

んですよ。ところが、参加者の関係というのは書いてない。だから、実際にそういう関

係について、機能しているのかどうか、いうことにチェックをしていって、本当にその

ことが有効なのかどうか、いうことの判断をする材料に、私はなっていないというふう

に思うんです。 

  いろんな資料は作っていただいているんですけれども、１ページは性格からいって、

そこんところはもう素通りしてしまっているわけですね、説明の関係でも。そして、成

果の項目別の関係のところには、これだけ出しましたよ、あるいは、これだけ、運営予

算についてこれだけ出しましたという関係だけしか、いってない、いうようなことにつ

いて、真にこの資料というものが、生きた審査の資料になってこないんではないか。む

しろ、昨日も言ってますように、こういう関係で支出をしている。ところが、反省すべ

きというのはどうである。あるいは、成果はこうであったというような関係について、

絶えずきっちりすべきだということを言って来ているんです。 

  中身によっては、今後の対応策として、こういうことを考える必要があるというふう

なことを書かれている動きもあるんです。ちょっと良くなってきているなと思うんです

けれども、どうもご都合主義でこの数字を並べていて、成果をあえて強調しているとい

うふうな関係の向きがあるけれども、実際に中を分析してみますと、決して８人くらい

では、本当に成果があったなんて、これ成果表の文章のところで書いておるんですけれ

ども、果たしてそうなのかな。 

  ８人がセミナーに、参加をすることに、男女共同参画社会の関係について、全然進展

したんやということが言えるような認識なんじゃろうかと。 

  ところが、この参画者会の担当課というのは、物すごいメンバーをそろえているわけ

ですよね。そういう面から見ると、この非常にちぐはぐじゃというふうに、私は思うん

です。そういう意味での、多少、自らも辛口の評価として、決算的に率直な意見を出し

てくるということでなかったら、いたずらに成果があった、成果があったと、書こうと

するのに無理があるのと違うか、本当にこれは分析をしているのかということについて、

この資料の面から見て、提出をされた資料の面から見て、そういう感じがするというこ
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とを申し上げておきたいと思うんです。それが１つ。 

  ２つ目の問題は、これは、我々も含めてなんですけれども、今回の、１６年度の決算

の中で、やっぱり見逃すべきではないし、この際、きっちり見解ははっきりしとくべき

だというふうには、５６ページにもありますように、集会所の問題ですね。それから、

６３ページにありますけれども、成人式の関係ですね。これらの問題は、少なくとも、

議会でいろいろ議論をしてて、集会所の取扱いなんていうのは、何回も議論をしていま

すし、取り扱いも決めてきています。 

  ところが、この集会所問題で、何か問題が出てくる、いうような関係になっているん

ですけれども、集会所の取り扱いそのものについては、多種多様な関係もあるんでして、

そのことを、我々も審議をしてきて、参画をし、意見を述べて、処置をすべきものにつ

いては処置をすべき立場で対応をとってきているんですけれども、この際、ただ単に集

会所について援助、補助をしましたということだけではなくて、新たな現象というのは、

１６年度関係から出ているというふうに思うんです。これは、今度もまた、余計なこと

かわかりませんけれども、１０月に行われる町長選挙などについても、１つの課題であ

ることは、テーマになることは間違いないだろうというふうに思う。 

  その際には、ただ行政側だけでなしに、議員の関係についても、これは責任があるこ

とは間違いないんですから、議会としても、きっちりした態度をはっきりすべきだ。そ

ういう議論を経た上においての決算が行われているんだということを、やっぱり町民に

明確にできるようにしておくことが必要と違うかなと、こういうふうに思うんです。 

  では、そういう意味で集会所問題について、一定の今後の方針ということを、議会で

決めたこともあります。ところが、それはもう全くどこかへ行ってしまって、全然出て

こないという関係になりますから、もうその場限りに終わってしまっているという関係

が、集会所問題ではないかなというふうにも思うんですけれども、この辺について、一

体どうお考えになっているんだということが聞きたいのが１つ。 

  それから、６３ページの政倫審の関係は、これは特に、議会と、それから町の三役関

係、特に町長の関係になってくるんですけれども、お互いに襟を正そうやということに

いっているんですから、そのことについては、皆、主旨は徹底していると思うんです。 

  ところが、１６年、１７年の関係にわたって、いわゆる住民から議員の資質にかかわ

る関係として、政倫審に申請されてきている、いうことがあるわけですね。この面につ

いては、我々自身もやっぱり、謙虚にその実態というものをつかまえて、反省すべきは
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反省し、なおかつ、信頼を得るための町民に奉仕をする奉仕者としての役割というもの

をどうあるべきか、いうことを議会みずからが真剣に考えるべきであるし、しかも、決

算に出てくるわけですから、そういう面についても、無視して通ることのできない問題

ではないのかなというふうに思うんです。 

  ここで初めて、襟を正しながら、緊張感を持ちながら、決算審査に当たるという態度

が必要ではないのかというふうに、私は思うんです。そういうことについても、今度は、

そういうことをやりました、何回やりました、何回やりましただけで素通りしてしまう

この成果表になっていると、説明になっているということについて、果たしてそれでい

いのかどうか。どういう感覚をお持ちなのかということをお聞きをしたいということが、

２つ目なんです。 

  ３つ目の問題は、細かいんですけれども、６８ページに入札の関係などについて、い

ろいろご苦労なさって、伺っていますが、この年、郵政、郵便による入札の制度を試行

しているというふうに言われているわけですね。そして２０件あったと。試行という関

係の段階で書かれているんですけれども、この関係は、どう改めていくのか。試行とい

うのは、本実施をしていくという形にもとってきているということになるのかどうかで

すね。１６年度の関係のこの決算ですから、試行ですけども、その後、一体、どう、こ

の関係を評価しながら取り扱ってきているのか、いうことをお聞きをしておきたいとい

うふうに思うんです。 

  もう１つは、放置自転車の関係についても、いわゆる放置防止というふうに言われて

ますけれども、今、ＪＲ法隆寺などで扱っている自転車の預かりの初めと最後の時間て

すね。何時まで預かっているのかな。終電車が終わるまでは、自転車の預かり所という

のは開いているのかいないのか、それ以前に閉まっているのかどうかというのによって、

放置自転車というものは解消できる、できないという要素が出てくると思うんですよ。 

  今の勤めの関係も、いろんなことの勤務形態が変わったものの、最終ぎりぎりでお帰

りになるという関係、必ずあると思うんですね、斑鳩町の場合も。そういうふうに思い

ますから、駅前の自転車の預かりの時間帯について、検討の必要がないのかどうか。あ

るいは、最終電車が行ったその後、十分この自転車は利用、預かり所から引き出しがで

きるという体制になっているのかどうか、いうことも非常に大事なことだと思いますの

で、この辺について、どうなっているのかということだけ、教えを願いたい、こういう

ふうに思います。 
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  以上です。 

○浦野委員長 芳村助役。 

○芳村助役 まず、１点目の集会所の件で、いろいろ松田委員にはご心配をしていただい

ております。 

  ただ、我々といたしましては、斑鳩町地域集会所施設の補助金交付要綱を議会の皆さ

んと一緒に審議いたしまして、そして適切な補助整備を設けたということでございます。 

  そういう中で、きょうまで委員会の要望に対して答えているという状況でございます。

峨瀬等のいろいろの集会所に対する問題が起こっております。ただ、その面に対しまし

ては、やはり、自治会内部の問題もあるということから、そういうようなものができた

というような解釈をしておるわけでございますけれども、そういうふうなことが起こら

ないような、やはり対策を講じていかなければならないと、このように思っております。 

  したがって、今現在では、自治会における地縁団体をとっていただいて、法人格に基

づいた、きっちりとした内容での集会所建設を、これを自治会に指導しておるというこ

とでございまして、また、地域交流館の問題につきましても、仮称総合福祉会館の建設

後、それを実施していくということで、議会にも約束をしておるわけでございますので、

予算の財源の許す範囲において、その地域交流館においても、明確な計画を出していけ

ればと考えておるわけでございます。 

  いずれにいたしましても、集会所につけるいろいろ問題が起こるということに対して

は、やはり行政も大きな痛手を被っておるわけでございますので、そういうようなこと

が起こらないようなこれからきちっとした内容で考えていかなければならない。そのた

めにはやはり、自治会においても、十分理解をしていただいて、きちっとした内容で提

出してほしい。自治会の中でもめるような中で提出していただくということになっては、

非常に問題が起こるということがございますので、そういうことも、町が把握しながら、

対応してまいりたいと、このように思ってます。 

  また、補助金規定におきましても、やはりこれから社会の状況が変わることによって

は、やはり、議員の皆さん方のご協力を得ながら、改正の余地も出てくるであろうと、

このように考えておりますので、その点については、またよろしくご審議願いたいと思

うわけでございます。 

  次に、政治倫理条例、政治倫理の関係でございますけれども、これも平成１３年に議

会の方で政治倫理条例を制定されまして、それによって、やはりすべてが、町長含め、
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議会の皆さんが襟を正してきちっとした内容で行政に対応していくと。いわゆる李下に

冠を正さずというようなことのことわざがございます。そうした形でやっていかなけれ

ばならないということを認識していただいたわけでございます。 

  そういう中においても、政治倫理審査会に議員がかけられたという結果がございます。

それはやはり、住民がそういうような形で、政治倫理審査会にかけていくという、申請

された以上は、やはりそれを審議していかなければならないということでございますか

ら、そういう審議の中で、きちっとした内容で報告する。そして、その報告を決算の中

で議員に報告するということが必要であろうと、このように思っておるわけでございま

す。 

  簡単に行ったと、何回行ったということでなしに、その内容もきちっとすべきもので

あろうと思います。それが、松田委員も昨日もおっしゃっております、やはり決算にお

ける予算上のバロメーターとなるということでございまして、そういう認識をしながら、

やってまいりたいというふうに思っておるわけでございます。 

  次に、入札制度の関係なんですが、いろいろ入札制度につきましては、町として、予

定価格の事後公表、そして予定価格の事前公表を行ってまいりました。そういう中で、

入札制度、透明性を行うということ。また、談合の防止等を含めて行ってきたわけでご

ざいますけれども、やはり、郵便入札については３,０００万以上は、１５年度から執

行公布させていただいております。今現在では、ほとんどがその方式に基づいて対応し

ているということでございます。 

  郵便入札におきましては、非常に談合の浄化ができるということも言われております

し、また、やはり住民に対する透明性があるのではないかと、このように考えておるわ

けでございます。 

  ただ、町として考えていかなければならない点が、やはり、予定価格の事前公表、こ

れも一応、やはり考えていかなければならないという、考えておるわけでございますけ

れども、いずれにいたしましても、郵便投票にいたしますと、業者がよって協議をする

ということが避けられる。ただ、どの業者が入札参加するかということ、これは町の場

合、町の指名業者の場合はわかりますけれども、大きくなればわからないということで

ございます。２億以上の業者によって入札する場合には、先ほど、今議会にも提出され

ております下水道の関係も、これはどの業者が参加するのかわからない。電話で聞けば

わかるわけでございますけれども、そういうことでございます。 



 

－ 24 － 

  ただ、うちとしては、やはりそれについては、公表するということでございますから、

公表規定はございますけれども、そういう、だれが入札参加しているかということを事

前にわからないということにも、メリットがあるということでございますので。 

  電子投票まではいきませんけれども、郵便入札をこれからも本格実施をしてまいりた

いと、このように、今現在、考えているところでございます。 

  次に、駐輪場の問題なんですが、これは、担当課の方から説明をさせますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

○浦野委員長 中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 駐輪場の関係でございますけれども、北と南、両方とも午前６時か

ら午後１０時までの間を、職員がおりまして、取り扱いをさせていただいております。 

  また、それ以外に、１０時以後にお帰りになる方を対象にいたしまして、２４時間の

駐車スペースというものを、南北とも設けさせていただいておりまして、それをご活用

いただくような形で、現在、運用をさせていただいているということでご理解いただき

たいと思います。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 初めに言うています、しつこいようですけれども、例えば例に挙げてます男

女共同参画社会の関係の中に、成果の関係でもえらい評価してますけどね、うちに役立

ってんねやと言うてますけれども、目標が３０人であっても、実績の関係は８人とか、

それでもなおかつ評価をして、推進に努めてんねやと、こういうふうに言っておいでに

なるし、かなり、町としても男女共同参画社会の関係については、ある意味では力を入

れているように見えるんですよね。 

  ところが、結果はこうなんやと。それでも、積極的にやって、成果を上げているんや

というて、ここへ、成果表に書いてますけどね、そう思てますか。このあたりのこと。 

○浦野委員長 芳村助役。 

○芳村助役 男女共同参画社会の推進ということでの問題でございますけれども、やはり、

最近は男女共同社会の中でのすべての運用と、運営というようなこともいわれておるわ

けであります。そういう中では、この指摘の参加の推進の中での参加人員は、平成１６

年度実績８人という面に対しても、社会活動への参加機会の充実が図られているという

ことになっているわけでございまして、このようにも。 

  ただ、平成１７年の当初では３０人、これは私も３０人のときのセミナーに参加させ
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ていただきましたが、非常に多かったことは事実です。それは、やはり、初めというこ

ともございますので、我々としても、住民の方々に啓発したということもございます。

そういう中での人数が多かったということもあると思うんですが、やはり、啓発啓蒙と

いうものが大切ではなかろうか。その中で、推進についての、やっぱり実績を上げてい

くべきものであろうと、このように思います。 

  ただ１８人という数字につきましては、非常に少ないということを身をもって思って

おります。今後、このようなことのないように、本町として、多くの参加を求め、そし

てその方々が、町が定めております女と男が輝く未来計画に基づいて計画を実行してい

ただくと。意識を高める対応を図ってまいりたいと、このように考えておりますので。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 ここで書いている、結局、実績と目標と、目標を掲げて実績という関係を図

っていくことがかなりあるんですけれどもね、目標をオーバーしているものもあります。

非常に、半数にも満たないものもあるわけですよね。半数に満たない関係の施策などに

ついては、じゃあ、どこに欠陥があったんやと。今後、どうしていこうとすんねやとい

うことが、全然記されていないんですよね。今日、非常に評価しているんですよ。いわ

ゆる、事業が良かったということで。 

  そういうことが、一体どう考えるねやと。しかも、我々のやる審議というのは、これ

を中心にして議論をしようという、審議していけと言われて、また、そうですかという

ことでしているんですけれども、それを綿密に見れば見るほど、相矛盾する関係になっ

て、とにかく反省がなくて、その成果ばっかり強調していると。ところが、成果を強調

できるような内容でないにもかかわらず、強調している動きもあるんではないかという

ことについて、もう少し、私は虚心坦懐に反省すべきは反省し、見直すときは見直して

いくという姿勢、そしてそれらを具体的に取り扱っていくということでなかったらいか

んのと違うかな。 

  そういう面で見てみますと、これもちょっと後先になるんですけれども、ごみなんか

の関係は、今まで具体的に、実践を現在している過程ですよね。これは１６年度の決算

時にも言われているし、見直していきますといっていますし、今度見直していく。 

  ところが、ほかの関係について、総務の関係については、ここでは言うてるけど、そ

の場限りで終わってしまっているわけです。去年も同じようなことを言うてるやつがあ

るんです。だから、結局、去年どう書いたるでと。そしたらそれは、今度もそう書いと
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こか、一番無難でええでと、いうふうな格好で整理をされているような向きが見られて

仕方がないというんですよ。そういうことでは、本当の、私は決算なり何なり役割とい

うものは果たしていけないし、次の世代が、次年度にどうそれを役立てていくのかとい

うことになってこないんじゃないか。ちょっとでも前向きになり、あるいはこういうこ

とがひとつ克服しているんやということを聞かせていただくと、ああ、なるほどなと思

うんですけどね。とにかく自分らのやったことは、何でもええんやと。成績が上がろう

が上がろまいが、それは成果あったんやという言い方というのは、僕はやっぱり、マン

ネリ化している格好であるし、言葉だけの見直しとか何とか言うけども、そういうこと

になってないんじゃないかということが感じられるんでね、ちょっと、言いたいことを

言うようでありますけれども、そう思うんです。 

  だから、そういう面を本当に反省をし、真剣にいい対応をしてもらわないといかんの

じゃないかなというふうに思うんです。 

  言葉尻をとらえるわけではありませんけれども、例えば、入札の関係も、１６年度で

試行投票、入札しているわけですよね。２０件もあったと言われているわけですよ。今、

後の１７年度はどうだったかわかりませんけれども、私が不勉強で承知をしてないのか

わかりません、これはね。ところが、今後、検討していきたいというふうに言われたよ

うに思うんです。そうすると、１７年度はもう、試行という、１６年度試行したけど、

１７年度は一体、試行で続けてきたのかどうか、いうことですね。そして、１８年度は

本式に移行していこうということを考えるかどうかという関係があると思うんです。 

  だから、そういう面については、必ずしも明確でないと。これをやったからよかった

と。だから、今後、持続していこうとするんやと。可能な限りにおいては、こういうも

のを採用していくんやと考え方に立つのか、これはやっぱり、試行してみたけど、余り

好ましくない。だからやめようということで考えていくということなのか、いうことが

わからんわけですよね。１６年度の関係とか、１７年度はどうやとか、１８年度は。 

  そこらをあいまいに濁していくことによって、本当にこの決算、この数字において、

一体どうなのかということが、せっかくここまで努力してつくってくれてるんですから、

正しく評価ができるようにしてほしいなというのが希望なんですけれどもね。どうなん

でしょうか。 

○浦野委員長 芳村助役。 

○芳村助役 松田委員のご指摘のように、これは施策の成果ということで、成果、すべて
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ここに書いてあるとおりでございます。 

  しかし、我々といたしましては、やはり、いろいろな施策についての反省する内容と

評価を上げているんです。それについては、次年度に、やはりそれを解決すべく、また

対応すべき形で掲げるということは常に思っているわけでございまして、この施策の成

果の中の内容は、今、ご指摘のように、ともかく評価を主に書いていることは事実でご

ざいます。マンネリ化しているということもご指摘のとおりでございます。これは認め

ざるを得ないと思うんですが、やはり、我々としては様式等の関係も添付していかなけ

ればならないのと違うかなと、このように思います。 

  そういうことで、成果がないものもあった。その成果については、次年度、どうする

かということも、ここへ入れながら、そういうことも成果報告書に考えていきたいなと、

基本としていきたいと、このように考えてます。これも一つの課題であろうと、このよ

うに考えてます。 

  入札の関係なんですが、今はもう、３,０００万以上につきましては、本格実施でや

っております。先ほど、ちょっと言いました予定価格事前公表です。これは、入札する

前にわかるんです。その中で、入札を行うということもございますから、それも考えて

いかんなんなと、このように思いますけども、事前公表というのは、透明性があるとい

うことで、国も進めて公開しておるということですので、考えていかなければならない

ことはございますけれども、やはりその問題についても、これからの入札の状況を見な

がら、やはり考えていかねばならない１つであろうと、このように考えております。 

  ただし、郵便入札については、高額実施ということに対応を、３,０００万以上につ

いては対応をしているということでございます。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 最後に申し上げておきたいと思うんですけれども、先ほど、助役さんがご答

弁があってですけれども、政倫審の関係は、僕は政倫審の運営がどうだこうだと言って

いるんですないんです。政倫審に書かれているような関係、住民から提案、それと政倫

審に審議を求めるような事態が起きることについて、議員としても、あるいは理事者側

についても、お互いに反省すべきではないんだろうか。このことについて、直接、自分

がどうこうといわれる状況ではないにしろ、そういうことの起きないように、信頼され

る議会でありたいし、理事者側でなければならんのじゃないかと。 

  そういう意味では、これを１つの教訓として、絶えず、信頼される行政、信頼される
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議会をということを考えていくべきではないんかと、いうことが言いたかったわけなん

ですよね。そういうことをご理解をいただいた上で、今後とも十分に対応してもらいた

いと、こういうふうに思います。 

○浦野委員長 芳村助役。 

○芳村助役 先ほども私、申しましたように、李下に冠を正さずという意識を常に持って

いくならば、そういうようなことが起こらないようにしなければ、このように考えてい

かなければならないということを、考えていくことが必要であるというふうに反省して

おります。 

○浦野委員長 ほかに。里川委員。 

○里川委員 忘れてたんで、済みません。 

  ６３ページの中に、職員構成の充実ということで、ここでは８０万上げていただいて

いるんですが、部長のご説明の中では、平成１７年度は、これについてはカットしたと

いうご説明があったんですけれども、決算を終えてカットに至るまでの経過というんで

すか、どのように、互助会の方ともきちっと相談をした上で、されたのか。そしてまた、

互助会に対する町の認識ですね、これを全額カットするということについての、今、大

阪市とかいろんなところで、いろんな問題も起こってますけれども、斑鳩町ではそうい

った問題、特に私たち、今まで見てきて問題があったとは感じておりませんので、きち

っとやっていただいてきたというふうには考えているところなんですけれども、ここに

ついては、せっかく、部長の説明にもありましたので、決算を終えられて、ここのとこ

ろのご判断、どうされたのかというとこは、それと互助会に対する認識ですね、町とし

ての認識なども含めまして、お尋ねをしておきたいというふうに思います。 

○浦野委員長 小城町長。 

○小城町長 これはもう、いろいろと実情はあるんですけれども、私、当初、なったとき

はもうかなりの、職員厚生の充実ということで、かなりもう金額が出てました。だんだ

ん減らしていくというのか、徐々に減らしてきて、最終的には８０万ということで、い

ろいろな問題からんできて、やっぱり、職員そのものが、勤務時間を終え、いろんな関

係でそういう構成がうまくいかない。 

  そういうことを考えますと、こういう問題が、８０万だからという問題よりも、やっ

ぱり、はっきりと１８年度、７年度からゼロにしようということで決めた訳でございま

す。 
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  予算審査特別委員会のときにも評価をされたように、こういうことがやっぱり、打ち

切ったということは評価すべきだと、こういうことも申し上げますように、私はやっぱ

り、こういうことを切っていくことが、少額だから、あるいは多額だからという考えよ

りも、やっぱり早くそういうことを手立てしていくことが一番大事であると。 

  職員それぞれ、またそういう点では交流しながら、ボーリングとかあるいはそういう

ことも年に２回ほどやってますけれども、それはやっぱり、自分らのお金でやっている

という事でございますから、そういうことも、我々としては当然であると。やっぱり出

先の機関ございますから、年に２回ぐらいは、そういう顔を合わせて、互いに交流する

ということも大事だと思います。 

  職員厚生の充実ということでありましたけれども、少額でありましたけれども、ゼロ

にということで決断をしたと。 

  職員と助役との話もうまく、順調で、それは結構だということでありますので、そう

いうことでなっていますので。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 そういったところにつきましても、きちっと、職員とご協議いただいて、納

得をしていただいてやっていただいているということ、今おっしゃっていただきました

ので、そういうふうな形でやっていただけているのであれば、結構です。 

  それと、今、松田委員の方からもご質問、いろいろあった件で、参加者が少ない件と

か、いうことをお聞きしている中で、私、１つ気になってますのが、町の方へは、いろ

んなことを言いましたら、すぐ、広報でお知らせしてます。広報に載せましたって言わ

はるんですけれども、広報がえらい、町の広報が万能みたいに、皆さんお考えになって

いるのかなと思て、私、ちょっとそこのところは、本当に広報を町民の方が、どれだけ

読んでおられるのかということについても、もうちょっときっちり、ご認識いただきた

いなと思うんです。 

  今、お知らせ版も出していただくようになって、極力、それはお読みいただくように

は言っていただいていると思うんです。でも、例えば、私の家族でも、６人家族おって

も、読んでいるの２人です。あと４人は読んでないんですよね。だから、そういったこ

とも意識していただいて、全町民がなかなか全部読んでいるというものではないと。 

  だから、私らでも、ここに書いてあるいろんな事業やっていただいている、こんな事

業してもうててんやと。私らでも、知らない、あっ、この日にこんなことをやってはっ
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てんなと、知らないことって結構、意外とあるんですよね。 

  ですから、もうちょっと啓発、広報啓発ということについては、今後、やっぱり行政

としては、もうちょっと工夫が必要になってくるのではないかなというふうに考えてお

ります。 

  そのことについては、どんなふうにご認識いただいているのかというのを、お答えい

ただけますか。 

○浦野委員長 小城町長。 

○小城町長  里川委員からそういうご発言があるというのは、私はやっぱり、広報その

ものを読む、読まないにかかわらず、家族で６人おっても４人読まない、こんな問題も

やっぱり、その方がお尋ねになったら、こうして広報に載ってますよという、親切丁寧

に、私はお知らせをするというのか、啓蒙をしたから全く知らないというんじゃなしに、

やっぱり電話がかかってきたら、広報の何月号の何ですよという、特に職員にしても、

またそういうことについては、また送らしてもらいましょうかという親切の心を出して

いかんかったら、私は、特に関心のある、自分のご子息、あるいは親戚の方が、役場の

採用試験ありますか、これの問い合わせが一番多いんです。もう現実そうなんです。 

  子どもさんが生まれて３年ぐらいは、健診はいつあるんですかというのは、もう必ず

広報等を見て、熱心なんです。やっぱりそこらのとこを考えていかなかったら、せっか

くこれだけの金額をかけて、広報を、これまた１５日の中間にお知らせ版というのを出

してますから、そういうことも十二分に見ていただいて、そういう啓蒙をしていくこと

が大事だと。 

  当然、町が啓蒙することも当然ですけれども、皆さん方とともに、広報等も、お知ら

せ版を有効に使っていただくということが一番大事です。 

  今現在、９月８日に読売新聞の関係で表彰を受けて、この間、河野という私どもの職

員が表彰式に行かせていただいて、感激をしたのも、やっぱりそういう方で、いろいろ

の関係の広報を見ても、やっぱり斑鳩の広報がよかったという評価をされてますから、

やっぱりそういうことを十分知らせていって、お互いにこの広報を、いかに有効に使て

いくかということは、私は大事だと思ってます。 

  聞くところによると、広報は３割ぐらいしか見てないとかいうことをじきにおっしゃ

いますけれども、やっぱりみんなが広報を関心を持っていただいて、そして町の関係等、

いろいろと議会、あるいは理事者側とやっていることも、見ていただくことが一番大事
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だと思ってます。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 もちろん、我々も広報を全部読んだかって、全部を人に伝えていくのは難し

いですから、関心のおありなこと、もちろん、今、町長言われたように、尋ねられたら

言いますし、自分から、この人にはこういうことを、あれやったん違うかな思うたら、

いついつまで申し込みになってますよとか言うてあげるとか、そういうことは、これま

でもちろん、我々もしてきてるんですけれども、いろんな方とお話する中では、やっぱ

り、ご覧になってない方も多い中で、ご覧になっていただくことが大事だけれども、な

かなか見ていただけないということも、認識を持って、いかにいろんな情報を、全町民

規模で、どう発信していくのかという、今後、これは重要な問題であるというふうに、

私は思ってます。 

  住民の皆さんとともに、斑鳩町が今後、やっぱり単独町政を選択して、皆さんで支え

ていただいてやっていかなあかんという中では、重要な問題です。 

  ですから、ここにあります出前講座なんか、積極的にやっていただいているのは評価

できると思いますし、この出前講座、今後もいろんな問題で、どんどん出て行ってやっ

ていただきたいというふうに考えておりますので、住民に対する広報については、今後

も重要な課題と位置づけていただいて、取り組んでいただきたいということを要望して

おきたいと思います。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 ５７ページのコミュニティバスの運行ということで、年々増加しつつあって、

住民の方には、喜んでいただいているとは思うんですけれども、ただ、いつも町政モニ

ターのアンケートを読みますと、１５、１６年度においても、その回数を増やしてくれ

ということであるんですけれども。 

  その中で、回答としては、財政困難で難しいとかいう形であるんですけれども。その

町政モニターで、何度もそういう形で声が出ているということは、やはり一部において

は、ご利用しにくいかなということが考えられるんですけれども、今後、そのルート検

討等、そういうことについての考えはあるんかどうかということをお聞きしたいんです、

１点。 

○浦野委員長 田総務課参事。 

○ 田総務課参事 コミュニティバスの運行のルートについてでございますが、１回巡回
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するのに、大体１時間半から４５分ぐらいかかっております。それで、その関係で、こ

れ以上、台数を増やすということも考えておりません。 

  ルート変更につきましても、今のルートで継続してまいりたいと考えております。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 たしかに、回答ではそのようにご答弁されたように書いてあるんですけど、

今後、その辺、もう一歩踏み込んだ形で検討していただければと思うんです。 

  それと、６２ページの人材育成、これから財政の改革をしていく上においては、その

人材というのが必要になってくるわけですけれども、この中で、職場研修というのがあ

るんですけれども、職場研修実施規定で、プロジェクトチームを組んで云々とか、研修

テーマでされるということであるんですけれども、今まではそういったプロジェクトチ

ームを組まれて、これに対してやられてきたらどうかというの、ちょっとお聞きしてお

きたいと思うんですけれども。 

○浦野委員長 西本総務課長。 

○西本総務課長 過去に、ＧＰＳの研究で、職員が積極的にプロジェクトチームを組んで、

その研究課題について研修をされた経緯がありますが、今現在、そのプロジェクトチー

ムはないのが実情でございます。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 わかりました。 

  それと、７９ページの交通安全施設の整備ということで、ここに、内容のとこで、例

えば道路反射鏡整備が、補修１０本、１７面。防護施設整備補修、約２０７メートル。

これ、その補修しなければならないという状態になって、そういう形になっているとは

思うんですけれども、例えば、老朽化によるものか、それとも人為的な破損によるもの

か、はっきりはわからない、特定できない面もあるかもしれないんですけれども、そう

いった状況というのは、どうなんでしょうか。 

○浦野委員長 堤建設課長。 

○堤建設課長 特に、防護施設の関係について、新設については１４４.７メートルなん

ですけれども、補修の関係については、これは老朽化がきて取りかえするというのが大

半ということなんですけれども、ただ、部分的に、事故等によりまして破損する場合が

ございます。この場合につきましては、その本人さんで補修をしていただくというのが、

これもう原則になっておりますので、そういう形でしております。 
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  ただまあ、状況が、相手さんがわからず、の場合については、これはもう町で行って

いる状況なんですけれども。交通事故等によりまして、そういった交通安全施設が破損

した場合には、原則としては、本人さんで補修していただくという形です。 

○浦野委員長 ほかにございますか。坂口委員。 

○坂口委員 済みません、放置自転車のことなんですけれども、１６年度、処分件数８７

件ということなんですけれども、これの処分の方法、どのような処分の方法をされたの

か、ちょっと聞きたいのと、それと、処分の前に、何と言いますか、登録されているの

もあるんではないかと思うんですけれども、その辺の登録、防犯登録ですね、その辺、

されているやつを確認されて、それを関係機関に連絡されているのかどうか、その辺ち

ょっとお聞きしたいのと、保管台数３９台ってあるんですけど、この保管されて、どれ

ぐらいの期間保管されて、その後、どうされるのかというのを、その辺だけちょっとお

聞かせ願いたいんですが。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 まず、ページ数で言いますと７８ページでございますけれども、処

分件数の１６年度の８７件でございます。これにつきましては、保管した後、これも合

わせていいますけれども、条例上は２カ月になってますけれども、通常、所有権の問題

もございますので、６カ月は保管した後、この８７件については処分したものでござい

ますけれども、これにつきましては、金属部分についての売却も含めまして、リサイク

ル、回るものはリサイクルで回させてもらった形で処分をさせてもらっているというと

ころでございます。 

  あと、防犯登録の面でございますけれども、まず、これを処分、引き上げてくる前に、

引き上げましたよというラベルを張らしてもらいます。そこに、いつまでに取りに来て

くださいということも含めまして、書かせてもらっておるものでございまして、それが、

その期間が過ぎました後、先ほど申しましたけども、２カ月間、あるいは６カ月間保持、

保管している間に、申し出がない場合は、もうそのまま処分という形をとらせていただ

いてます。 

  その登録をしている、していないの有無にかかわりませず、そうした処分を統一的に

やらせてもらっているということでございます。 

  保管期間につきましては、保管台数の３９台の保管期間でございますけれども、これ

は年度末にたまたま３９台、その６カ月の間に保管している台数が３９台あったという
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ことでございますので、よろしくお願いします。 

○浦野委員長 坂口委員。 

○坂口委員 分けて処分していただいているみたいなんですけれども、私も家の方で、何

台か壊れたやつが、何台か合わせて１台をつくっているというふうなこともしているん

ですけれども。何台か集めてリサイクル、リサイクルというか、その自転車を再生して

使うという、そのような考えはございませんですかね。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 説明不足で申しわけございません。中には、６カ月間保管した後、

まだ使えるものにつきましては、おっしゃるように、斑鳩町では近くに行くとこが自転

車で行こうと。出張の、町内で済ませる場合、町内で移動する場合は、自転車で行きま

しょうということの運動もしておりまして、それ用の自転車として活用をさせていただ

いておるところでございます。 

○浦野委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦野委員長 ないようですので、第２款 総務費についての審査を終わります。 

  ここで、１０時５０分まで休憩をとります。 

（午前１０時３６分 休憩） 

（午前１０時５０分 再開） 

○浦野委員長 再開します。 

  先ほどの総務費の質問の中で、里川委員の方から、住基ネットワークにつきましての

答弁が残っておりますので、答弁を受けます。 

  中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 ２０ページのところで、里川委員の方から、住民基本台帳ネットワ

ークの関係で、国費の補助金額ということでお尋ねいただいた件につきまして、お答え

をさせていただきます。 

  この分につきましては、補助金ということではなしに、交付税という形で、町の方に

おりてきております。その金額が、住基ネットに関しましては、１９０万６,０００円

の交付税措置がされているということでご理解をいただきたいと思います。 

○浦野委員長 それと、先ほどの答弁の中で修正があるということで、清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 まことに申しわけございません。先ほど、放置自転車の処分の関係
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で、防犯登録をしている自転車、あるいは氏名等を書かれている自転車についての処分

について、問い合わせ等をしているのかしていないのかという中で、私、一切そういう

ことはしないで、期間が過ぎたものについては、同じように処分をしているというふう

に答えたものでございますけれども、全く思い違いでございまして、申しわけございま

いせんが、訂正をお願いしたいと思います。 

  と申しますのも、防犯登録並びに氏名を書いている自転車につきましては、可能な限

り、役場の方から防犯登録をしている企業、あるいはお名前を書いているところに、お

電話なりで問い合わせをしているという状況が、正しいお答えでございます。 

  まことに認識不足で申しわけございません。おわびして訂正をお願いします。 

○浦野委員長 次に、第３款 民生費について、説明を求めます。中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 それでは、第３款 民生費の状況等について、ご説明を申し上げま

す。 

  平成１６年度についての重点施策のうち、人にやさしくともに生きる福祉のまちづく

りの実現を目指しまして、障害福祉の充実ということで、乳幼児、高齢者、障害者のそ

れぞれの方々が、安心して暮らせるまちづくりの推進に努めたところでございます。 

  第１項の社会福祉費全体の予算現額が、１２億２,２６６万９,０００円に対しまして、

決算額は１１億４,９６３万６,９５３円で、９４％の執行率でございます。 

  まず、９６ページの第１目の社会福祉総務費でございます。予算現額が２億１,８０

３万６,０００円に対しまして、決算額は２億１,３３２万３,７００円で、執行率は９

７.８％でございます。職員の人件費や社会福祉協議会などへの補助金、及び国民健康

保険事業特別会計への繰出金の支出が主なものとなっております。 

  ９７ページの施設入所者の慰問では、知的障害者福祉施設で１２カ所、身体障害者福

祉施設で７カ所、児童福祉施設で３カ所、老人福祉施設で２カ所、救護施設で２カ所、

国立病院で２カ所に、当町から各施設に入所をされておられます１５９人の方を、慰問

をさせていただいたところでございます。 

  続きまして、福祉基金の活用でございます。福祉基金の運用益を、本年度も高齢者優

待乗車券交付事業として、高齢者の外出の機会づくりの一助に、充当をさせていただい

ております。 

  次に、９９ページの第２目の国民年金事務取扱費でございます。予算現額９３９万円

に対しまして、決算額は９３３万１,６２２円で、９９.３％の執行率でございます。 
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  国民年金事務の中で、第１号被保険者の資格関係届、学生納付特例、保険料免除など

といった手続事務を法定受託事務として行っているところでございますが、受託事務以

外の年金に関します相談や、問い合わせも多く寄せられ、法定受託事務の遂行だけでな

く、年金事務全般にわたりまして、社会保険事務所とも連携を図り、対応に努めている

ところでございます。 

  次に、１００ページの第３目の老人福祉費でございます。予算現額が２億５,４９１

万６,０００円に対しまして、決算額は２億４,２５４万９,１４０円で、執行率は９５.

１％でございます。高齢者の生きがいづくり、介護予防、生活支援及び家族介護支援サ

ービスといった提供を行い、要援護高齢者や、一人暮らしの高齢者などの福祉向上のた

め、各種事業の提供に取り組んだところでございます。 

  まず、地域ぐるみの福祉活動の推進のうち、緊急通報装置等の設置でございますが、

ひとり暮らし等の高齢者の方に緊急通報装置を貸与し、日常生活におきまして、緊急事

態が発生したときに、２４時間体制で迅速かつ適切な対応が図れるよう、努めていると

ころでございます。このサービスの利用者数は、７６人の方となっております。 

  続きまして、１０１ページの地域ケア体制づくりでございます。在宅介護支援センタ

ーの運営業務を、斑鳩町社会福祉協議会と第二慈母園に委託をいたしまして、２４時間

体制で在宅介護を初め、高齢者の介護や生活支援につきまして、総合的な相談に応じま

すとともに、保健・福祉・介護の各サービスにつきまして、対応が図れるように努めて

いるところでございます。 

  続きまして、生きがいづくりで、１０２ページの高齢者優待券の交付事業でございま

す。昨年度まで、高齢者の方に無料バスカードの交付を行い、外出支援に努めてきたと

ころでございますが、本年度からいきいきの里の利用促進の考えからも、無料バスカー

ドか、いきいきの里無料入浴券かの選択制とさせていただきまして、実施をいたしてい

るところでございます。 

  これらの交付人数は、高齢者優待乗車券で１,６３３人の方に、いきいきの里無料入

浴券では、１３２人の方に交付となっております。 

  続きまして、介護保険サービスの推進の中で、老人福祉施設三室園組合との連携でご

ざいます。施設運営及び施設整備に要します諸費用の負担を行い、サービスの充実に努

めました。 

  また、１０３ページのホームヘルプサービス利用料の助成でございますが、低所得者
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の方が、訪問介護を利用されたときの負担を軽減することによりまして、当該サービス

の利用促進を図りますとともに、高齢者等の福祉の増進及び介護保険の円滑な運用に努

めたところでございます。高齢者の自立した生活の確保や、生きがいと社会参加を促進

することによりまして、できる限り、要介護状態に陥ることなく、健康でいきいきとし

た生活が送られるとともに、住み慣れた家庭や地域で暮らすことができるよう、介護予

防、生活支援の推進に取り組んでいるところでございます。 

  まず、老人福祉施設の入所でございます。居宅におきまして、養護を受けることが困

難な高齢者の方を対象に、養護老人ホームへの入所を実施し、食事、入浴などの日常生

活上の世話や、機能訓練、療養上の世話などを行うなど、要援護高齢者の福祉向上に努

めました。 

  続きまして、１０５ページの愛の訪問サービス、１０６ページの配食サービスの提供

でございます。 

  ひとり暮らし高齢者等の安否確認のための愛の訪問サービスでは、９６人の方が、配

食サービスでは、７９人の方々に、各サービスの提供を受けていただきました。住み慣

れた家庭や、地域で社会生活を送っていただいております。 

  続きまして、１０８ページの介護用品の支給でございます。常時、失禁状態にありま

す高齢者と、介護をされている家族の方に、紙おむつ、寝巻き等の介護用品の支給を行

い、家族介護の支援に努めました。なお、紙おむつ等の支給につきましては、県費補助

事業としても実施をされているところでございますが、平成１６年度から、一部の支給

用品が県費補助対象品から除外されたことから、町単独でこれらの支給用品を、引き続

き支給を行い、家族介護の支援に努めたところでございます。 

  続きまして、１０９ページの老人保健の充実の中で、老人保健への支援でございます。

老人保健法に基づきまして、老人保健事業特別会計に１億３,８７６万２,２５０円の繰

り出しを行っているところでございます。 

  次に、１１０ページの第４目 老人憩の家運営費でございます。予算現額が１,８８

９万８,０００円に対しまして、決算額は１,８５７万５,３６９円で、執行率は９８.

２％でございます。老人憩の家では、入浴やカラオケ、囲碁、将棋にと楽しんでいただ

いたり、老人会の集会等にもご利用をいただいております。 

  また、毎月１回、保健センターの職員によります健康相談教室を開催をいたしまして、

健康づくりや介護予防の意識啓発に取り組んでいるところでもございます。 
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  東西の老人憩の家を２９６日の開館を行いまして、利用者数としては、４万１,７６

０人の利用をしていただいている状況となっております。 

  次に、１１１ページの第５目 新生活振興費でございます。予算現額１０万５,００

０円に対しまして、決算額が１０万５,０００円で、１００％の執行となっております。

生活学校の活動に支援を行いまして、地域の課題や環境問題等に取り組んでいただき、

住みよいまちづくりの推進に努めていただいております。 

  次に、１１２ページの第６目の医療対策費でございます。予算現額が１億４５万２,

０００円に対しまして、決算額は９,８５４万５,９７１円で、執行率は９８.１％でご

ざいます。乳幼児、母子家庭、老人、障害者の方々を対象に、医療費の自己負担分の助

成を行っており、約９,５００万円を扶助費として支出をいたしているところでござい

ます。 

  この助成制度につきましては、その財源として、県の補助を受けているところでござ

いますが、これら対象者のさらなる健康の保持、及び福祉の増進、子育て支援に配慮い

たしまして、障害者や幼児の助成対象を拡大し、町の単独事業としても、あわせて実施

をいたしているところでございます。 

  乳幼児、重度心身障害老人等に対します助成は減少をいたしておりますが、一方、母

子、精神障害者に対します助成は増加している状況ともなっております。特に、精神障

害者の場合、助成額の全体の占める割合は、小さいながらも前年度比で３６％の増とい

う顕著な伸びを示しているところでもございます。 

  平成１４年度から、精神障害者施策が、県から町に移譲されました制度の周知がその

要因ではないかと考えております。 

  次に、１１４ページの第７目 人権対策費でございます。予算現額１５３万１,００

０円に対しまして、決算額は１３５万９,７７７円で、８８.８％の執行率でございます。

２１世紀は、人権の世紀といわれております。世界各国で、あらゆる人権に対します取

り組みも行われているところでありますが、私たちの身近な日常生活の中におきまして

も、部落差別を初めとして、女性や子ども、高齢者、障害者、外国人などにかかわりま

す人権問題が存在しております。 

  また、近年の動向といたしまして、インターネットを悪用した人権侵害や、児童虐待

などが顕在化しております。斑鳩町では、「人権を尊重し、心のふれあう まちづくり

をめざします」と、町民憲章にも取り上げ、すべての人が生まれてきてよかった。生き
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ることがこんなにもすばらしいと実感できる社会の実現を目指し、引き続き、あらゆる

差別の撤廃に向けたなお一層の啓発活動の取り組みを推進してまいりたいと考えており

ます。 

  次に、１１５ページの第８目 国民健康保険医療助成費でございます。予算現額１億

１１万４,０００円に対しまして、決算額が１億１１万３,１３６円で、９９.９％の執

行率でございます。低所得者に対します国民健康保険税の軽減措置にかかります補てん

が主なものでございます。法令の定めるところによりまして、国民健康保険事業特別会

計に繰り出しを行い、保健基盤の安定化を図ったところでございます。 

  次に、１１６ページの第９目 あゆみの家管理運営費でございます。予算現額１１９

万５,０００円に対しまして、決算額は１１７万４,１５０円で、執行率は９８.２％で

ございます。あゆみの家の適切な施設管理を行い、言語や運動の発達がおくれている幼

児等を対象に、週１回の割合で療育教室を開催をいたしまして、集団活動を通して、発

達を促しますとともに、福祉作業所では、指導員はもとより、ボランティアの方々の協

力により、多種多様な作業を通して、作業生の自立を図ったところでございます。 

  次に、第１０目 福祉会館管理運営費でございます。予算現額２２１万８,０００円

に対しまして、決算額は２１８万８,０２９円で、執行率は９８.６％でございます。福

祉活動の拠点としての施設の適正な維持管理に努めたところでございます。 

  次に、１１７ページの第１１目 障害福祉費でございます。予算現額が２億４,５０

３万６,０００円に対しまして、決算額は２億３,４３４万６,４９８円で、９５.６％の

執行率でございます。社会参加の促進、支援におけます精神障害者小規模作業所の運営

支援でございますが、当町の精神障害者の方々が、社会復帰に向け、生活指導や作業訓

練のため、通所をされております施設に対しまして、施設運営の助成を行い、精神障害

者の方々の社会復帰に向けた取り組みに努めたところでございます。 

  当町からは、大和郡山市の「ｃｏｍきらめき」に３名の方が、同じく「彩色キッチン

ＢＯＮ」には１名の方が、また、１０月に開所をいたしました王寺町の「らそら」には、

２名の方が通所をされております。 

  続きまして、福祉作業所の運営支援でございます。町内にございます「斑鳩町福祉作

業所」と、「虹の家」の２作業所に通所をされております心身障害者の方々は、１８人

の方がおられます。２作業所内でのさまざまな活動を通して、社会参加の促進を図って

おられます。 
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  また、天理市にございます「さをりひろば香織福祉作業所」にも１名の方が通所をさ

れているところでございます。 

  続きまして、１２０ページの心身障害者（児）ふれあいの集いの開催と、身体障害者

ふれあいの集いの開催でございます。 

  身体障害者ふれあいの集いには、介助者等を含めまして、１６１人の参加のもとで、

７月に三重県猪の倉温泉方面へ、また、８月に１泊２日で三重県伊勢市方面へ、保護者

を含めまして３６人の方の参加のもと、心身障害者（児）ふれあいの集いを実施をいた

したところでございます。障害者の方々の社会参加の促進や、障害者（児）の保護者の

方々には、日ごろの疲れを癒していただけたのではないかと、このように思っておりま

す。 

  続きまして、１２１ページの自立支援策の充実でございます。昨年度から、利用者に

対しますサービスの内容や回数等を行政が決定し、事業者に委託を行ってまいりました

措置制度から、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本といた

しまして、事業者との対等な関係に基づき、利用者みずからがサービスを選択し、契約

によりますサービスを利用する支援費制度へと改正がされました。 

  今後、増大、または多様化が見込まれる中で、福祉ニーズの対応に努めてまいりたい

と考えております。このことから、ホームヘルプサービスやデイサービスなどといった

在宅におけます身体障害者にかかります支援費の支給状況や、サービスの利用状況等で

ございますが、まず、身体障害者居宅介護支援費の支給におきましては、７０名の方が

サービスの提供を受けていただき、２,２５８万３,０３０円の支給の状況となっており

ます。 

  続きまして、知的障害者居宅介護等支援費の支給では、３６名の方がサービスを受け

られ、１,３８３万９４０円の支給状況となっております。 

  続きまして、児童障害者居宅介護支援費の支給では、２４名の方がサービスを受けら

れ、５３４万１,８４０円の支給となっております。 

  続きまして、施設に通所もしくは入所をされている障害者の方に対する支援費の支給

状況及び利用状況等でございますが、身体障害者更生施設等支援費の支給では、９名の

方が、サービスを受けられ、３,６０７万７,９００円の支給状況となっております。 

  １２２ページの知的障害者更生施設等支援費の支給では、３３名の方が８,９３８万

９,３９２円の支給を受けられている状況となっております。 
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  続きまして、身体障害者・児補装具の交付及び修理でございます。失われた身体機能

を補完、または代償することによりまして、身体障害者の方の職業その他日常生活の能

率の向上等が図れますことから、補装具の交付や、修理等を行い、生活支援に努めたと

ころでございます。 

  続きまして、１２４ページの精神障害者ホームヘルプサービスの実施でございます。

精神障害者の社会参加及び自立を助長するため、在宅支援に取り組んだところでござい

ます。ホームヘルプサービスを５名の方が４７８回の利用をされまして、３１０万３,

３９５円の支出となっております。 

  続きまして、１２５ページの更生医療費の支給でございます。身体障害者の更生のた

め、障害の除去、あるいは軽減により、職業能力及び生活能力の回復、増進を目的に、

医療行為を受けられました１８歳以上の身体障害者の方に、治療費の助成を行っており

ます。このサービスを利用された方は３０名の方で、４４２万２,０２８円の助成とな

っております。 

  続きまして、療育・保育・教育の充実の中で、療育教室の開催でございます。指導員

２名を配置をいたしまして、また、ボランティアの協力の中、月４回の療育教室を開催

をし、心身発達等に心配のある幼児につきまして、遊びを通して、身体の発達、社会生

活などの調和的発達を促すなどに取り組んだところでございます。この療育教室への参

加された方は１６名でございます。 

  続きまして、障害者福祉計画の見直しの中で、障害者福祉計画の策定でございます。

ノーマライゼーションの理念のもと、障害者自身の参加を基本として、障害者も障害を

持たない人も、ともに安心して暮らせるまちを目指すため、既存の障害者福祉計画の見

直しを行ったところでございます。 

  次に、１２６ページの第１２目 ふれあい交流センター いきいきの里管理運営事業

費でございます。予算現額が３,４１５万７,０００円に対しまして、決算額は３,３５

０万４４７円で、執行率は９８％でございます。住民の健康づくりや、世代間の住民相

互の交流、及び地域文化づくりなどの促進を目的といたしまして、開館以来多くの方に

ご利用をいただいておりますが、利用者数は減少傾向にありますことから、７０歳以上

の高齢者の方を対象に、実施をいたしておりますバスカードの交付を、いきいきの里の

入浴券との選択制に。また、新年度からは、町内の方の利用料金の値下げや、敬老会の

記念品を商工会の商品券からいきいきの里の入浴券に変更をしたりして、減少傾向の対
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応を図ってまいりたいと、このように考えております。 

  入浴者につきましては、前年度と比較をいたしまして、１,３８０人減の３万３,４０

４人の利用状況となっております。 

  次に、第１３目の介護保険事業繰出金でございます。予算現額２億６２万１,０００

円に対しまして、決算額は１億９,４５２万４,１１４円で、執行率は９６.９％でござ

います。国の基準に基づきまして、介護保険事業の安定的な運営のため、介護保険事業

特別会計に繰出しを行ったところでございます。 

  次に、１２７ページの第１４目 （仮称）総合福祉会館建設事業費でございます。予

算現額３,６００万円に対しまして、未執行の状況となっております。当該施設の建設

に向け、用地取得に努めてまいりましたが、地権者の方の協力が得られるというところ

までに至らず、平成１７年度への事故繰越しの手続をさせていただいたところでござい

ます。 

  次に、１２８ページの第２項の児童福祉費でございます。第２項全体の予算現額４億

６,０６１万５,０００円に対しまして、決算額が４億５,６２５万４,０４２円で、９

９％の執行率となっております。 

  まず、第１目の児童福祉費総務費でございます。予算現額が１,７６２万８,０００円

に対しまして、決算額は１,７３７万６,８１３円で、執行率は９８.５％でございます。

職員の人件費が主な支出ではございますが、少子化が進行する中、次世代育成支援対策

推進法が制定され、地方公共団体には、次世代育成支援行動計画の策定が義務づけられ

ましたことから、１０名の委員からなります斑鳩町次世代育成支援行動計画策定協議会

や、町内のワーキンググループを開催いたしまして、斑鳩町次世代育成支援行動計画を

策定し、これに基づき、総合的な少子化対策に取り組んでいく考えでございます。 

  また、１人で子育てに悩んでおられます保護者の方たちを応援する体制づくりといた

しまして、子育てサポーター養成講座を、平成１４年度から開催をいたしました。現在、

４７名の方が講座を終了をされております。新年度から、子育てサポートクラブを、こ

の方々が組織をされまして、活動されると、このように聞いておるところでございます。 

  このことから、地域ぐるみでの子育て支援に発展するよう、支援を行ってまいりたい

と考えております。 

  次に、１２９ページの第２目 児童手当費でございます。予算現額が１億１,１５１

万８,０００円に対しまして、決算額は１億１,１２１万７７７円で、９９.７％の執行
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率でございます。従来の児童手当制度では、支給対象年齢が、義務教育就学前までであ

ったのが、少子化対策の一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る観点

から、今年度から小学校第３学年終了前までに拡大をされました。このことから、前年

度と比較をいたしますと、受給者数は２６８人増の１,２１２人でありました。 

  その内訳でございますが、３歳未満の児童で５２６人、３歳以上小学校第３学年終了

前までの児童では９２３人ということで、これらの保護者に対しまして、２,８８３万

５,０００円増の１億９４３万円の支給を行ったところでございます。 

  次に、１３０ページの第３目保育園費でございます。予算現額が３億１,５７１万６,

０００円に対しまして、決算額は３億１,２１９万４,１８４円で、執行率は９８.８％

でございます。女性の社会進出の増加や、核家族化の進行などといったことに対応し、

就学と育児の両立支援を総合的に支援し、子どもを安心して生み育てられる環境づくり

に取り組みを行いました。 

  その取り組みの一環でございます保育体制の充実でございますが、通常保育としまし

て、たつた保育園で１２４人、あわ保育園で１５９人の０歳児から５歳児までの園児を

預かったところでございます。 

  また、保護者の就労時間等を勘案いたしまして、午後６時３０分まで預かります長時

間保育では、たつた保育園では１０６人、あわ保育園では１２６人の保育を行いますと

ともに、午後８時まで延長して保育を行います延長保育では、たつた保育園で９人、あ

わ保育園で３１人というような状況でございます。 

  続きまして、１３１ページの広域入所の充実でございます。保護者の勤務の状況等に

よりまして、他の市町村の保育園に入園をされた園児の数は６８名でございます。奈良

市、大和郡山市、桜井市等々といったところで、９市町で園児を預かっていただいてお

ります。 

  また、逆に、町外から当町の保育園に２０人の園児の受け入れも行っているところで

ございます。これにつきましても、９市町から園児を預かっているという状況でござい

ます。 

  続きまして、１３２ページの地域ぐるみの子育て支援の充実でございます。両保育園

におきましては、家庭支援講座や、移動動物園等の各種事業を通しまして、地域の高齢

者の方や、未就園児等の交流を取り入れながら、より地域に開かれた保育園の運営に努

めたところでございます。 
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  次に、第４目 １日里親会費でございます。予算現額５９万４,０００円に対しまし

て、決算額が５５万５,８６９円で、９３.５％の執行率でございます。母子家庭、また

は父子家庭の小中学生、及びいかるが園の子どもたちを、町長が親がわりとなりまして、

京都嵯峨野のトロッコ列車と保津川下りへ、４８人の子どもたちの参加を得て、実施い

たしたところでございます。 

  子どもたち同士の交流や、夏休みのよい思い出の１日になったのではないかと、この

ように思っております。 

  次に、１３３ページの第５目 学童保育運営費でございます。予算現額１,５１５万

９,０００円に対しまして、決算額が１,４９１万６,３９９円で、執行率は９８.３％で

ございます。職員の人件費及び施設の維持管理に要します経費が主な支出となっており

ます。近年の共働き家庭の一般化、就労形態の変化に伴いまして、受け入れ児童数も

年々増加の傾向を示しているところでございます。 

  ３学童保育室におきまして、１７９人の児童を、放課後及び学校休業日に開室をいた

しまして、児童の健全育成に努めたところでございます。 

  次に、１３４ページの第３項 災害救助費でございます。本年度、災害の発生もなく、

未執行という状況で終わっております。 

  以上が、第３款 民生費の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますよ

う、お願いを申し上げます。 

○浦野委員長 説明が終わりましたので、第３款 民生費について、質疑をお受けします。 

  中川委員。 

○中川委員 １０５ページの訪問理美容サービスの提供についてですけれども、この１７

万円というのは、１回当たり何ぼか、月に何ぼか、その利用の支払いの条件というんで

すか、教えていただけますか。 

○浦野委員長 西川福祉課長。 

○西川福祉課長 今、ご質問ありました訪問理美容サービスの提供でございますが、これ

につきましては、年２回までご利用いただけまして、１回５,０００円ということで、

町の方からお出しするということでございます。 

○浦野委員長 中川委員。 

○中川委員 私が、ある理容店のオーナーさんにご相談を受けて、社協の方に私も相談に

行って、１人では行けへんけど、家族の人や知人に連れてきてもらえたら、無料でその



 

－ 45 － 

理容のサービスを提供したいと。斑鳩町で店をしている限り、町内の人にお役にたてた

いねやという相談がきて、私、社協の方にそういう申し出がありますけどという話をさ

せていただいたことがあるんですが、その後、その経緯というものが、もしか、どうな

っているというのがわかったら教えていただけますか。 

○浦野委員長 西川福祉課長。 

○西川福祉課長 今、ご指摘いただきましたけど、利用できる事業者を、町の方で指定し

ております。今現在は、指定している業者が１社と。 

  済みません、訂正します。もう一度一から申します。 

  利用できる業者は指定はしておりませんが。 

○浦野委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時２５分 休憩） 

（午前１１時２５分 再開） 

○浦野委員長 再開します。西川福祉課長。 

○西川福祉課長 今、質問されました送迎ができるということになりますと、どうかとい

うことでございますが、今現在、私の方、ちょっと把握をしておりませんので、後日、

また報告させていただきます。 

○浦野委員長 中川委員。 

○中川委員 それと、１０６ページの生活管理指導員派遣サービスの提供についてなんで

すが、利用者数は、１５年度と１６年度と１名の差ですが、この利用回数が、もう半分

以下になっているいうことは、この利用の中で、何か不都合があったのか。内容の中で、

何か不都合があったのか、理由について、ちょっと、わかりましたら教えていただけま

すか。 

○浦野委員長 西川福祉課長。 

○西川福祉課長 １５年度は４名の方が利用されまして、１６７回となっております。１

６年度は、３名、これにつきましては、１人の方がお亡くなりになりまして、回数が８

０回といっておりますのは、その３名の中でも、一時的に入退院されたとか、中止がご

ざいましたので、回数が減っております。 

○浦野委員長 中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 もう一度申し上げますと、この３名の方でも、施設とか病院等に入

院もしくは、施設には入所はされてない。入院をされた方がおられるということで、入
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院をされておられるときにつきましては、これのサービスの利用はないと。 

  だから、退院をされた後とか、もしくは入院以外のときに利用されているということ

の状況にありますので、当然、利用者数としては１名の減になっておりますけれども、

利用回数としては、そういう状況で、原因で利用回数が前年度よりも１６年度は半分ほ

どに減っているということでご理解いただけたらと思います。 

○浦野委員長 中川委員。 

○中川委員 利用者数は３名でありますが、そのうち２名が入院とか、例えばの話ね、入

院とかされて利用ができない、してない状況であったから、利用回数は半分に減ったと、

理解いたしました。 

  それと、１１４ページの人権擁護、同和教育の推進なんですが、こういう事業を行う

がために、全然、こういう、昔の同和問題を知らない子どもが、逆に認識するという問

題はないのかな、そういうとこはどういうふうにお考えになっているのか、教えていた

だきたいと思います。 

○浦野委員長 西川福祉課長。 

○西川福祉課長 同和人権問題の研修について、今、地区別懇談会とかで、住民さん等に

人権教育を進めているわけでございますが、その辺も、現場に行かせてもらったら、そ

ういうお声も聞かせていただいているのは事実でございます。ただ、全くこういうもの、

人権についてこういう差別等を受けられている人がいないということを知らずにほって

いくというよりも、まず、そういう差別があるということを認識していただいて、それ

からそういう勉強、研修をしていただいて、そういう差別をなくしていこうという本人

の意思を向上していくということが大切だと考えておりますので、そういうことは、現

場でも聞かせていただくのは事実なんですが、そういうことで人権教育の方は進めさせ

ていただいております。 

○浦野委員長 中川委員。 

○中川委員 今の時代、そういう地区、地区割といいますか、まあ言うたらなくなってい

るという形で、そういう運動をするから、逆に認識してしもて、そういう差別問題とい

うか、発言というのか、出てくる可能性もあるんで、私は、これは私の考えですから、

それはまあ、行政としてはどうかわかりませんが、ないとこに、知らない人が、なかっ

て知らなかったらそれで、あるはずがないんだから、私はそういうことを、こういう事

業をするから、そういう人が、そういう地区があったのか。そういう人らがいてたのか
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ということを認識して、またそういう差別が出てくる可能性もあると思うんでね。 

  今、ここで、決算委員会ですから、そういう議論は余りする場でもないと思いますの

で、その答弁で結構ですけれども。 

  次に、１２６ページのふれあい交流センターいきいきの里の充実なんですが、町内、

町外の利用料金が改正してもらってから、その割合というのは、やっぱり変動している

のかどうかというのと、昔、助役さんにお願いしましたかね、刺青を入れた人の利用が

あるために、一般の入浴者、心地悪いというか、怖いというのか、入りにくいという相

談もありますけれども、そういう点はどうですかというお話させてもらったと思うんで

すが、その点について、今、町内、町外の割合と、刺青を入った方の利用者数というか、

利用しているしてない、そこらの割合を教えてもらえますか。 

○浦野委員長 西川福祉課長。 

○西川福祉課長 ふれあいいきいきの里の利用状況でございます。この料金改定を行いま

して、４月から８月までの町内、町外の利用割合ということでございますので、町内が、

４月から８月の利用者でいいますと６６％、町外の方が３４％となっております。 

  それと、刺青の方の利用者ということでございますが、そちらの方は、いきいきの里

の方に掲示をいたしまして、できる限り協力をお願いするということで、掲示しており

ます。 

  確認できましたものには、その場で注意をさせていただいておりますが、服装、着ら

れておられて確認できない場合もございますので、そういう形で啓発をさせていただい

て、ご協力いただくということでお願いをしております。 

○浦野委員長 課長、７月、８月の町内、町外言っていただいたんですが、その前はどう

やって、どういう経緯経過がある、質問者はおっしゃってます。西川福祉課長。 

○西川福祉課長 済みません、説明が不足で申しわけございません。 

  料金改定の前の町内、町外の利用状況でございますが、はっきりとはカウントはでき

ておりませんが、する前は、町内の方が４割、４０％。町外の方が６０％程度と把握し

ております。 

  その後、料金改定を行いまして、今、申しました４月から８月までの利用合計で割合

を出してみますと、町内の方が６６％、町外の方が３４％と、町外の方がかなり利用料

金が上がったということもございますが利用が減ったということになっております。 

○浦野委員長 ほかにございますか。里川委員。 
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○里川委員 まず、９６ページにあります民生委員推薦会の開催ということで上げていた

だいているんですけれども、これに関しましては、推薦会の委員のあり方について、私、

ちょっと疑問に思うこともあり、担当課の方でもお話したことがあるんですけれども。 

  続いて民生委員になる方が、推薦会の委員になっておられるという形については、ち

ょっとそれはおかしいのではないかと。でも、民生委員法の中で、民生委員を入れなけ

ればならないとなっていると。そしたら、引き続いて行かれない民生委員さんに入って

いただいたらいいのではないかと。引き続き行かれる方が、推薦会に入られることにつ

いては、ちょっと疑問があるということで、前にお聞きしたことがあったんですけれど

も、それについて、何か、県の指導要綱というんですか、県の方から推薦会のメンバー

構成について、指導がきてて、県の方から言われているから、そういうふうにせなあか

んみたいな、担当課の方のあれだったんですけどね。 

  その辺が、なぜ県のいうままの形でせなあかんのか。そして、県がそう言うてくるの

なら、その辺、そういった問題提起をして、県の方と協議ができないのかとか、そうい

ったことも含めて、この問題については、どうなったのか。 

  これ、民生委員、推薦会を開催するのに、県から７万円か何か、補助金も出ているの

かなと思ったりするんですけれども。全部見てたら、そういうのがあったようにも思う

んですけれども。 

  そんな関係もあるのかないのかわかりませんけれども、その辺をちょっと、どのよう

に整理していただいているのかなというのを、確認をしておきたいと思います。 

○浦野委員長 小城町長。 

○小城町長 今、質問でおっしゃいますように、この民生推薦委員会の関係等について、

担当課、こういう形で人員をしたいということで、その中に、民生児童委員の正副委員

長ということであったものですから、私も助役も、そういうのはおかしいというような

ことを申し上げたら、今、質問者がおっしゃるとおり、県の条例で民生児童委員の正副

委員長の方と書いておりますから、今回も、それはあやふやにしたかて、平成１６年の

１２月の関係で、９月ぐらいから推薦委員会が立ち上げるんですけれども、ちょうど８

月ぐらいに行かしていただいて、そういう話をしたんですけれども、今回、期間的にや

むを得ないなということで判断をしたんですけれども。 

  いずれにいたしましても、次期が３年先ですから、１７、１８、１９年の関係、１９

年に、１１月３０日に多くて任期満了したら、１９年の８月ぐらいから、この推薦委員
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会が持たれるということで、そういう関係等については、県と十分精査しながら、やっ

ぱりおっしゃっていただくような関係で、民生児童委員は新たに、一応、１１月３０日

に退任ですから、その方を新たに選任をしていく推薦委員会ですから、そういうことに

ついて、おっしゃるとおりですので、そこらの整理をやっぱりしていかんと、今回、１

６年の８月から始まった民生委員の推薦委員会は、やむを得ないということで、こうい

う措置をさせていただきました。 

  今後、やっぱりそういうことを十二分に、県とも相談しながら、やっぱり斑鳩町とし

て、どう運んでいくか、そういうことについて、今、議論をしているところでございま

す。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 私も問題提起をさせていただいておりましたので、そこのところ、今、町長

からご答弁いただきました。十分、県が言うてきたから言うままとかではなくて、やっ

ぱり町として、県に対して、そういうふうに意見を上げていって、協議ができるという、

県との関係もちゃんとつくっていっていただきたいということもつけ加えさせていただ

いておきます。 

  それと、９９ページに、年金の事務について、書いていただいてまして、年金の窓口

につきましても、この間に変わってきてまして、取り扱い事務の仕方がね。町としては、

変わってきているということも承知はしておるんですけれども、この、せっかくですの

で、国民年金の被保険者状況というの、できましたら、前年度と比較ができるような形

で、支出状況は１５年度書いていただいているんですけれども、我々としては、国民年

金の加入者の動向というのが、どんなふうな形で動いているかというのも、いろんなも

のを調べたらわかるのかもわかりませんけれども、できましたら、ここにも前年度の数

と比較できるように書いといていただけたらありがたいなということを、ちょっとお願

いをしておきたいと思うんですが、それはいかがでしょうか。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 国民年金の充実いうことで、被保険者状況でございます。１６年度

につきましては、１号被保険者が４,５０８名、それと任意が９９名、合計で４,６０７

名となっております。 

  １５年度につきましては、第１号被保険者につきましては、４,５００、任意につき

ましては、８９人、合計の４,５８９名となっております。 
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  この表のあり方についてなんですけれども、委員さんがおっしゃっておられるように、

次回からは前年度の表も入れさせていただきたいと、このように思います。 

  以上です。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 ありがとうございます。よりわかりやすく見ていくと、流れなんかも見たい

ので、ぜひお願いします。 

  それと、１０９ページと、それからその後ろに、１１２ページからいろいろ、老人保

健への支援が１０９ですね。それと、あと１１２ページから後ろに、いろいろな医療費

の助成ということでやっていただいているわけなんですが、これについて、これまでも

斑鳩町、非常に努力をしてきていただいているというふうには、一定の評価はできるん

ですが、医療費の高騰を防ぐためにも、以前から私たち、ジェネリック医薬品のことを

申し上げてきた経過があるんですが、この１６年度決算を終えられる中では、それらの

医療費にかかわりまして、ジェネリック医薬品の採用状況とか、医療費なんかへの影響

というのを、町の方はどのように認識しているのかということをお尋ねしておきたいと

思います。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 各医療機関についてのジェネリック医薬品につきまして、例えば、

三室病院につきましては、ジェネリックについては使われていないというような状況、

その辺については、聞いております。 

  それ以外の医療機関につきまして、ジェネリックを扱われているかどうかにつきまし

ては、定かではございません。 

  以上です。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 前には、三室、若干、パーセンテージあったように思ったんですけどね。使

われてないということです。 

  それで、各種機関の方も、つかめてないということなんですけれども、今、申しまし

たように、効果が変わらないものであれば、やはり低い価格で採用できるジェネリック

医薬品というので、有効な手段であるというふうに私は考えておりまして、町としまし

ても、そういうところについては、もう少し関心を持っていただいて、医療費の高騰を

防ぐと。そして、単価なんかも見て行きますと、かなり医療費の助成してはる単価も高
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いんですよね。 

  意外と、我々、病院行ったときに、１回払う金額のことを思ったら、この助成しては

る医療費の１回の単価いうのは、かなり高い金額になってますので、そういったところ

も含めて、今後、やっぱり町の財政を考える中でも、極力、こういう視点も持ちながら、

国保も老健も大変で、いろんな助成制度も、結局はだんだん、上部が手引いてくるとい

うようなこととか、これからの長い目で見ましたときに、斑鳩町としてどうなのかとい

う視点で考えたら、やっぱり重要な問題であるというふうに考えますので、今後もこの

点については、町としても、きちっと考えてやっていっていただきたいなというふうに

思っているんですが。 

○浦野委員長 中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 以前も、一般質問でもご質問をいただいたこともございますし、当

然、医師会の方にも、そういう形での、先生方にもお使いをいただけるというような形

でお話もさせていただいた経緯はございますし、処方箋をお書きになります医師の先生

が、まず第一であろうと思うんですけれども、そういう先生方と、また、院外処方で処

方されます薬局の方の方々とも、そういう形でお話もさせていただき、できるだけそう

いう形での医療費の抑制にもつながるような状況にもありますので、そういうことの関

係で、医師会を通じてのお話もさせてはいただいているんですけれども、使っていただ

くのは先生の方の判断になりますので、その辺はご理解いただきたいとは思うんですけ

れども。 

  今後も、そういうことで、先生方ともお話はさせていただこうということは思ってお

ります。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 また、ぜひそういった視点をきちっと持っていただいて、やっていただきた

いと思います。 

  もう１点なんですが、先ほども出ておりましたけれども、１１４ページ、人権対策費

のところなんですが、総務部局にも書いておりましたので、この人権教育、同和教育と

並べてあることについては、先ほど言ってますので。 

  これについては、もういいんですが、この研修の実施をされた中身についてなんです

が、部落解放同盟全国集会と、奈良県集会ということで、この人数が行っていただいて

いると。この研修の実施の金額見ましたら、これの、これだけやらはって６８万８,４
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７０円という、結構な金額を使っておられるように思うんですが、この全国集会へ行く

のに幾らかかったのか。そして、この奈良県集会に関しては、幾らかかっているのか。

そして、その参加費をお払いになった領収先ですね、領収書をいただいておられると思

いますが、どこから領収書をいただいておられるのか。 

  奈良県と共催なのでということで、前お聞きしたときは、県との共催の中で、これだ

け多数の職員を送っているというようなことをお聞きした中では、１つの団体に対して、

こういうふうにたくさんの人数でいくというのはどうなのかという問題についても、以

前触れたと思うんです。 

  この部落問題に関しましては、ここだけがそういうことを研究している団体ではない

というふうに、私は思っております。もっと、ほかにも部落問題研究所とか、こういっ

た問題を研究して、勉強されている団体も、ほかにもあると思います。ほかの団体への

集会には参加をなさってないように思うんです。この団体の集会にばかり参加をなさっ

ている。同じ問題であっても、というように、私は見受けられますので、本当に特定の

団体に、えらい多数行かれているんだなという印象を受けますので、そこのところもあ

りますので、この際ですので、決算ということもありますので、費用について、明らか

にしていただくのと、領収書のあて先、振り込んだあて先と、領収書がどういう名前で

町がいただいておられるのかということだけ、確認をさせていただきたいと思います。 

○浦野委員長 西川福祉課長。 

○西川福祉課長 今、ご質問いただきました部落解放同盟全国集会２名参加の分から、ま

ず説明させていただきます。 

  参加費が１人４,０００円、８,０００円という、２人で８,０００円という形になっ

ております。 

  あと、２人の旅費、６万８,０６０円でございます。 

  次に、部落解放同盟奈良県集会でございますが、参加費が４,５００円、３５名出席

しておりまして、１５万７,５００円。これにつきましては、いかるがホールの方でや

っておりますので、旅費については支出はございません。 

  あと、領収書のあて名でございますが、部落解放同盟奈良県集会の方の、今、領収書、

手元にございますが、そちらの方で申しますと、あて名は奈良県部落解放同盟支部連合

会となっております。そちらの方に領収書、請求書。請求書が来まして、領収いただい

ております。 
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  全国集会の方につきましては、ちょっと手元の方にございませんので、確認させてい

ただきます。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 何か、領収書の名前、個人名まで入ってたんじゃないかなというふうに思う

んですけれども、そうではなかったんでしょうか。 

  支部名、個人名まできちっと入った領収書を、斑鳩町はもらっておられるのではない

かというふうに思うんですが。 

  別に差し支えのないものであれば、はっきりおっしゃっていただいたら結構かと思う

んです。 

  それと、部長の説明にもありました２１世紀の人権の問題、非常にグローバル化され

ているという中で、斑鳩町のこの人権対策費のお金の使われ方というのは、一体どうな

のかということについての評価、私はやっぱり、本当にグローバル化された２１世紀と

いう広い視野で、本当に、最も重要な問題に、きちっと視点を当てて、常に人権問題に

ついて、その時代時代に対応したものになっているのかどうかというのは、こういうお

金の使われ方の配分を見てても、少し心配になっているところなんです。 

  ですから、やはり午前中にも申し上げましたけれども、これからの人権問題について、

どうなのか。そして、過去に事実、歴史的事実に基づいて、そういった差別があったこ

とについては、きちっと学校教育の中で、歴史の中で指導すべきです。そういうことが

日本の国にあったということを、子どもたちも含めて、我々大人も知ることは重要です。 

  でも、現代の社会で生きている中で、今、人権の問題として何を考えなければいけな

いのかということについては、きちっと、いろんな問題、特に年代、２１世紀、グロー

バル化ということをとらえて、やっぱりやっていっていただきたいということは、きち

っと、この際ですので、申し上げたいと思いますが。 

  その奈良県集会についても、４５名と書かれてますが、これは３５名の間違いである

というふうに考えればいいということで、いいんですかね。 

○浦野委員長 西川福祉課長。 

○西川福祉課長 申しわけございません。奈良県集会の方ですが、４５名。先ほど申しま

した３５名、それとあと、１０名でございますが、奈良県人権部落解放研究集会という

のがございまして、そちらの方に１０名参加しております。 

  同じ奈良県集会ということでございますので、その１０名と３５名、先ほどの３５名
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を合計しまして、４５名と記載させていただいております。 

  今の１０名の参加費につきましては、３,５００円、１０名で３万５,０００円という

形でなっております。 

○浦野委員長 小城町長。 

○小城町長 今、おっしゃっていただくように、４５名という内訳は、３５名がいかるが

ホールで９月４日、５日、昨年行われた山下勉さんの部落解放奈良県支部連合会ですか、

それと１０名は、川口正二さんの関係の、人権の部落解放同盟の関係です。そういう関

係で、支払っております。 

  今おっしゃっていただくように、いかるがホールを使用されている関係等について、

この人員等が３５名だったらどうだろうか、そういうことに関しては、やっぱり今後、

考えていくことが、十分、考えていかなければならないし、いずれにいたしましても、

この種の問題については、先ほど、中川委員もご指摘あったように、その教育の中にそ

ういうもの「なかま」ということで、いろいろございますけれども、知らん子に教える

やないかということもございますけれども、いろいろとやっぱり、これはずっと取り組

んできた訳ですから、２１世紀には差別を持ち超さないということで、現実、今やっと、

国の方も地対財特法が、これで一応、成果をあげたということで、人権問題ということ

で変わってます。 

  そういうことを踏まえる中で、今後、やっぱり奈良県もこういう部落解放同盟が２派

に分かれるという現状も考えたら、やっぱりそれは大きな問題もございますから、今後

やっぱり、我々としては、十二分に検討をしながら、１８年度にはできるだけ参加人員

を少なくするか、あるいは、そういうことも踏まえて、考えてまいりたいと思っていま

す。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 人権問題について、各職員さんたちが研修をしていただくのに、ここに上げ

られている７０万近い研修費、それは使っていただいたら結構かとは思いますが、やは

り、より広く、そして毎年行われるのに、そんな毎年、ようけの人数を行かなあかんと

いうことではなくて、毎年行われるいろんな人権問題に、いろんな方々が参加をしなが

ら、広い視点で、広く研修を重ねていっていただきたいということを、ぜひお願いして

おきたいと思います。 

○浦野委員長 ほかにございますか。 



 

－ 55 － 

  ここで、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５６分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○浦野委員長 それでは、再開します。 

  民生費につきまして、他に質疑ございますか。松田委員。 

○松田委員 民生費の関係について、説明を受けたんですけれども、これも先ほど言いま

すように、今後の施策の成果の発表の関係で、報告の中で、１２ページと１３ページの

中では、予算を計上して、予定はしていたというだけで終わっているんですね。あと、

だからこれ、どういうことになっているのかなというふうに見ている。不用額で見てみ

ますと、実際にやってませんということになっているんですけれども、その成果の関係

のところに、予定はあったけども、あとどうなったんやという関係は全然触れてないわ

けですよね。こういう資料を、いくらつくってくれても何もならんと。 

  そして、この不用額の関係を見ると、全然おっしゃらないということでありまして、

特にこの不用額から見て、この程度はやむを得ないんかなというふうに思うんですけれ

ども、一般会計の中で、やっぱり社会福祉関係費というのは、いつでも増えるんだとい

う関係ですから、より厳密に、きわめてこれは規模としてはわかるんですけれども、不

用額がかなり大きいですよね。累積してまいりますと。 

  そういう関係というのは、なぜこうなったのかという関係について、全然説明がない

と。成果表の関係でも、予定してたんだということだけであって、なぜこうなったのか

というので、なぜそのことが徹底したんだけども、なかったのか。あるいは、こういう

ことの状況にまでは、まだなっていないということなのか、いうことについての分析が

全然足りないと思うんです。 

  この辺について、どう考えているのかということが第１点なんです。 

  １１ページ、１２ページだけでも、予定はしていましたということだけ書いてる関係

４カ所ほどあるんですね。不用額の関係から見てみますと、全く使ってませんという関

係が、かなりそれ以上にあるそうなんです。 

  なぜこうなってくるのかという関係について、もう少し分析をして、より社会保障費

関係なんかいることも間違いないというふうに思うんですけれども。そこに乗っかって、

こういう費用というのは、もう少し厳格にチェックしてみる必要があると思います。 

  いうような感じがするんですけれども。大変なの、ご苦労だと思いますけれども、そ
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ういう分析が不十分ではないかということを、まず言っておきたいと思いました。 

  それから、これまで議会の関係でも、しばしば、現に問題にされてきている関係が２

つほどあるというふうに思うんですけれども。 

  １つの問題は、いきいきの里が、開業以来、必然的に赤字になるのはやむを得ないか

というふうに思うんですけれども、累積赤字いうふうなことでありますし、そして、こ

の１６年度の予算から見て、私は対比をしてみたいと思うんですけれども。 

  老人憩の家といきいきの里とは、よく似たような内容のものだと思うんです。実施内

容はですね。そういう面と、日常経費の関係を見てみると、どういう憩の家の関係につ

いては、１,８８９万８,０００円と。町民１人当たりにすると６２３円。ところが、い

きいきの里については、３,４１７万７,０００円で、町民１人当たりにしてみれば、１,

１６０何円になるという関係で、かなり高くなっているわけですよね。 

  こういう中で、先ほどのご説明にもありますように、いきいきの里については、何と

かこういう赤字を節減していきたいという努力をされていることについてはわかるんで

すけれども、ですから、従来よりも、商業関係、商工会関係の商品券ですね、入浴券に

かえて、少しでもそれの足しになれば、いうことを考えたんだとは言っているんですけ

れども、考えたことは結構なんだと思うんですが、その結果、入浴券を切りかえたこと

によって、どの程度、いきいきの里の入浴者が増えたのかという関係の分析はどうなっ

ているのかということが必要だと思うんですよね。 

  その関係について、一体どうなっているのか。 

  それから、そこに、いきいきの里の関係については、利用者の関係も、何かしらでも

らっているんですけれども、年齢別に、どういうふうになっているのかということです

ね。今後の対策を立てるについて、何が必要なのかということを考えたものも、やっぱ

り分析する必要があるだろうと思うんです。 

  ところが、老人憩の家の関係で見ていきますと、それぞれに、あわせれば、東と西と

あわせれば、いきいきの里よりも多いですよね。ところが、いきいきの、老人憩の家の

関係というのは、名前のとおり、老人が主体かなというふうに思うんです。とすれば、

東と西の憩の家の関係は、それだけの人員が多い。やっぱり、この魅力はどこにあるね

ん、いうことは、やっぱりここはおふろだろうというふうに思うんですよ、私は。居住

地から近いところにあるという、足の便の関係もあるんかなというふうに思うんですね。 

  そのためには、憩の家がなぜ多いのか。それはもう、行きやすい、使いやすい、便利
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さというふうに、色々あるとすれば、そういう関係について、いきいきの里はどういう

ところが問題なんやという関係についての分析をしていかないと、いつまでたっても、

この問題については解消しないと。赤字がさらに見込みがないのに、この集会所の中で

てなことを言うて、批判を、今から出てくるというような関係ばっかりするということ

から見て、私はやっぱり、いきいきの里を設置した条件からいきますと、やっぱり火葬

場が存在をする限り、地元住民の要望に応えて、見返り施設として、これはつくられた

という経緯から考えてみても、それはやはりそのことだけではいかんのと違うかという

ことになりますと、そうすると、何らかの、これが充実する手立てというものを考えて

いく必要がある。問題について、やっぱり対比は、老人憩の家といきいきの里との関係

について、きめ細かく分析をして、そして、どうそれを近づけていくかということが必

要であろうと思います。そのためには、やっぱり、ここでも明らかになっていないのは

利用者の状況ですね。もう少し、そこらの点にメスを入れて、今後、どうしていくかと

いうことを考える必要があるんではないんかなというように思うんです。 

  この辺は、議会でもしばしば問題にされているところでありますので、この決算を見

て、いうふうに考えられますことから、ひとつこの辺の、どういう分析をされていくの

かということが１つ。 

  それから、この入浴券の関係について、いきいきの里が、経営実態から見て、それぞ

れにできるだけ、赤字幅を少なくしたいというためにやられているということはわかる

んですけれども、その入浴券の発行が、老人に向けられているわけですね。結局、老人

向けの入浴券に切りかえているということがあるんですけれども、この関係、老人に切

りかえて、どの程度、出たんかということの分析結果を、先ほど、聞かせてもらいたい

というふうに言ったんですけども、このことは、老人は一体どう思てんねやろ。切りか

えてくれて喜んでいるのか、あるいは、どうなのかということ。 

  例えば、役所が考えて、こういうことを実施をしているということなのか、どうなの

か、いうことですね。 

  そして、これはちょっと、たしか敬老会の商品は何だったんでしょうか。入浴券です

か。 

  そうすれば、入浴券、入浴券て、入浴券だれも、皆入れてますけど、老人は本当にそ

れを期待しているのかどうか、いう関係によるんですよね。 

  これをたまたま、私も老人会に、地域の関係で老人会の世話役をして一応、責任者を
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しているんですけれども、聞いてますと、一体どうなんやということを聞きますと、従

来は商品券とか何とかくれていたと。そのときには、ごみ袋の、有料ごみ袋ですね、そ

れでもって買うてたんやと。ところが、とてもじゃないけどいきいきの里までよう行か

へん。ところが、今度、それがなくなると。今度はまた、商品券もなくなるというよう

なことやから、あんまりようけもうたって、ほんもらうだけのことや、言うんですよね。

余りうれしくない。実用的でもないし、行きようがないと。一番端から端ですから。い

う関係で、余り評判がよくない。 

  ところが、今回の敬老会の関係についても、そんなんもろてもしゃあないやないか、

いうような関係なんですよね。 

  本当に、老人にということを言っているんですけれども、歓迎しているんかどうか。

歓迎された措置であるというふうに認識しているのかどうか、いうことについて、極め

て私は疑問に思っているんです。だからこういうことを続けていると、更に赤字のいき

いきの里に対する評価というものが悪くなってくる傾向があるというようにも思われま

すので、そういった面について、老人憩の家といきいきの里との関係についての分析結

果をどう見ていくか。どう改善を図っていくかということについての分析と、それから、

入浴券の取り扱いについて、これがベターな姿なのかどうかということについて、老人

会が必ずしも全体で一致した状況となっているのかどうか。 

  なっていれば結構なんですけれども。だから、そのためには、もっとこの入浴の利用

者、どういう構成になっているのかいうことを分析する必要もあるんじゃないかという

ように思うんですけれども、この辺について、どう考えているか。これは、議会でやる

問題になっていくことでありますので、聞きたいと思います。 

  それから、いま１つ、これは議会でもたまたま、一般質問でも出てまいるんですけれ

ども、この社会福祉関係の民生費の関係の社会福祉の関係については、かなりな部分が、

社会福祉協議会にお願いをしている動きが、非常にあると思うんです。ところが、社会

福祉協議会の実質的な運営というのは、やっぱり理事会でお決めになっているんですけ

れども、会議をしている関係というのは、民生委員なんか会議をしているというふうに

思うんです。理事会の構成について、各種団体の代表という関係にはなっているんです

けども、その関係について、果たしていいかどうか。 

  斑鳩町としては、こういう構成なり、こういう団体の人々をはめる以外に、もうない

ということなのか、ということが１つ問題があるというふうに思うんですけれども、検
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討の余地がないのかどうかということ、あると思うんですけれども。 

  理事長として、町長のやっていることについて、どうのこうのという意見があるわけ

ですよね。ところが、現状から見て、やっぱりやめれんかなという気が、私は思ってい

るんですけれども、かなり、この理事長を、町長がやっていることについてはいろいろ

問題があるという指摘があるんですけれども、この点について、議会の中でもいろいろ

意見があるわけですから、その辺について、どういうふうにお考えになっているのかと

いうことについて、お聞きをしておきたいと、こういうふうに思います。 

  まずはそんなとこです。 

○浦野委員長 小城町長。 

○小城町長 いきいきの里と東・西との関係等について、この入浴券等の関係でございま

すけれども、特に、この、今、高齢者等に対しまして、無料のバスのカードですか、５,

０００円のものが７００円プリペで、５,７００円の券をくれます。その関係と、配布

をしておった中で、老人クラブの方々のほか、やっぱりバス乗られへん人も出てき、入

浴の、憩の家は無料ですから。だから、憩の家は。いきいきの里へ行きたい人もあるよ

ってに、そういうふうに振り替えられないかというご要望等も、老人クラブから聴かし

ていただいて厚生委員会もお話をさせていただいた、それも１つのいいアイデアだなと

いうことで、バスの関係等については、入浴券とも変えるということで、１００何名の

方が入浴券をかえていただくと。 

  敬老会の関係等につきましては、特に、これも以前から出てた中で、結局、傘にしよ

うかと、あるいは靴下にしようか、いろんなことで毎年もらうけども、もう１つ喜ぶこ

ともなけりゃ、金額的にも少ないからそういうことだということで、そしたら共通商品

券という、その商工会が販売している券があるから、１枚５００円でもあげたらどうか

ということで、この間、質問をされた方もそういう提案されたもんですから、そういう

ことで共通商品券にさせていただいたと。 

  だから、そういうことで、進めてきた訳ですけれども共通商品券もことしの７月で廃

止されるわけですけれども、老人クラブともご相談を申し上げたら、やっぱり町の東里

のところにあるいきいきの里へ行きたいとか、たくさんあるという中で、できれば、そ

うした老人クラブの方々に入浴券を無料配布していくということで、老人会、敬老会の

景品にかえていこうと。そのかわり、家族券もつけていこうと。だから、仮に１,００

０円分ぐらいの入浴券をあげたらどうかということで、この４月から切りかえて、９月



 

－ 60 － 

の１０日夢フェスタありましたときに、敬老会ありましたけど、その景品を４月から配

布していくということでかえております。 

  そういうことで、１７年度はそういうことで進んでおりますけれども、例えば、この

関係等を、これからどう進んでいくのか、毎年これを続けるのか、あるいはそういうこ

とで、今年で打ち切るのか、あるいは来年、また引き継いでいくのかということも、こ

れから検討しなきゃいけないわけですけれども。 

  いずれにいたしましても、今、現時点では、家族の人も使いますから、非常に有効だ

ということでおっしゃっています。 

  それとあわせて、東、西の憩の家も、東の利用者が多いという、もうこれ以上は入り

きれないということは、もう憩の家の運営委員会にいたしましても、満杯状態であると。

西の方は、若干、余裕があるということでありますけれども、距離的な面もあるし、当

初、つくった段階は、やっぱり地元の方々が鳩水園の関係、あるいはまた、焼却場の関

係等で、そのときにそういう施設をつくるということで、東、西が始まったわけです。 

  その時分はまだ、そんなにたくさんなかったけれども、最近は、町内全域から東の憩

の家、あるいは西の憩の家に来ようということで、慌てておるというのが現状でござい

ますから、そこらを考えますと、これも議会でもいろいろ議論したときに、いつまで東

の憩の家、西の憩の家が続くのか。そしたらもう、いきいきの里に絞っていくのか、あ

るいはそういうことも、将来的に考えていかなあかんと。 

  それとあわせて、やっぱりこういう関係等については、今、特に言われてますように、

指定管理者制度というのが、今現在できております。この間も、大宇陀町のあきのの温

泉にしても、指定管理者にお願いするということで、募集したら７社あったと。ここか

ら１社を選ぶということで、今、高田の桜温泉も指定管理者制度になってます。 

  いずれ、私はこの東、西の憩の家も管理者制度というのか、シルバー人材に管理をお

願いしていかなければいけないかということも考えております。 

  そういうことで、できるだけ経費を切り詰めていくということも大事と思いますから、

町でやっていくというか、そういうことも考えたら、せっかく、斑鳩町もシルバー人材

センターが、立派な組織を、町が１,０００万近く補助をしてますから、そういうこと

も考えて、将来的にはこのシルバー人材にまかしていかなきゃいけないなと考えてます。 

  そういうことで、松田委員おっしゃるように、お年寄りが、それがすべてが満足して

おられるということは、これは難しい問題でありますが、老人クラブ等のご意見を十二
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分に聞かしていただいて、我々、会合の中で聞かせていただいて、できればその入浴券

がいいんではないかということで、取り組んだわけでございます。 

  これからもやっぱり、いろいろなご意見は多分あろうと思いますけれども、そういう

ことを十分聞きながら、そういうことを進めてまいりたいと考えてます。それとまた、

この社協の理事長、これは町長ということでございますけれども、過去からそういうこ

とはいろいろと申されます。特に、そういう点については、三郷町は一時、民間の方が

なられた、会長になられたけれども、結局、今また町長に戻っておると。奈良県の社協

にしても、知事が理事長を兼ねておられるし、県下的に、ほとんどが町村長が社協の理

事長を兼ねておりますけれども、やっぱり、これは当然、今、松田委員がおっしゃるよ

うに、難しい面はそれはあると思いますけれども、やっぱり財政的なお金の関係等もご

ざいますから、そういうことの把握をしていこうとすれば、そういう形になってくるの

ではないかなと。 

  体育協会１つにしても、体育協会というのは、奈良県でも知事が会長、あるいはまた、

市町村長の関係も、長が会長ということも、やっぱりそれは予算的な、お金の関係が絡

んでおると思います。そういうことに触れますと、今、当分は社協そのものについては、

町長が理事長を兼ねておるということについて、いろいろなご指摘はありますけれども、

各市町村等も連携を見ながら、そういうことを判断をしていきたいと考えてます。 

  それとあわせて、理事の関係で、社協、社会運営協議会の関係等について、昨年の１

２月から、１２月４日で理事が、長変わったと。今度、いろいろな網羅をして、理事の

数をふやして、それに精通した人とか。ただ問題は、各種団体の長からということでご

ざいますけれども、私はやっぱり、それに精通した人たちと、必ず会長がそこから出て

くるというんじゃなしに、そういう社会福祉協議会に明るい方を人選をしたらええんで

すけれども、会長がそれに出てこなあかんというような人選にもなってますから、そこ

らを十分クリアをしていかんと、これから難しい問題があるだろう。 

  今、社協そのものについても、一部、そういう理事の関係で強引に発言をされて、そ

れを何とかせないかんというようなことになってますけれども、やっぱり全部のご意見

を十分踏襲して、そしてそれを広く、社会福祉としての関係等については、広くやって

いくことが一番大事だと考えてます。確かにおっしゃるように、社会福祉協議会の仕事

は、非常に多岐にわたっておりますから、そういう問題等について、どうしていくかと

か、やっぱり理事皆さん方のご意見が非常に反映しているわけですから、そういうこと
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も十分踏まえた中で、今、ご指摘の関係等については、十分、そういう点については、

目を配って、考えてまいりたいと考えておるところでございます。 

○浦野委員長 西川福祉課長。 

○西川福祉課長 不用額の関係でございますが、こうした予算を組むときには、前年度、

または過去の状況、実績を把握しまして、組ませていただいているわけでございますが、

なお、利用者の状況等がその年度によって不安定ということもあります。 

  そういうことで、予算が組んでおったが、利用していただけなかったという状況のも

のもありますし、また、当初、組ませていただいた、予定していた人数、または利用時

間等がかなり減ったということもございます。その辺は、毎年度予算を組むときに、十

分、前年度、こういう状況あったということで、精査して計上しているわけですが、で

きるだけ利用者の方が来られたら、できるだけ予算を組んでおいて対応できるというこ

ともございますので、その辺で未執行等になっておるということでございます。 

  次に、いきいきの里の利用者の分析なんですが、平成１７年４月以降に料金改定を行

いました以降の利用状況は、先ほど申しましたようになっておりますが、その中で、敬

老式典の商品券のかわりに、４月からいきいきの里の利用券ということで、１人１,０

００円。１００円の券が１０枚というものをお渡ししております。 

  そのお渡しした方の利用状況を見ますと、４月から８月の間で１,７２７人の方が、

いきいきの里で利用していただいております。延べ、４月から８月まで、延べ１,７２

７人という方が利用していただいております。先ほど言いました、今、町内の方が増え

ているという状況の中で、１,７２７人の方が、そういう形で町の方に利用報告がなっ

ております。 

  また、全体で利用状況を見てみますと、昨年度は４月から８月延１万３,８３２人で

ございました。今年度、平成１７年４月から８月の利用者、延べですが、１万３,１２

５人と、７０７人が減少しておるわけでございますが、そういう形で、いきいきの里の

商品を配るといった、そういう形で希望者がございます。 

  去年の数字を見てみますと、これだけでは減少もしておりますので、また利用者も増

やすということで、いろいろ考えてみたいと思います。 

  老人憩の家の利用状況でございますが、老人憩の家の利用状況を見てみますと、個人

の利用者の方と、団体の利用者の方がございます。団体の利用者の方といいますのは、

カラオケをされたり、将棋、囲碁等をされるということで、団体の利用ということにな
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っておりますが、その団体の利用の方が、個人利用よりかなり、団体利用が多いという

ことで、利用者の方が伸びているということになります。西老人の憩の家では、１６年

度では個人利用が２万６８４人、団体の利用の方は１,０７７人、合計２万１,７６１人

です。東老人憩の家では、個人利用者が１万５,６０８人、団体利用の方が４,３９１人

という形で、団体利用の方が、よく利用していただいたということで、個人の人が、そ

ういう入所構成になっているということで考えております。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 それぞれに難しい問題があると思うし、価格の問題もあるわけですね、社会

福祉の関係というのは、これからもどんどん、増えていくと思うし、それだけに経験度

というものを重視をされるわけですし、自治体の活動というものも、それなりに重視を

されている、ウエートが高くなるというふうに思うんです。それなりに、一概に私は決

めつけていくわけにいかんと思うんですが、現在の体制というものを、十分に、計画を

させた上で、そしていろいろ積み上げていくという形のやむを得ないんではないかとい

うように、今、考えますから、現在の実績に積み上げた形というものを、積極的に進め

てもらいたい。 

  ただ、理屈どおりにきっちり運営というものがいけるものではありませんから、十分

に、先ほど、町長述べておいでになるような視点に立って、対応していただくことを私

は希望しています。 

  ただ、先ほどいわれています老人の家といきいきの里との関係というのは、利用され

る面では、多少の違いはあると思うんです。東と西との関係についても、私、この関係

で審議に携わったことがあるんですけれども、東の関係は、どうしても個人的には使い

にくいかなということで、団体をという関係になって、団体を主にこう。 

  西の方の関係は、どちらかというと、個人利用が多いという関係があって、それぞれ

の特徴を生かしながら、処置をしていることは間違いないわけですよね。 

  市として、これも確認はいたしておりませんけれども、やっぱりお年寄りになってい

ると思うんです、中心。これ、いきいきの里は、必ずしもそういうことでは限定してい

ないわけですよね。そういう意味でいくと、もう少し考え方があってしかるべきではな

いのかなと。しかも、外部と内部との関係については、先ほども質問がありましたけれ

ども、どういう状態になってきているのか、いうことと、時間帯については、一体どう

なのかということもあると思うんです。そういう点ももう少し、改良していこうとすれ
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ば、あらゆる分析をしてみる必要があるんではないかなというふうに思うんですね。 

  あそこも結局、ゲートボール場が中途半端になっているんでということでお願いをし

て、今年度の予算ですか、会議室などの設置をということで考えられているようであり

ますけど。この辺着手されているのかどうか知りませんが、僕はやっぱり、そういう関

係とあわせて、この入浴券の関係、いろいろ、個々検討なさっているならば結構なんで

すけれども、どうも、この入浴券の関係には制約があり過ぎると思うんです。個人を対

象にしていることも間違いないですよね。いろいろくれるんですけれども、個人でそれ

だけ使うことはできんと。 

  例えば、私も地元の関係で老人会などに、例えば、私なら私がもらう限り、余ってし

まうわけですな。これを１０人なら１５人分の関係というのは、それを一遍に使て、そ

れで、今日もたまたま、車もあるわけですから、自動車。それを利用なんかさせてもら

って、このいきいきの里で会議を開かせてもらうし、風呂も入らせてもらうと、いうよ

うなことが、やっぱり設備も整っているでしょうと言っているんですけれどもね。 

  そうすれば、いつも地元の公民館でやっている敬老会にしろ、老人会にしろ、もう少

し利用幅が広まって、遠いところでまだ、大変なんですから、だから、近くでそういう

ことがあれば、それを活用させてもらうということのためには、この入浴券をもう少し、

個人からそういうふうな団体で、寄せ集めでもいいんですけれども、利用できるような

方法というのは考えられんもんやろかと。 

  そうするといけるんですけれども、お前、持ってこい、お前持ってこい、お前持って

こいといって、個々に持ってきて、個々に払わせているというよりも、ひとつのまとま

った扱いとして扱われるようになれば、もう少し扱い方が違うし、風呂の利用の仕方も

変わってくるんかなというふうに思うんですけどね。 

  そういうふうなことは、もう合わせて、今後の検討課題でも結構ですから、十分に検

討だけしていってほしいと、そういうことをお願いしておきたいと思います。 

  いま１つは、敬老会、毎年やっていただいているんです。私も北庄の関係で敬老会、

毎年自治会が行っている。ところが、対象となる住民の半数以下を割っていることは、

もう事実なんですね。今度、この１６年度の結果の関係を見ましても、斑鳩町でも３,

８１５人集めて、参加者というのは１,４６２人というふう、じゃないかと。 

  私のとこでも、今年の関係も７３人ありましたけれども、３３名出席。ところが、欠

席をされる状況を見てみますと、施設にお入りになっている状況もあるんですけれども、



 

－ 65 － 

やっぱり参加したくても参加ができないという関係の人が増えてきているんですね。そ

ういった、どちらかというと、女性よりも男性の方が、引きこもり体質というんでしょ

うか、参加者が非常に少ないと。それで女性が圧倒的に多い。年齢的に見ても、女性の

方が８０歳以上の関係が大半を示していて、男性の方は８０歳以上というのは３名しか

いないということで、男の人が早死にするような傾向のようですけれども、そういった

実態なんかを踏まえて見ますと、このままではいかんのやないか。何とかもう少し、こ

の敬老会のあり方も考えないかんなということを言うんですけれども。 

  本当に、敬老の念に立ってくれてんねやろかと。邪魔者扱いされてへんやろか、この

ごろの年寄りは、いうふうな感じの方が、やっぱり強いというんですね。 

  そういう中で、幾ら敬老、敬老という言葉できてきて、敬老の会、そういうことをや

ってきても、お世話を願うことは大変なことになるんだけれども、本当にこれ、喜んで

参加をできるという状態というのは、だんだん限定されてくる実情にあるんやないかと

いうふうに思うんですね。このように、非常に難しい問題なんですけれども、今後、ど

うしていくかということについては、もう少し考えてみる必要があるんじゃないか。 

  いろいろご配慮をいただいて、バスの便とか何とかの関係もいろいろ考えられている

んですけれども、どうしても、足が向きにくい状態というのは、距離もあると思うんで

すよね。斑鳩町の場合、比較的まとまっている地域にはあるんですけれども、それでも

なおかつ、一番端の方から行きにくいと。そして、変な言い方ですけれども、記念品に

しては余り魅力ないし、もろても、どうせいきいきの里まで行かれへん、いうような格

好になってくると、どうしても、やっぱり引込んでしまうというような格好になって、

これはもう、課題な面という、難しさはあるんですけれども、やっぱり検討の段階にき

ているんじゃないかなと。本当に、どうすればいいのかなということについて、１つの

過渡期に、あり方について、過渡期にきているんじゃないかというふうな感じも、これ

は意見としてだけ申し上げておきます。いろいろ難しさがあるということも承知をして

いますから。ですけれども、十分、そういった点もご配慮をいただいて、ご検討をいた

だく中で、今後の、具体的計画などについては、対応してほしいということだけ申し上

げておきたいと思います。 

  終わります。 

○浦野委員長 ほかにございませんか。嶋田委員。 

○嶋田委員 民生費における委員会、特に審議会なり、各種検討委員会なり、推進委員会
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という名前ですか、そういうふうな委員会における報酬額は幾らになるのかということ、

お願いします。 

○浦野委員長 中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 民生費の関係で、各種委員会の関係で申し上げますと、第１項の社

会福祉費におきましては、３つの委員会が設置をさせていただいております。それで、

社会福祉費の関係で、委員の報酬といたしましては、トータル５５万５,３００円の支

出をいたしております。 

  委員会別で申し上げるということでよろしいですか。もう、合計でよろしいですか。 

  第２項の児童福祉費につきましては、２つの委員会を設置をさせていただいておりま

す。この２つの委員会の委員報酬としての合計額が２４万３,９００円の支出をさせて

いただいているということでございます。 

○浦野委員長 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦野委員長 これをもって、第３款 民生費についての審査を終わります。 

  次に、第４款 衛生費について、説明を求めます。中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 第４款 衛生費で、衛生費の執行状況等につきまして、ご説明を申

し上げます。 

  第１項の保健衛生費全体の予算現額が、２億９,５８９万１,０００円に対しまして、

決算額は２億８,９２０万９,５１９円で、９７.７％の執行率となっております。 

  まず、１３５ページの第１目保健衛生総務費でございます。予算現額１億６,２４４

万７,０００円に対しまして、決算額は１億６,０５６万７,９６１円で、執行率は９８.

８％でございます。職員にかかります人件費の支出が過半を占めているところでござい

ます。 

  まず、意識啓発と健康づくり活動の支援の中で、健康いかるが２１の推進といたしま

して、壮年期の死亡の減少、健康寿命の延長と、生活の質の向上を目指しまして、各事

業におきまして、脳卒中、高血圧等の生活習慣病の予防といった保健事業に取り組みま

して、６月の１９日には、脳卒中予防をテーマに、住民の方の体験に基づく発表など、

健康づくりシンポジウムを開催をいたしました。 

  続きまして、愛と輝き夢フェスタでございます。本年度もいかるがホールで環境、健

康、福祉をテーマに、実行委員会方式で開催をいたしました。それぞれについて考えて
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いただく機会づくりになったのではないかと考えております。 

  続きまして、１３６ページの保健体制の充実でございます。王寺周辺広域休日応急診

療施設組合への分担金、公害の未然防止の徹底では、清和衛生試験センターへの分担金

を負担をいたしまして、それぞれの施設の体制の充実に努めたところでございます。 

  また、上水道の充実につきまして、第４次拡張事業までの企業債の利子償還の一部を

負担し、水道会計の安定的な経営を図ったところでもございます。 

  次に、１３７ページの第２目感染症予防費でございます。予算現額３,４５８万４,０

００円に対しまして、決算額は３,３８０万４,８０８円で、執行率は９７.７％でござ

います。平成１３年度から、高齢者のインフルエンザによります重症化予防などのため、

実施をいたしております高齢者インフルエンザ予防接種の実施につきましては、町単独

の制度として、実施後も接種者数は年々増加をいたしております。高齢者の方々の健康

保持に寄与しているものと考えております。 

  本年度は、２,８５６人の方が接種をされました。また、乳幼児や児童に対しまして、

日本脳炎予防接種、２種混合予防接種やポリオ予防接種などといった予防接種を、個別

接種、及び集団接種で実施をし、感染症予防に努めたところでございます。３,０９３

人の方々が接種をされております。 

  次に、１４０ページの第３目の結核予防費でございます。予算現額１５１万円に対し

まして、決算額は１４０万７,７６６円で、執行率は９３.２％でございます。平成１７

年４月から、ツベルクリン反応検査が廃止されることとなり、また、ＢＣＧの接種対象

者も、従来の４歳までであったのが、６カ月未満に変更をされますことから、未接種で、

生後６カ月を超えている乳幼児を、本年度中にＢＣＧの接種をしていただく必要から、

実施回数を増やしまして、未接種者の対応を図ったところでございます。 

  また、住民結核検診を、町内２４カ所、８日間で実施をいたしました。その結果、成

人の胸部レントゲン検診では、１,１０５人の方が、乳幼児のツベルクリン反応検査で

は２８８人の受診があったところでございます。 

  次に、１４１ページの第４目 母子衛生費でございます。予算現額４８６万７,００

０円に対しまして、決算額は４７２万２,１４６円で、９７％の執行率でございます。

子育て支援の充実といたしまして、平成１５年度から、絵本を介して赤ちゃんの言葉と

心を育むことを目的に実施をしておりますブックスタートの事業に取り組んでおります。

２１５人の方に、配本を行ったところでございます。 
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  続きまして、予防相談体制の充実で、乳児、１歳６カ月児健診、３歳児健診、妊婦一

般健診などを実施し、乳幼児及び妊婦の健康管理や子育ての支援、指導のため、各種の

健診事業に取り組んでおります。 

  続きまして、１４３ページから１４５ページの保健体制の充実でございます。初めて

出産を迎えられる方が不安を抱いたり、子どもの発達に応じた、親としてのかかわり方

や、しつけ、生活リズムなど、育児について悩んでおられる母親も見受けられますこと

から、妊娠期から産褥期、育児期と、それぞれのライフステージに対応した相談事業や、

教室を開催、特に生後２カ月の新生児の家庭へ保健師等が訪問いたしまして、新生児の

身体の状況の観察や、保護者との面談を通しまして、育児環境などを的確に把握し、そ

れぞれのケースにあった育児指導や保護者の子育ての悩みなどの相談にのるなどといっ

た取り組みに努めたところでございます。 

  また、保護者が地域で安心して子育てができる環境づくりを、ボランティアグループ

などと協働しながら組織化に、現在、取り組んでいるところでございます。 

  次に、１４６ページからの第５目 老人保健事業費でございます。予算現額が５,９

２６万９,０００円に対しまして、決算額は５,７２１万３,２５９円で、９６.５％の執

行率でございます。町民の健康管理や、自分の健康状態に関心を持っていただく機会づ

くりのため、基本健康診査及び各種がん検診を実施し、生活習慣病や各種がんの早期発

見、早期治療に努めました。 

  基本健康診査は、個別健診で実施をする中で、受診者数は３,１０７名、そのうち、

医療行為が必要とされた方が１,７０３人、観察が必要な方は６９８名でありました。

このことから、受診率につきましては、４１.３％となっております。 

  また、１４７ページから１４９ページの各種のがん検診でございます。乳がんと子宮

がんの検診につきましては、集団と個別の併用で、前立腺がんは個別検診で、それ以外

のがん検診は集団で実施をいたしました。延べ７,３６８名の方が受診をされ、要観察、

要精検と判定された方には、保健師が訪問指導を行うなど、健診後のフォローアップに

も努めているところでございます。 

  続きまして、１４９ページのＣ型肝炎検査の実施でございます。１２月に止血剤であ

りますフィブリノゲン製剤が、Ｃ型肝炎ウイルスに汚染されておりましたために、平成

６年までに手術などで使用された医療機関名が公表をされたところでございます。この

ことから、投与をされた方がＣ型肝炎ウイルスに感染している可能性もありますことか
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ら、保健センターにも問い合わせもございまして、適切な対応を行いますとともに、感

染が心配な方には、基本健康診査委託医療機関におきまして、検査を受けていただける

ように配慮し、その費用の助成をいたしたところでございます。 

  続きまして１５０ページの健康相談や訪問指導、健康教育などにおきまして、生活習

慣病の予防に重点を置き、取り組んだところでございます。食事や運動に配慮しない、

不健康な生活スタイルは、加齢とともに高血圧を招き、脳卒中や心疾患、がんなどの疾

病を引き起こす可能性が高くなるといわれております。適度な運動、適切な栄養管理な

どによりまして、健康的な日常生活を送ることができるように、その啓発に努めたとこ

ろでございます。 

  次に、１５２ページの第６目 健康づくり推進事業費でございます。予算現額１９万

５,０００円に対しまして、決算額が１９万１８８円で、執行率は９７.５％でございま

す。生活習慣病を予防する第一歩は、先ほども申し上げましたように、適度な運動と適

切な栄養管理でございます。特に、食事の重要性につきまして、関心が高まっていると

ころでもございますが、ファーストフードが隆盛を示しておりますように、栄養や成分

を意識した食事の摂取は、難しいところでございます。このことから、食生活の改善を

急務の課題といたしまして、季節の家庭料理教室や、男性料理教室、食生活講座を開催

いたしまして、日々の健康的な食生活を意識づける事業に取り組みをして、また、栄養

や食事を通して、町民の健康づくりにさまざまな活動を行っていただいております栄養

士会、及び食生活改善推進員協議会の活動の支援を行ったところでございます。 

  また、リハビリ教室等の実施では、認知症、閉じこもりを予防するリハビリ教室を３

０回開催をいたしまして、延べで３６３人の方の参加があったところでございます。 

  主に自立、要支援の方にご参加をいただき、ボランティアの皆様とともに、音楽療法

や自分の昔話などを語ってもらう回想法を取り入れたプログラムで実施をいたしまして、

効果を上げているところだと、このように思っております。 

  また、転倒、骨折、寝たきり予防のため、個別機能訓練を４９回開催をいたしました。

延べで６７９名の方の参加があったところでございます。さらに高齢者の健康教育や地

域参加型機能訓練を、地域集会所や各公民館を利用いたしまして、３７回を開催をいた

しまして、延べで１,０４７名の方の参加があり、引き続き、これらの事業を通しまし

て、健康づくり、介護予防の推進に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、１５３ページの第７目 狂犬病予防費でございます。予算現額１１２万９,０
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００円に対しまして、決算額は４４万５,３２８円で、執行率は３９.４％でございます。

狂犬病予防法に基づきまして、畜犬登録業務、及び狂犬病予防注射済票交付業務を実施

をいたしますとともに、犬の飼い方などで寄せられました苦情や相談に対しまして、飼

い主の方に飼い方等の指導に努めたところでございます。 

  平成１６年度も奈良県獣医師会のご協力のもと、４月に４会場で狂犬病予防集合注射

を実施をいたしました。狂犬病予防注射済票を交付をいたしますとともに、あわせて犬

の飼い方、マナーの啓発にも努めたところでございます。 

  なお、本年度は、１１９頭の新規登録件数となっております。 

  また、購入後１７年が経過をいたしております野犬捕獲車の更新を当初予算で計画い

たしておりましたが、更新に際しまして、近年の野犬の捕獲頭数などから、現在、環境

対策課が保有・保管をいたしております公用車で対応ができるものという判断をいたし

まして、これの購入を見送ることといたしまして、不用額として相当額が出ております。 

  次に、１５４ページの第８目 火葬場費でございます。予算現額が２,１２４万４,０

００円に対しまして、決算額は２,０５９万２１３円で、９６.９％の執行率でございま

す。火葬場施設の適切な維持管理、及び火葬業務を遂行するのに要しました費用の支出

が主なものでございます。 

  次に、１５５ページの第９目 環境対策費でございます。予算現額２３０万１,００

０円に対しまして、決算額が２０１万３,４９３円で、８７.５％の執行率でございます。

現在の環境問題は、日常生活そのものに深く結びついており、私たち一人一人が、自ら

の問題としてとらえ、生活様式を見直していく必要がありますことから、町民の方々が

行動を起こす上で必要な「意識、行動を考える」、「取り組みを助ける」といったこと

を中心として、事業に取り組んでまいりました。 

  まず、地球温暖化防止事業でございます。深刻化いたします地球温暖化につきまして、

ケナフの栽培から啓発メッセージの製作、そして啓発活動にと、参加者の方々が主体と

なりまして、ストップ温暖化キャンペーンを実施をいたしまして、多くの住民の方に地

球温暖化防止を呼びかけていただき、住民の方々には、地球温暖化を身近に感じていた

だくキャンペーンになったのではないかと考えております。 

  続きまして、１５６ページの環境保全意識の高揚の中で、環境教室の充実では、親子

で環境について考えていただく機会を提供することによりまして、環境問題への意識を

深め、取り組みを始める契機にしていただくことを目的に、親子環境教室を２教室開催
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をいたしました。延べで８１人の方の参加があったところでございます。 

  特に、「川の巻」では、町内の河川の水質調査を実施後、参加者が独自に休日などを

利用され、県内外のさまざまな河川の水質を調査され、その結果を発表しあうなど、町

内の河川を清流に戻すためには、各家庭でどのような取り組みをしていかなければなら

ないかを考えていただくよい機会になったのではないかと思っております。 

  続きまして、自治会別環境問題学習会の実施でございます。５１の自治会を対象に、

３２回の開催をいたしまして、７６１人の方の参加があったところでございます。学習

会終了後に意識調査を実施をいたしておりますが、約９３％の方が学習会に参加をして、

意識が変わったとか、今後の取り組みの参考になったといった回答をいただいておりま

す。住民の方の意識や行動を変える機会につながったのではないかと、このように考え

ております。 

  続きまして、１５７ページの住民活動の支援でございます。地球の環境保全活動のリ

ーダー的な役割を担っていただいております環境保全推進委員の数を、平成１５年度か

ら、従来の３３人から５０人に増員を行いまして、身近な環境問題の解決に取り組んで

いただいているところでございます。 

  推進委員の活動内容でございますが、ごみのポイ捨て、不法投棄の実態調査、ペット

の飼い方マナーの実態調査、ごみの出し方マナー実態調査、迷惑駐車の実態調査といっ

たことに取り組んでいただいております。 

  町の方では、推進委員会からの相談や報告内容等によりまして、自治会及び関係機関

などとも相談をしながら、対策を講じたり、対応を図っているところでございます。 

  合わせて、委員の連絡会議や研修会を開催をいたしまして、活動の事例発表などを通

しまして、委員相互の連携、資質の向上にも努めたところでございます。 

  また、平成１７年度中に推進委員の任期が満了となりますことから、さらに地域に密

着した活動、取り組みをしていただけるようにということで、各自治会から１人を選出

をしていただく計画で進めているところでございます。 

  続きまして、省資源、省エネルギー型都市づくりでのＩＳＯ１４００１の啓発でござ

います。行政みずからが率先して地球環境保全活動を行うため、ＩＳＯ１４００１を認

証取得をし、環境マネジメントシステムに基づき、取り組みを推進しているところでご

ざいますが、環境配慮への取り組みを、各家庭でも実践していただこうということで、

独自に構築いたしました「家庭版環境ＩＳＯエコいかるがファミリー」に、新たに子ど
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もたちがみずから学校や地域で活用できる「エコいかるがキッズ」をシステムに追加を

いたしまして、取り組みを呼びかけましたところ、２５８組の方々が、学校や地域、家

庭でエコ活動に取り組んでいただいたところでございます。 

  そのうちで、エコいかるがキッズには、１３８人の応募があったところでございます。 

  次に、１５９ページの第１０目 保健センター運営費でございます。予算現額７３２

万６,０００円に対しまして、決算額は７２４万２,１５０円で、９８.８％の執行率で

ございます。保健センターの維持管理にかかります経費の支出が主なものでございます。 

  当センターでは、各種健診、予防接種、各種教室を開催し、多くの住民の方に活用を

していただいているところでございます。また、各種教室終了後の自主活動の場として

も開放を行い、自主グループの活動の場としても、活用がされており、今後の住民の

方々の健康づくりの拠点として、運営に努めていきたいと考えております。 

  次、１６０ページの第１１目 精神保健費でございます。予算現額１０１万９,００

０円に対しまして、決算額は１０１万２,２０７円で、執行率は９９.３％でございます。

精神福祉保健に関する相談等に対応するほか、関係課や関係機関とも連携を図りながら、

精神障害者の方々と、その方とその家族の生活支援に努めているところでございますが、

精神障害者の方の相談等が、専門的な分野にわたることもありますことから、地域生活

支援センターの「ふらっと」と、「コスモールいこま」に委託を行いまして、対応をさ

せていただいているところでございます。１５人の方が、延べで８４１回の相談をされ

たことでもございます。 

  次に、１６１ページから、第２項の清掃費でございます。清掃費全体の予算現額は、

７億４,９１９万８,０００円に対しまして、決算額は７億１,７３７万２,４８８円で、

９５.７％の執行率となっております。ごみ処理の有料化を、平成１２年度の１０月か

ら導入をいたしましたが、先進地の事例を見てみますと、有料化実施を２年から３年後

にはごみの量が増加をします「ゆり戻し現象」が見られるところでございます。しかし、

当町では、有料化導入後におきまして、前年度と比較をいたしましても、ごみの量は減

少を続けているところでございます。これも、町が訴えてまいりましたごみ減量化につ

きまして、住民の方々のご理解をいただき、これに応えていただいた結果であると、感

謝を申し上げているところでございます。 

  しかし、町といたしましては、このような減量化の傾向も、近い将来におきましては、

頭打ちの状態になるのではないかと予測をしているところでもございます。このことか
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ら、新たなごみ減量化、再資源化の施策といたしまして、平成１７年度からビニールご

みのリサイクル処理への移行、集団回収が実施できない自治会を対象に、古紙類、繊維

類のリサイクル回収モデル事業に取り組むことといたしているところでございます。 

  では、第１目の清掃総務費についてでございますが、予算現額が１,８２９万５,００

０円に対しまして、決算額が１,８１９万６,６４４円で、９９.４％の執行率でござい

ます。職員の人件費が主な支出となっているところでございます。 

  次に、１６２ページの塵芥処理費でございます。予算現額５億８,８０４万４,０００

円に対しまして、決算額は５億５,７２２万３,４９２円で、執行率は９４.７％でござ

います。平成１６年度におきましても、ごみ処理有料化事業及びそれに伴います意識啓

発とごみ減量化、再資源化施策と連動した取り組みを進めてきたところでございます。 

  環境と共生するまちづくりの推進では、児童によります手づくりの啓発看板の作成を、

各小学校にお願いをいたしまして、ポイ捨てや不法投棄の多発場所を中心に、設置をい

たしたところでございます。 

  続きまして、ダイオキシン、騒音対策等の徹底では、衛生処理場のダイオキシン類検

査を、ダイオキシン類特別措置法に基づきまして、検査を年４回実施をいたしました。

その結果、法定規定値の５ナノグラムに対しまして、測定値は平均で0.０５ナノグラム

と、規制値を大きく下回っているところでございます。今後も、施設の適切な維持管理

に努め、ダイオキシン類の排出の抑制を図っていきたいと、このように考えております。 

  続きまして、１６３ページのごみ減量化、資源化の推進で、ごみの減量、再資源化の

啓発の中にあります「親子ごみの行方探検ツアー」というものを、開催をさせていただ

いております。回収されました資源物がどこに運ばれ、どのような工程を踏まえまして

再生製品になるのを見ていただくことによりまして、さらに分別の必要性の認識を高め

ていただいたところでございます。 

  続きまして、１６４ページのリサイクル活動の推進でございます。本年度も地域での

資源物集団回収及び生ごみ減量化に対しまして、奨励金交付事業を引き続き実施をいた

したところでございます。 

  まず、資源物集団回収の奨励でございますか、今年度は９０の団体が登録をされてお

ります。新聞紙などの古紙類、アルミ缶、繊維類などで１,９３３.５トンの回収をいた

だいたところでございます。また、可燃ごみの約３割を占めるといわれております生ご

みの減量化事業でございます。生ごみ処理機等によります減量化を推進するため、広報
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誌によります周知のほか、町内の小売店だけでなく、近隣市町の小売店にも、奨励金交

付事業の周知ポスターの掲出をしていただいたりして、周知に努めました。 

  このことから、電気式の生ごみ処理機につきましては、前年度と比較をいたしまして

１６台増の５４台に、奨励金の交付を行っております。 

  続きまして、１６６ページの空き缶の分別回収でございます。リサイクル意識の向上

と、ポイ捨てのないきれいなまちづくりを目指して取り組んでおります空き缶のリサイ

クル奨励金交付事業は、広く住民の方々に定着をしているのではないかと、このように

思っております。 

  空き缶回収機によります回収量は、前年度と比較をいたしまして約１.９倍の５９万

２,５６４本の回収となっておりまして、９５８枚の商品券の交付という状況になって

おります。 

  続きまして、１６７ページのごみ排出量の状況と、ごみ資源化の状況でございます。 

  本年度の住民１人当たりの１日のごみ排出量は７２１グラムで、総発生量からリサイ

クル処理をいたしましたリサイクル率は２７％となっております。このことから、国や

県が公表をいたしております平成１４年度の数値と比較をいたしましても、ごみの搬出

量では、国や県の平均を大きく下回っており、また、リサイクル率におきましても、国

では１５.９％、県が１４.３％でありますことから、当町のリサイクル率は大きく上回

った結果となっております。 

  これをリデュース、リユース、リサイクルの３Ｒの実践が、町民の方々に徐々に浸透

してきている結果ではないかと考えているところでございますが、今後、さらに減量化、

資源化に向けた施策に取り組んでいきたいと、このように考えております。 

  続きまして、１６８ページの不法投棄の防止でございます。週１回の環境パトロール

を実施をいたしまして、不法投棄の早期発見、処理を行い、便乗投棄を防止をいたしま

すとともに、不法投棄がしにくい雰囲気づくりの醸成に努めました。 

  次に、１６９ページの第３目 し尿処理費でございます。予算現額１億４,０４８万

２,０００円に対しまして、決算額が１億３,９６６万３,７９９円で、９９.４％の執行

率でございます。鳩水園の設備、点検や、維持補修を行い、良好な稼動とともに、安定

したし尿処理の運営に努めたところでございます。 

  １７０ページの合併処理浄化槽設置の促進でございます。河川の水質汚濁防止のため、

合併処理浄化槽の設置者に対しまして、引き続き、補助金を交付をいたしますとともに、
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適切な浄化槽の維持管理の啓発に努めたところでございます。 

  次に、１７１ページの第４目 美化推進費でございます。予算現額２３７万７,００

０円に対しまして、決算額が２２８万８,５５３円で、執行率は９６.２％でございます。

いかるがの里クリーンキャンペーン、自治会内美化キャンペーン、清流復活大作戦など、

住民の方々の参加によります清掃活動を実施をいたしまして、美化や環境問題への意識、

清潔の保持の向上や、良好な生活環境の維持、推進に努めたところでございます。 

  以上で、第４款 衛生費の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますよ

う、お願いを申し上げます。 

○浦野委員長 説明が終わりましたので、第４款 衛生費につきまして、質疑をお受けい

たします。中川委員。 

○中川委員 変なことを聞きますねんけど、１５３ページの狂犬病予防免疫の実施につい

てという事業をされてますけど、私、４年か５年前にも、多分、聞かせてもうたと思い

ますけど、狂犬病というのはいまだにあるかないのか、教えてもらえますか。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 何年間というのは、ちょっと記憶、定かでないんですけれども、最

近、日本での狂犬病の発症例はないというふうに聞いております。 

○浦野委員長 中川委員。 

○中川委員 私が、知り合いのおうちで犬にかぶられて、病院へ行きましてんけど、今は

狂犬病ありませんよと。傷口の消毒で帰ったんですけど。医者が、狂犬病はないですよ

って言うてるにもかかわらず、こういう事業がなぜ、その病がないのに行う必要はない

のかなと、そのように思いましてんけど。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 狂犬病予防法という法律がございまして、それによって定められて

いるということがございます、一方で。 

  当然、すべての犬が家で飼われている犬であればいいですけれども、野犬等々もおる

中で、そういったものにかまれると、そういった恐れがあるということで、逆に言えば、

狂犬病の予防注射することによって、そういったことも、被害も防げられているのかな

というふうには考えております。 

○浦野委員長 中川委員。 

○中川委員 私、かぶられた犬も飼い犬やけど、予防の注射したんかいうたら、してませ
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ん。すぐ病院行ってくださいと。覚えときます。 

  それと、１６９ページのし尿の収集業務、これ合特法について、どういう認識をされ

ているのかと、どういう、今、進めぐあいされているのか、お尋ねしておきたいと思い

ます。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 合特法の関連でございますけれども、付近、近隣の市町村の状況を、

今ちょっと確認をして、最近では広陵町さんの方に、そういった、どういった形で事業

をされているのかということで、お話を聞かせていただいたということで、具体的には、

どういった取り組みをしているかということについては、まだ取りまとめには至りませ

んが、いろんな、例えば広陵町さんの例で言いますと、金額の補償でありますとか、代

替事業のやつでありますとか、いろんな例がございますので、そういったことも視野に

入れながら、詰めていきたいというふうに考えております。 

○浦野委員長 ほかにございますか。嶋田委員。 

○嶋田委員 たびたび申しわけないんですけれども、衛生費についての、各委員会の報酬

額、ちょっとお聞かせ願えますか。 

○浦野委員長 中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 ４款 衛生費の中で、各委員会で報酬をお支払いしてます委員会と

いうのは、１つの委員会を設置をさせていただいております。 

  この中で、第２項の清掃費のところで、報酬をお支払いをさせていただいております。

その額が、１５万７,５００円でございます。 

○浦野委員長 ほかにございますか。松田委員。 

○松田委員 何ページで言うたらいいんかわかりません。斑鳩町で、犬やとかネコの、い

わゆるペットを、どのぐらい飼うてますねやろ。 

  それとあわせて、この種の関係のペットが、年間、どの程度、死んでいるのか。わか

りますか、わかりません。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 ネコの方はちょっと、数字はつかんでないんですけれども、一応、

犬の方は、登録されている頭数は把握しておりまして、平成１６年度の末では、１,６

７３頭でございます。死亡数について、届出があったものだけでございますけれども、

犬の場合は、１６年度中は１０４頭という形でございます。ネコについてはちょっと、
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把握しきれてない状態でございます。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 犬が死んだいうのは、どない処理してますねや。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 各飼い主の方々で、今、ペット専門の葬儀屋というんですか、そう

いったところもございますので、そちらの方で処理をされているのではないかなという

ふうに考えてます。 

  町の方に持ち込みというのはございませんので、多分、そういったことで処理をされ

ているんだろうというふうに考えております。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 そうだと思うんです。それで、今までから、斑鳩町で、何とかペットの処理

を、焼いて、処理を、死んだ処理をできるような施設というものをつくってもらうこと

ができへんのかということを、何遍も言うてきてますねんけどな。 

  そやけど、関係地元、了承してくれへんねやということで終わっていて、結局、個人

の責任において処理をせえと。それで、よしと。それでいるのが実態ですわな、今は。

行政は全然かもてないと。 

  ただ、ペットを飼うについては、そらマナー悪い。ちゃんとせえとかへちまとかいう

て看板つくったり、必要ならあげるでと、いうようなことで、自治体任せにしている、

いう関係で、このペット対策と、その後の処理の関係について、行政が全く構わないん

じゃけども、それはそういうことで、あとはないという認識でっしゃろか。 

○浦野委員長 中井住民生活部長。 

○中井住民生活部長 確かに今、松田委員もおっしゃいますように、私どももご質問をい

ただき、おっしゃっていただいたように、地元の方へも、ペットのそういう処理ができ

る、させていただこうとは、ご相談も申し上げたんですけれども、なかなか地元の方で

は、当初、そういうことで約束もしていることであるということの中で、ご了解もなか

なか得られてないというような状況でございます。 

  ただ、そしたら、行政としてそのままで放置しておって、住民の方々の、飼い主の方

の責任においてということになっておるような、今の状況でございますけれども、そう

いうことで、やっぱり、こういう言い方をするとおしかりを受けるかもわかりませんけ

れども、当然、ペットを飼われているという方につきましては、そういう、飼うときか
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ら当然、生き物のことでありますので、死というのは訪れる、いつか訪れてくるもので

ありますので、それらも考えての、動物等の飼い方というものも、ご理解もいただいて

おかなければならないのではないかなというふうに思っております。 

  現在、そういう形で、そういう処理を、行政で処理をしていくというふうな形の設備

の整備というのにつきましては、今現在は考えておらないということで、ご理解をいた

だきたいと思います。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 結局はね、飼い主がちゃんとせえよと。行政は知らんよと、いうことと一緒

ですよね。そして、そんなの飼い主が責任を持つの当たり前やないかと、いう考え方で

きているんやと、いう答弁なんですよね。 

  地元の関係について言うても了承してもらえへんと、これもう、毎回同じことを言う

てるんです。本当に言うているんかどうか。本当に、何とか、そういった関係のことも

整理をしながら、環境の整備ということもあわせて考えていこうと。それで、最も斑鳩

らしい、町政を執行していこうという関係で、本当に取り組んでいるのかという、行政

は取り組んでいないというふうに言ってもいいんと違うか、今の答弁やったらですね。 

  そして、全く飼い主のマナーに依存していると。そしてお前らちゃんとせえ、お前ら

ちゃんとせえよということだけを言うて、行政の責任を果たしているというふうにとら

れて仕方がないんですけれども、そういうことでいいんかどうか。 

  それなら、せめて、そういう設備のある、例えば三郷でも設備があるわけですよね。

そして、ちゃんと、その後の、動物といえども霊の関係についても、ちゃんとそういう

設備し、敷地を用意している。 

  そういうとこと契約して、そういう処理をしているというふうなことにでも考えるの

かといったら、それも考えてない。全く、飼い主依存やというようなことで、この点に

関する限りは、行政不在と。 

  しかも、担当者、担当部長、そういうことでええんやないかと。飼う限りにおいては、

その後のことも考えて飼えよと、いうような言い方っていうのは、本当に、それでええ

んやろかということについて、疑問に感じるんやけどね。 

  少子高齢化の関係に、人間にこれ例えていって、そういうことを言うたら、これどな

いなりまんねやろ。大概、これは問題にされるでしょうね。動物やからええということ

になるんじゃないですか、そういう言い方というのは。いうような理屈も、それは成り
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立つと思うんです。 

  そういう意味からいくと、何とかやっぱり、今日の状態で、各家庭にはペットという

のは、ほとんどというていいくらい飼うてはるわな、犬でも。そしたらやっぱり、そう

いう要望なりにこたえて、考える。しかも、これは情緒教育その他の関係からも、ある

意味では、奨励すべきことなんでしょう、ペットのことなんていうのも。それを全く、

迷惑ものを飼うてるような関係で、しかも行政は全く知らんよというふうな態度。そし

て、それは飼い主がちゃんと責任を持ちなさいよと、それでこと足りるということで、

行政としての姿勢としては、いいんかどうかが、私は極めて疑問だと思うんですが。 

  そういうことしかしょうがないですか。今の、地元への、本当に折衝してるかといっ

たら、本当に僕は、折衝しているとは思えないんです。毎回、同じことを繰り返してい

るけど、それはここだけの答弁でそういうことを言っているだけなんです。何とかしよ

うという気が、ひとつもないんじゃないかというふうに言いたいんですけどもね。そう

いう状態にはなってませんか。 

  答えとうないようですから、もう結構です。策がないということだけ、聞いときまし

た。これは笑い事やないんですよ。本当に。 

○浦野委員長 ほかにございませんか。飯髙委員。 

○飯髙委員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、子育て支援の充実ということで、ブ

ックスタートの実施がされているわけですけれども、ことし、集団検診から個別検診に

変わったということで、先ほど、２１５名に対しての配本がされているということで、

実際、集団においては、ブックスタートで子どもに話しかけながら、本を読んで聞かせ

るんですけれども、そういった形で少なくなったということで、配本だけで済んでいる

んじゃないかなということで、このブックスタートの本来、意味するのが、要するに機

能が低下されているんじゃないかなとは思うわけですけれども、その状況について、ち

ょっとお聞きしたいんですけれども。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 現実的に、今、おっしゃっているとおりで、親と子の触れあいいう

のがだんだんと少なくなっている中で、子育て支援の充実ということで、乳児と保護者

を対象にですけども、親と子が絵本を介して触れあい、温かい、また楽しいひと時を持

てるよう、支援するということで、１５年の７月から始まりましたこの事業につきまし

て、年度始めに１人２冊の絵本を配布いたしまして、１６年度につきましては、２１５
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人ということで、親子の触れ合い、温かさの中で絵本を介して、ひと時を持ってもらう

というように、事業を取り組んでおるところでございます。 

  以上です。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 今現在においては、どうなっていますか。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 現実的に、この事業につきましては、親と子が触れ合うということ

がメインになっておりますので、年度始めになろうかと思いますねけれども、２冊の本

を相手方さんに渡して、触れ合っていただくように努めておるというところで終わって

おります。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 当然、親が子どもに読み聞かせするという意味においては、正しい形になっ

てくるとは思うんですけれども、実際、それが現実、されているかどうかということに

対しての把握は、どないでしょうかね。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 把握というよりも、当然、我々といたしましては、その本を配布す

ることによって、親と子が触れ合っていただいておるものと信じておるところでござい

ます。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 わかりました。 

  次に、乳がん検診の実施ということで、この間、マンモグラフィーが導入されたとい

うことで、従来、触診でされてて、プラス、このマンモグラフィーが導入されまして、

その受診者数がそれで増えたのかどうか。また、そのがん診断の結果、わかる範囲で結

構ですけれども、どういう形になっているのかということをお聞きしたいんですけれど

も。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 乳がん検診の件につきましては、１６年度につきまして、参加者総

数につきましては、１,７７２名、１８回、個別等の受診をされておるところでござい

ます。 

  今言われておりますマンモグラフィーにつきましては、１７年度からやっておるもの
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でございますが、５月から実施いたしまして、月に、午前、午後それぞれ１回ずつにな

りますが、５０名、５０名の申し込みをしていただいておるところでございますが、大

旨いっぱいというところでございます。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 反響の声というんですか、どんな声がありますか。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 当初、そのマンモを使うことによって、かなり痛みが伴うというよ

うなうわさもあったところでございますが、現実的には、さほど痛みもないし、胸の大

きい方が受けられて、例えば小さい方が受けられないの違うかというようなことの話も

聞いておったところでございますが、大旨の女性につきましては、今の段階では、すべ

て受けられておるというような状態でございます。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 最後になるんですが、美化推進活動の充実ということで、クリーンキャンペ

ーンがされてますけれども、１５年度が３回、１６年は２回と、ごみの量なんですけれ

ども、１回当たり、例えば立米数なり、トン数、どれぐらい。 

  例えば、平成１５年参加してますけれども、１回当たり平均して、１６年は１回当た

り何トンあったのか。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 まず、ページ数でいいますと、１７１ページなんですけれども、こ

のクリーンキャンペーンが、１５年度が３回で、１６年度２回になってますのは、クリ

ーンキャンペーンのうち、清流復活大作戦いうのが、環境対策課と建設課と下水道課で、

毎年、担当、回しておりますので、その関係で、１５年度は環境対策課が持ってたんで、

１回減ったような形になっておりますけれども、総数では変わっておりませんので、そ

の点だけご理解いただきたいと思います。 

  あと、クリーンキャンペーンの１回当たりのごみの量でございますけれども、平成１

６年の６月のクリーンキャンペーンで申し上げますと、可燃、不燃、粗大全部合わせま

して、３,５００キログラム、３.５トン出ております。大体、１回当たり、そのぐらい

の量が出てくるということでございます。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯高委員 過去において、どれぐらいが、今までのごみの量やったのか。今回は平成１
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６年度で３.５トンということですけれども。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 今、ちょっと手持ちの資料で、平成１５年度しかないんでございま

すが、平成１５年度では、可燃、不燃、粗大合わせまして、１,７９０キロでございま

した。 

  それから、１６年度は、約倍増しているということでございます。 

○浦野委員長 飯髙委員。 

○飯髙委員 クリーンキャンペーンをすることによって、恐らく、年々減っていくような

感じはするんですけれども、なかなか効果が、まだ行き届いてないというか、してるん

ですけれども、今後また、推進に努めていただきたいと思います。 

○浦野委員長 ほかにございますか。里川委員。 

○里川委員 １４２ページに、健診、幼児さんたちの健診について書かれているんですけ

れども、３歳児健診、以前からこの３歳児健診は、私、問題にはしてきているわけなん

ですが、ここにきて受診率がまた、１５年度と１６年度を比べまして、内科健診、大幅

にダウンしているんですよね。６６.８％。 

  このあたりについて、私、以前から３歳６カ月を過ぎてから、これ健診してくれはり

ますから、大体もう、幼稚園とか保育園とか行っている子どもも多くなってきて、個別

に町の方で、丁寧にやっていただく健診が受けてもらえないような状況にあるというこ

とも言ってきたと思うんですが、これ、集団健診との関係、数字の拾い方いうのはどう

なっているのかということ、まずそれをお聞きしたいと思います。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 この数字の拾い方と言いますか、要は、学校、幼稚園、保育所等で

されてない、保健センターで行われている数のみでございます。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 そしたら、幼稚園や保育園で受けている人以外の人数が対象者になってて、

そしてこれ、受診率がこうなっているという意味ですか。 

  何か、ちょっとよくわからないんですけれども。とにかく、前年度に比べて、こんな

に、１１.３ですか、１０％以上、受診率が落ちているということについて。しかも、

私は以前から、いろんな問題、子どもさんのいろんな問題については、早期発見、早期

対策をしてほしいと。子どもさんの将来を考えたら、早いうちに見つけて、早い対応を
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すれば、少しでもよくなる、少しでも可能性が大きく広がるんだということ、ずっと言

ってきているんですけどね。 

  このことについては、非常に残念な数字が出ているなというふうに思ってます。３歳

半過ぎてからの健診ではなく、３歳になってすぐ、３歳１カ月の時点で、是非やってほ

しいということは、前々からの私の要望ですけれども、一向に町の方は、それやってい

ただけない上に、こういう数字が出ているということについては、更に子どもさんたち

の将来について、私は心配をするということは申し上げておきたいと思います。 

  それと、歯科検診なんですけれども、歯科検診についても、非常に受診率が悪い状況

になってます。１歳半にしても、内科検診は受診率９０％を超えてますけれども、歯科

検診になると、これが、受診率が下がっているわけなんです。 

  ここは、もちろん就学前まで、歯科検診、歯科診療については、無料化を打ち出して

ます。ですから、歯医者さんに行っていただいたら、それはもちろん、無料で子どもさ

んたち受けれるわけですけれども、だからこそ、なお、そういった歯医者さんへ行かな

ければならない子どもさん、町の財政を考えたら、そういうふうに行かなければならな

い子どもさんを出さない努力を、町はもっとして、この受診率だって、もっと上げるべ

きであろうと。そういう努力をすることが必要なんじゃないかなと。 

  サービスをするのはいいんですよ。したげてくれはったらいいと思うんです。それは

拡大していくのは必要であるし、したげてほしいんですが、逆に、また町の財政から考

えたら、お医者さんに行く人を減らす努力をすることも、町としては、あわせてやって

いくべきだろうというふうに思っているんですが、歯科の受診率が低い、この辺はどの

ように対応をしてこられたのかということは、お尋ねしておきたいと思います。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 健康診査の幼児歯科健康診査ということで、虫歯の早期発見、予防

に努めまして、歯の大切さを認識する機会ということで、１歳６カ月、２歳６カ月、３

歳６カ月というふうにやっておるところでございます。 

  啓発等をする中で、現実的には、若干、年度ごとに落ちていっておるのは、受診率が

落ちていっておるのは確かでございますが、それにも増して、健康教育ということの方

に力も入れまして、歯磨き教室等、虫歯予防の正しい口腔ケアの指導、正しい食生活習

慣の確立に向けての支援等、保育園児、利用教室、または小学校の一、二年生を対象に

させていただいておるというようなところでございます。 
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  以上です。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 私は、とにかく何でも早いうちからやった方がいいということを考えてます。

早いうちからついた習慣というのは、大きくなってもなかなか消えませんので、せっか

くこうして１歳半、２歳半、３歳半とやっていただくのであれば、ここの受診率を上げ

るようにしていただきたいなというふうに考えます。 

  それと、内科検診については、この１５年から１６年のこの受診率の下がり方という

のは、私は大きな問題だというふうに問題視して見てますので、町の方が問題視してな

いというんやったら、これからまた、徹底的に、私はもっと追求をしていきたいと思い

ます。 

  この１６年度について、結果については、こういうふうに見させていただくというこ

とで、今は置いときますが。 

  続いて、１４３ページ、３歳児身体面精密検査の実施ということなんですが、これに

つきましては、受診者が１５年から１６年、大幅に増えている。元が少ないですからあ

れですけど、３倍になって増えているんですが、ただ、この身体面の精密検査というこ

とについて、私、済みませんが、認識がなかったもので、どういうケースの場合、この

検査を実施するのか、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 この関係の受診者につきましては、肺とか心臓の雑音、それとか視

力の低下、視野が狭くなるといったような関係のものでございます。 

  以上です。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 ということは、１６年度については、そういった、身体的に少し心配な方、

子どもさんが多く存在したというふうに理解をしたらいいわけですね。わかりました。 

  こういうことも含めまして、早く受診をしていただいて、早く見つけて、病気がひど

くならない。それと、発達なんかもそうなんですが、発達も、若干の遅れとかであれば、

早く見つけて、早く対応すれば、その遅れというのは、時間はかかっても取り戻すこと

が、可能性が広がるということ、こういうことについて、きちっと、町としても持っと

いてほしいんです。そういう認識を持って、やっぱりこういうこと、行政としてせっか

くしていただいているんですからね。ただやればいいのではなくて、やっぱりその認識
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を非常に、きちっと持っていっていただきたいいうこと、お願いしたいと思います。 

  それと、１４４ページにあります子育て教室、ちびっ子サークルの実施ということで

やっていただいているんですが、この子育て教室とか、わんぱく広場ってやっていただ

いているんですが、これについては、どういう開催の仕方のもの、活動内容ですね、こ

の辺について、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○浦野委員長 清水健康推進課長。 

○清水健康推進課長 健康教育の関係で、わんぱく広場、要は子育て教室ということでご

ざいます。これは、保護者同士の情報交換や、個別の育児相談等の場としまして、保健

センターを開放いたしまして、親の育児力を高めるよう、支援するということで、２歳

児までの子と、その保護者でございます。 

  それと、ちびっ子サークルでございます。この件につきましては、地域の各公民館に

おきまして、集団の遊びや育児情報を提供いたしまして、保護者が安心して子育てがで

きるように支援するというものでございまして、２歳から就園までの児童とその保護者

でございます。 

  以上です。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 ということは、これらは、行政の方が曜日とか時間を設定をして、設定した

ところにこういうことをしますよということで、集まってきていただいて、開催をして

いるという、そういう状況のものですね。 

  実は、小さい子どもさんのあるご家庭では、この機会ですので申し上げたいと思うん

ですが、お母さん同士、子どもを連れて遊びに行くのに、よく聞くのが、最近、河合町

の豆山の郷へ行ってよく遊ばれているらしいんです。何か、子どもさんが中で遊びまわ

って、お母さん同士お話されてとか、今日も豆山の郷行こかとか、何か私、複雑な思い

で、そうやって行ってやりはるのはいいんですけど、どうして斑鳩町にそういう場所が

求めることが、斑鳩町の親子さんがそういう場所を求めることができないのかなと思っ

て、非常に残念な思いで、よく豆山の郷へ行かれてます。 

  ですから、こういう、お仕着せのこういうものではなくて、自由に、いつでも親子で

来て、そこであいてる時間、遊べるとか、そういうようなスペースをつくっていくとい

うことが、今後、大事になってくるのではないかなというふうに思ってます。 

  特別なものが要るとかではなくて、少し、小さい子どもさんは、少しのスペースがあ
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れば、そこで走ることによって、かなりストレスが抜けたりしますのでね。ですから、

この辺の今後の開催をしていくにつれては、そういう状況というのか、心身の発達と、

心身の安定とか、そういったものを考えたときに、もう少しやり方を工夫していくべき

事業ではないかなということ、これは意見として申し上げておきたいと思います。 

○浦野委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。坂口委員。 

○坂口委員 済みません。１７０ページの合併処理槽の設置数のことなんですけれども、

設置基数２０基になっているんですけれども、これ２０基になると打ち切られているの

かどうか、補助金の方、をお聞きしたいんですが。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 予算の範囲内ということで、国の割当も２０基という形になってま

すので、２０基を超えますと打ち切らせていただいております。 

○浦野委員長 坂口委員。 

○坂口委員 すると、その年度中に２０基になると打ち切るということは、こうした場合

は、次年度に持ち越しということなんですかね。 

○浦野委員長 清水環境対策課長。 

○清水環境対策課長 持ち越しという意味じゃなくて、これはもう、あくまでも単年度補

助事業でございますので、その申し込んでいただいた後、着工していただいた部分が、

ものが補助対象になりますので、持ち越しといったことはございません。言いかえます

と、２０基を超えてしまうと、あとの方は、その年度中にしたいと思われる方につきま

しては、全額実費でしていただくということなります。 

○浦野委員長 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦野委員長 ないようですので、これをもって、第４款 衛生費についての審議を終わ

ります。 

  １５時まで休憩いたします。 

（午後 ２時４２分 休憩） 

（午後 ３時００分 再開） 

○浦野委員長 再開します。 

  次に、第５款 農林水産業費について、説明を求めます。藤本都市建設部長。 
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○藤本都市建設部長 それでは、第５款 農林水産業費につきまして、説明をさせていた

だきます。１７２ページからでございます。 

  農林水産業費全体といたしましては、予算現額１億３,９１１万８,０００円、決算額

１億３,０９１万１,４５１円で、執行率は９４.１％であります。 

  まず、第１項 農業費、第１目 農業委員会費でありますが、予算現額８２７万５,

０００円、決算額８０４万２,９００円で、執行率９７.１％となっています。 

  主な内容といたしまして、農業委員会の運営についてでございますが、毎月、委員会

を開催し、通常の農地転用及び農地利用にかかる案件の処理、審議を行っております。 

  また、遊休農地解消に向けての調査を実施するとともに、兵庫県西宮市の軟弱野菜の

輪作栽培、三木市の資源循環型農業につきまして、先進地事例の視察を行い、見聞を広

めるとともに、県等の主催による研修を受けるなど、委員としての資質向上に努めてい

ただいたところでございます。 

  次に、１７３ページ、第２目 農業総務費でありますが、予算現額３,８５６万４,０

００円、決算額３,８５２万４,２８４円で、執行率は９９.９％であります。主に、農

林関係に従事する職員の人件費等でございます。 

  次に、１７４ページから１７５ページでございます。第３目 農業振興費でございま

すが、予算現額６９５万８,０００円、決算額６８１万９,４６７円で、執行率９８％で

ございます。後継者不足による農業労働者の高齢化などにより、斑鳩町においても遊休

農地が増加していく状況であり、地域の農業の再編と、農村の活性化を図っていくこと

が、農業の振興と環境の保全を考える上で、ますます重要な施策となってきております。 

  このような状況の中、斑鳩町における新規作物の調査及び農作物の販路等、流通シス

テムの研究などを行い、実践活動として、学校等給食において、安全、安価な食材の提

供を行うとともに、農業者相互の営農実践交流の機会づくりなどに取り組んでいただい

ております斑鳩町の農業振興会等への支援を行いました。 

  また、農業を初めとする町内産業の従事者と、住民の交流を通じて、町内産業への理

解と認識を深めていく機会づくりとして、斑鳩町産業フェスティバルを１１月２７日か

ら２日間実施し、多くの住民との交流をしていただいたところであります。 

  次に、１７６ページから１７７ページでございます。第４目 土地改良事業費であり

ますが、予算現額７,４８６万８,０００円、決算額６,９４３万５,４８２円で、執行率

９２.７％であります。農業の経営合理化を図るための土地基盤の整備として、高安・
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幸前地区の農道整備、及び三井・高安地区の水路整備を実施いたしました。また、守谷

池の整備を平成１６年、１７年の２カ年事業として、土地改良施設維持管理適正化事業

を、国庫補助を受け、１年目の整備工事を実施しています。 

  次に、平成１５年度より進めております天満池の整備にかかる県営事業につきまして

の町負担金を支出いたしております。さらに、土地改良事業の支援といたしまして、農

業経営の合理化と、農業振興を促進するため、水路改修や水門の整備など、水利組合等

が行う７件の土地改良事業に対し、助成したものでございます。 

  次に、１７８ページから１７９ページでございます。第５目 生産調整推進対策費で

あります。予算現額６８６万６,０００円、決算額４７７万１,６７５円で、執行率６９.

５％であります。生産調整の円滑な促進を図るため、国の助成の対象となる生産調整実

施水田の５２．９４ヘクタールに対し、１０アール当たり６,０００円の助成を行いま

した。また、転作田団地化の促進といたしまして、生産調整の円滑な推進と転作営農の

安定化の推進を図るため、助成要件を満たした生産調整実施水田の１６.７ヘクタール

に対し、１０アール当たり３,０００円の助成も行っております。 

  なお、転作実施状況につきましては、農家の皆様のご理解とご協力によりまして、生

産調整目標の達成ができております。 

  次に、第６目 米穀流通消費改善対策費でありますが、予算現額８万円、決算額７万

１,５１４円で、執行率８９.４％であります。米穀の計画的かつ安定的な集荷を図るた

め、米穀の予定計画集荷数量の配分等に要した費用であります。なお、集荷状況は、記

載のとおりでございます。 

  次に、１８０ページ、第７目 有害鳥獣駆除対策事業費でありますが、予算現額３０

万円、決算額３０万円で、執行率１００％であります。農作物へ被害をもたらす有害鳥

獣を駆除するために、地元猟友会に委託し、ドバト等１８０羽を駆除いたしました。 

  続いて、第８目 地域農政推進対策事業費でありますが、予算現額１３９万３,００

０円、決算額１１５万３,８００円で、執行率８２.８％であります。農地流動化の推進、

担い手の育成等を図るための研修を実施いたしました。また、都市住民との農業の触れ

合いの機会づくりといたしまして、遊休農地を活用をしたレクリエーション農園の実施

を引き続き行ったものでございます。 

  次に、１８１ページ、第９目 遊休農地解消活用モデル事業費でありますが、予算現

額１５万円、決算額１５万円で、執行率１００％であります。斑鳩町の特性を生かし、
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集落での合意形成や営農組織を育成していくため、モデル事業を稲葉車瀬地区で実施い

たしました。 

  次に、１８２ページ、第２項 林業費、第１目 林業振興費でありますが、予算現額

１６６万４,０００円、決算額は１６４万２,３２９円で、執行率９８.７％であります。

松くい虫の防除でありまして、景観保全及び災害防止など、優れた機能を持つ森林を松

枯れから守るため、被害の状況を把握しながら、被害木の抜倒駆除を実施いたしました。 

  以上が、第５款 農林水産業費の概要でございます。よろしくお願いいたします。 

○浦野委員長 説明が終わりましたので、第５款 農林水産業費について質疑をお受けし

ます。 

  嶋田委員。 

○嶋田委員 農業委員会以外に、審議会等がありましたら、その報償費、教えていただけ

ますか。 

○浦野委員長 藤本都市建設部長。 

○藤本都市建設部長 農林水産業費で報酬関係については、ございません。 

○浦野委員長 ほかにございますか。中川委員。 

○中川委員 １７８ページの生産調整推進対策費が、３０.５％の予算額からいうと、決

算額減になってますが、どのようにしてこの３０.５％減になったのか、教えていただ

けますか。 

○浦野委員長 藤本都市建設部長。 

○藤本都市建設部長 生産調整推進対策のようなもの、推進ということで、１０アール当

たり６,０００円と支給をしておるわけですけれども、その実施面積の状況によって、

執行率が変わってくるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○浦野委員長 中川委員。 

○中川委員 実施面積いうのは、その都度によって変わってくるんですか。 

○浦野委員長 藤本都市建設部長。 

○藤本都市建設部長 １５年度には６８.６８ヘクタールということでございます。１６

年度で５２.９４ヘクタールになっております。単価的にも７,９００円から６,０００

円ということでございまして、実施面積の減になっているということでございます。 

○浦野委員長 中川委員。 

○中川委員 私、わからへんからちょっと教えていただきたいんです。 
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  この実施面積いうのは、５２.９４に減ってる分、その前年度分との差はどこへ消え

るんですか。遊んでまんのか。 

○浦野委員長 今西観光産業課長。 

○今西観光産業課長 １５年度、これ、基本的に１５年度の場合でしたら、減反制度いう

形で行っておりまして、平成１６年度からは生産調整いう形で行っております。いわゆ

る、今、質問者おっしゃられている減反、休耕を除いた転作面積の算出している面積で

ございまして、その年度ごとによって、地域に異なっていくいうことで、面積の変動が

おこっているということでございます。 

○浦野委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦野委員長 ないようですので、第５款 農林水産業費について、審査を終わります。 

  次に、第６款 商工費について、説明を求めます。藤本都市建設部長。 

○藤本都市建設部長 それでは、第６款 商工費につきまして、ご説明を申し上げます。 

  １８３ページからでございます。 

  商工費全体といたしましては、予算現額１億４,０７４万９,０００円、決算額１億３,

５８９万８,８７９円で、執行率９６.６％であります。 

  まず、第１項 商工費、第１目 商工総務費でありますが、予算現額３,５３４万円、

決算額３,３７７万６,４１６円で、執行率９５.６％であります。社会参加の促進、支

援を目的に、高齢者の方の豊かな知識と経験、技能を生かした就業機会を提供している

斑鳩町シルバー人材センターの運営や活動に対する助成、及び商工事業や観光事業の推

進に要する人件費でございます。 

  次に、１８４ページ、第２目 商工業振興費でありますが、予算現額１,６９５万２,

０００円、決算額１,６８５万３４１円で、執行率９９.４％であります。我が国の経済

は、輸出、生産の増加による企業収益の改善、顕著に推移する個人消費等により、景気

回復の途上にあるといわれていますが、最近の原油価格の高騰や、円高などが先行きの

不透明感が依然と解消されていません。また、斑鳩町域においては、中型小売店舗及び

コンビニエンスストアの進出、当該者の地区外への流出、事業主の高齢化、後継者難な

どにより、地域の基盤そのものの崩壊が危惧されるほどの深刻な事態に直面しておりま

す。 

  このような状況の中、地域経済活性化のための地域振興事業及び経済改善普及事業を
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中心に、金融、税務、労力の相談指導、経営講習会、研修会の開催等を行っておられる

商工会の活動に対し、補助を行うとともに、町内商工業者の経営の安定を図るため、債

務保証料の助成を行ったものでございます。 

  次に、１８５ページから１８６ページでございます。第３目 観光費でありますが、

予算現額１,０５５万６,０００円。決算額１,０３１万７,２３２円で、執行率９７.

７％であります。斑鳩町の観光振興を進めるため、桜まつり能を初め、多種多様な宣伝

誘致事業を展開している観光協会への支援が主なものであります。 

  斑鳩町は世界文化遺産である法隆寺を初め、豊かな歴史、文化遺産が存在する日本を

代表する観光地であります。この豊富な観光資源を利用した振興策を、観光協会が中心

となり、進めているところであります。 

  次に、１８６ページ、第４目 観光会館費でありますが、予算現額４０万３,０００

円、決算額３４万２,６６８円で、執行率８５％であります。斑鳩町の観光振興、及び

訪れる観光客の休息拠点として整備された観光会館の維持管理費であります。観光振興

の拠点としての役目としては、法隆寺ⅰセンターに移っておりますが、周辺自治会など

の地域住民の交流を目的とした会合などの場として、利用されている状況があります。 

  現在では、斑鳩町として、唯一町で管理している公衆便所と、地域住民の交流の場と

して、安全で快適に利用していただけるよう、維持管理に努めているところであります。 

  次に、１８７ページをお願いをいたします。第５目 消費者対策費であります。予算

現額５０万６,０００円、決算額４７万４,６６０円で、執行率９３.８％であります。

相談窓口を毎週木曜日に開設、住民の方からの相談の対応に努めてます。 

  相談件数は、昨年度より３２％増の８２件でありました。また、相談内容も、複雑多

様化しているほか、悪質業者の手口も巧妙になり、国民生活センター等の法律の専門家

に協力を得る中、対応に努めております。 

  一方、相談員の専門的な知識も必要といたしますことから、専門的な知識の収得のた

めの専門講座の研修にも、積極的に参加していただき知識の高揚を図っているところで

あります。 

  住民の方に対する消費者問題等の啓発活動につきましても、積極的に取り組んできた

ところでございます。 

  次に、１８８ページから１８９ページでございます。第６目 歴史街道ネットワーク

事業費でありますが、予算現額７１９万５,０００円、決算額７１５万９,１６３円で、
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執行率９９.５％であります。斑鳩の伝統的秋祭りの太鼓台を中心としたイベントふる

さといかるが秋祭りを、住民主導により企画し、実施に向けて進めてまいりましたが、

台風２２号の来襲で、思わぬ事態となり、やむなく中止することになりました。しかし、

当日は中止となりましたが、準備経費等、一定の費用は必要となりました。 

  また、１１回目となる太子ロマン斑鳩の里観月祭を９月２２日に開催をいたしました。

聖徳太子ゆかりの斑鳩の郷を発祥の地とする能楽「金剛流」により、公演を行い、日本

の伝統芸能の象徴である能楽への意識の高揚、継承と発信に寄与したものであります。 

  次に、１９０ページ、第７目 法隆寺ⅰセンター管理費でありますが、予算現額１,

８７０万２,０００円、決算額１,６３３万７,３２１円で、執行率８７.４％であります。

管理運営は、斑鳩町観光協会に委託し、適切な維持管理、運営に努めているところであ

ります。法隆寺ｉセンターは、斑鳩町の観光拠点の施設として、観光情報の提供、案内

を、観光協会及び観光ボランティアの方々により行っていただいており、観光客の皆様

には、大変ご好評をいただいております。今後の観光情報の発信の施設として、充実を

図ってまいりたいと考えております。来館者並びに利用状況につきましては、記載のと

おりでございます。 

  次に、１９１ページであります。第８目 観光自動車駐車場運営費でありますが、予

算現額９８８万９,０００円、決算額９４３万７,０７８円で、執行率９５.４％であり

ます。斑鳩町観光協会への駐車場の管理運営委託料が主な経費であり、例年の観光客数

を参考にし、観光シーズンの駐車予想台数を的確に把握する中で、職員の配置などを調

整し、運営に努めてまいりました。 

  次に、１９２ページ、第９目 緊急地域雇用創出特別対策事業費であります。予算現

額４,１２０万６,０００円、決算額４,１２０万４,０００円で、執行率は９９.９％で

あります。長引く景気低迷に対処するため、政府は、平成１１年度補正予算により、平

成１３年度までの間、緊急地域雇用特別交付金制度を創設し、また平成１３年度にはこ

の制度を継続するため、補正予算において緊急地域雇用創出特別交付金制度を新たに創

設し、平成１６年度までの間、雇用問題への取り組みがなされておりまして、斑鳩町で

もこの制度を活用し、平成１２年度より各種事業を展開してきたところでございます。

最終年度であります平成１６年度では、３事業の採択を受け、合計３８人の新規雇用を

確保いたしました。事業の内容といたしましては、平成１５年度から、継続事業であり

ますＩＴ・パソコン講習事業、福祉サービス現況調査、及び水道管路情報構築事業であ
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りまして、各事業の内容につきましては、記載のとおりでございます。 

  以上が、第６款 商工費の概要であります。よろしくお願いいたしたいと思います。 

○浦野委員長 説明が終わりましたので、第６款 商工費について、質疑をお受けいたし

ます。里川委員。 

○里川委員 １８４ページにあります商工会に対する支援で、１６年度、花火をやるとい

うことで、ここで商工会への補助金が１００万円増額になったと思うんですけれども、

花火はなかなか好評で、非常に、小さい子どもさんたちも、今年も喜んでおられたと思

うんですが、あの花火て、一体幾らぐらいかかってて、そして斑鳩町はその分、上乗せ

はされたものの、商工会の方で、どんなふうに花火やっていただくのにご苦労いただい

ているのかいうのが、私はよくわからないもので、その辺についてちょっと、町の方で

わかっている範囲で教えていただけたらなと思います。 

○浦野委員長 小城町長。 

○小城町長 これは子ども議会から、子どもさんの議会の中から、町のイベントで花火を

してはどうかという、子どもさんからの希望があったもんですから、１６年度、商工会

に１００万円ということで、花火代１００万円と。それで恐らく、花火も１００万円の

経費だと思ってます。 

  あとは、以前から商工まつりが遂行するように、フリーマーケットとか、あるいはま

た盆踊りとか、あるいはまた、そういういろいろな経費ですね、その経費でも、商工会

としては協賛金ですか、各うちわですね、業者の名前を書かれて、お金を集められて、

かなり費用がかかるということで努力をされているということで、町から１００万円を

出した分は花火代だと思ってます。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 その程度で済んでいるものなのか、私も相場がわからないので、それで済ん

でるものなら、それはそれでもういいんですが、参加をなさった方なんかが、ちょっと

おっしゃってたんは、多少、やっぱり地域の方々からも、その花火するからいうことで、

寄附なんかも、回らはってもいいんじゃないかと、そういうふうな意見なんかも出てま

したのでね。 

  今後、これから先も続けていく中では、またそういう住民さん言うてくれてはる声な

んかもあるということも、検討しながら、また商工会の方とも話し合っていっていただ

けたらというふうに思ってますので、また、ぜひお願いしたいと思います。 
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  それと、１つ見てて、私、ちょっと不思議な気がしたんで教えていただきたいんです

が。１９０ページ、ｉセンターの維持管理のところで、来場者のカウントをしていただ

いてると思うんですが、来場者が何人で、うち、外国人というとこまで書いていただい

ているんですけれども、こんなん、どんなふうにカウントしてはるのかなと思て、これ

見たときに、ちょっと不思議な気がして、理解が、自分もしにくかったんで、どんなふ

うなカウント方法をとっておられるのか、ちょっとお尋ねしておきたいなと思います。 

○浦野委員長 今西観光産業課長。 

○今西観光産業課長 ｉセンターの来場者数でございますが、カウント方法につきまして

は、窓口におります担当の者が、手計算という形でやっておりますので、正確な数字と

はいえない状態ですけども、こういった形で上げさせていただいております。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 手計算でも、来場者、一応、カウントするあれもありますし、大体、数はで

きるかなと思うんですけれども、うち外国人というのは、非常に微妙なカウントじゃな

いかなと思いながら、それでも一応、こういうふうにやってはいただいているんですが。 

  ちょっと、アジア系の外国人の方やったら、非常に難しいやろなと思って、それで、

見ただけではわかりにくいという状況もありますし、そういう点はもう、一応、気にせ

ず、見た感じで、見ただけで外国人だと、明らかにわかる方についてをカウントしてい

るというふうに見ればいいんですか。 

○浦野委員長 小城町長。 

○小城町長 それは、来場者というのは、観光ボランティアでカウントした数だと思うし、

また、アイセスというか、外国人の案内の関係が、恐らく１,９８８人、台湾からとか、

あるいは韓国から、そういうアイセスが受けられた関係が１,９８８人、そういうカウ

ントをされております。 

  だから、それ以外にもお越しになったと思います。ただ、それ以外にも、シルバー人

材も案内というのをされてますから、その関係は入ってないと思います。恐らく、観光

ボランティアでｉセンターに訪れられた関係でされた方々のカウントは、恐らく６万２,

００３とアイセスの関係が１,９８８人ということです。 

○浦野委員長 よろしいですか。 

  ほか、ございませんか。松田委員。 

○松田委員 この斑鳩町観光商工まちづくり構想の関係の方に、この間の建設委員会で配
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られた資料で、私どもに届けられているんですけれども、これは、平成１４年の３月と

いうことに書いてますから、予算的には、１５年度の予算ですか。 

○浦野委員長 今西観光産業課長。 

○今西観光産業課長 １５年度の予算でございます。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 １５年度の予算でつくられて、どういう格好で協議されてきたのかどうか知

りませんけれども、ようやくこれだけ、この関係が、それではこの決算の１６年度にど

う生かされてきたのか、この関係についてですね。いうことについて、ちょっと説明し

てくれませんか。 

○浦野委員長 藤本都市建設部長。 

○藤本都市建設部長 ここに記載させていただいておりますように、２００４年３月とい

うことで、１５年末にまとめ上げさせていただきました。１６年度予算計上の段階では、

今、その作業を進めている最中でございまして、特に、この部分を反映をしてきたと。

この中身について、ここに反映してきたというところについては、現在、確認はしてお

らないわけですけれども、先般、一般質問でありまして、当然、そのでき上がった段階

で、配布しておくべきだったかなと思うんですけれども、それが配付されていなかった

ということで、今回、配付をさせていただいたということで、まことに申しわけないと、

このように思っております。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 配付はまあ、いつでも結構なんですけれども、こういう構想ができて、本に

までしているという関係になれば、当然、実行されてこないと、こういうふうに本にま

ではなっているけども、本棚に皆、しまい込まれてしもてるという関係、今まで幾らで

もあるんですよね。 

  今回もそういうことに、これはなり勝ちやと。いろいろ、私は先ほど、終わりました

けれども、農業振興の中でも農業の関係で聞きましたけれども、この観光の関係につい

て、これは極めてあいまいなんですよ。ところが、ここでもいろいろ言っているんです

けれども、こういう関係は、どう実行されて、どのことが取り入れられてきたのか。 

  少なくとも、１６年度に、１５年度にこれをつくってしまっているとすれば、印刷代

かかったとしてみても、予算的な処置１５年度やってるんですから、１年間あるわけで

す。その間に、何を取り入れたんやと。あるいは、どれを、具体的に取り組もうとして、
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真に、１８年度だったら１８年度でいいですけれども、この中のどれを、今度、具体化

して、予算執行していこうとしているのか、いうことについて、その考えがあるんでし

ょうかね。 

  全く、私はこれを見て思うんですけれども、いろいろな面でこれと、この１６年度の

予算書の、決算の関係を見て、ちょっとも結びつかんのですよ。どういう段取りで進め

てきているのかということも、はっきりしない。こういうところに、結局は行政の、い

わゆる問題を考えると言われるところが潜んでいるんではないんかなと、いうような感

じがするんですよ。 

  ですから、このことについては、極めて、私はいかに、しかもこれが全く、今度の決

算に出てくる前に、決算前の委員会ですけども、所管の委員会で出されてくるという関

係について、一体どうなっているんやろなと、いうように思うんですけれども。 

  これ、立派なものができたて、一部、私、配ったに違いないと思うんですわ。いろい

ろ見てみると、また疑問があるんです、私は。だから、この辺について、本当に責任を

持って、こういうことをつくって、どこでつくったんやと、これは。どこで議論をした

んやと。この関係についてですね。 

  議会の関係については、こういう関係だというのを議論してますというのはどこで、

どういう報告をされてきたんや、いうことについて、ちょっと聞いておきたいんです。 

○浦野委員長 芳村助役。 

○芳村助役 この冊子、ご指摘のように、非常に斑鳩町観光・商業まちづくり構想という

立派な冊子をつくらせていただきました。これをタンスの奥にしもとくんやなしに、や

はり、これをこうして執行したということが、まず大切。いわゆる絵にかいたもちにな

らないようにやっていくということでございます。 

  まことに申しわけなかったわけですが、少し、タンスの奥にしまっておいたというこ

とで、謝る以外はないと、そのように思ってます。 

  ただ、そうする中で、やはり、平成１７年度に向かって、構想をどうしていくかとい

うことをまとめてまいりたいと、このように思っておるわけでございまして、この計画

につきましては、やっぱし新しい魅力をつくる、また、観光産業を育てるとか、魅力あ

る町並みや風景をつくると、おもてなし体制を整えるとか、いろんな構想があると思う

わけでございます。それを一つ一つはやっぱし、斑鳩町の観光、商業の施策の一環とし

て、やっていかねばならないと、このように思ってますので、この対策の調査研究につ



 

－ 97 － 

きましては、当然、担当課、いわゆる観光産業課を主として、建設課、都市整備課、ま

た各セクションの職員によって、つくっていくと、こういうことでございまして、また

専門家にもお聞きをする中で、つくらせていただいたわけでございますので、その中の

内容を十分把握しておるということでございます。 

  いずれにいたしましても、今後、生かしていきたいと、このように考えております。

これまで、こういうような立派な冊子、多くをつくったわけでございますけれども、そ

れが大きく生かしたものもございますし、生かせなかったものもあるということでござ

います。 

  だけど、これをつくるのには、相当な費用もかかっておるわけでございますので、あ

くまでもこれは１７年度施策に向かっての決算の一環としての資料にしていきたいと、

このように考えておりますので、まことに申しわけなかったと思うんですが、１年間、

タンスの奥にしまっておったことについてはわびる以外にないと、このように思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 これは幾らでできたんですか。幾らかかっているんですか、この本にするに

ついて。 

○浦野委員長 今西観光産業課長。 

○今西観光産業課長 平成１５年度に委託料として支払っておりましたのが３２９万９,

１００円でございます。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 ３２９万、これ何ぼつくったん。 

○浦野委員長 今西観光産業課長。 

○今西観光産業課長 １,０００部。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 これは、どのくらいかかわったきたんですか、期間は。本にするのについて。 

  ３月に書いてるけども、実際に刷り上ってきたのはいつなんですか。 

  今年の、あるいは１７年のいつになるの。 

○浦野委員長 今西観光産業課長。 

○今西観光産業課長 作成に当たっての順序でございますが、まず、住民意向調査なり、

関係団体なり、アンケートなりとって調査をする中で、商業及び、観光関係団体の意向
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調査を行って、また、あるいは町民の意向調査も行い、その結果をもとに、さらに斑鳩

町３次総合計画を基本にいたしまして作成しておるわけでございます。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 何月にできたんやて。刷り上って、できあがってたんやと。そんなこと聞い

てないんや。 

  これは、いわゆる３２９万かかっているということはわかりました。ただ、いつでき

上がってたんかはわからん。ところが、これは十分に生かして、今後の活動にしてきた

んやと、こう言うんですけれども、これ、矛盾ありません。 

  つじつまが合わんと思うんですよ、これね。結局は、あの中で私は問題だというのは、

議論をしたと言うんですけれども、斑鳩町の観光行政で一番問題点、ネックになるのは

一体何なんやろと。いうことについて、あまり分析がないんですよ。この辺については、

どうお考えになっているんでしょうか。 

  現在、斑鳩町の観光というのは、行政が携わっているんですけれども、何がネックに

なっているんやろ。本当に斑鳩町の観光として、少し、やっているのかどうか、いうこ

となんですよ。 

  個人的には、多少、見解も申し上げたいと思うんです。私は、斑鳩町の観光というの

は、全く観光という面についての具体的な実効性を行うものになっていないと思う。そ

れはなぜなのか、いうことから見ますと、行政と、法隆寺というお寺との関係がこれで

いいのか。問題がないのか、いうとやっぱり問題はあるというふうに思うんです。 

  住民からしますと、法隆寺のある町として斑鳩町、誇りを持つけれども、法隆寺をみ

んなで守っているんだという意識なんていうのは、本当に持てるような状態になってい

るかというと、そうでないと思うんです。お寺は全くお寺、そのことについて地域周辺

の住民の関係については、規制は受けて、窮屈な思いをしているけれども、何の恩恵も

持ってないという感覚の方が、むしろ強いんではないかというふうに思うんです。そう

いう中で、斑鳩町が観光ということで見ましたら、法隆寺のある町やなんて。人前で、

世間体にはいいですよ。ところが、観光として、本当に頑張っているような状況になっ

ているのかどうか、いうことは、そうでもないように思うんですよね。 

  この中でも、お寺との関係というのは、余り出てない。見て見ますと、歴史街道協議

会と、そして町とが、そして商工業者の関係とが連携して云々としか書いてない。ここ

のところに、僕は問題があって、やっぱり、みんなで法隆寺を、みんなでこの法隆寺を
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観光としていっていこう、いう関係に、実はなってないということが、一番のポイント

だと思うんです。 

  ところが、全体としては、斑鳩町全域が地域だということでありますので、あちこち

に寺も散在をしているし、いわゆる重要文化財にも指定されたりしているんですけれど

も、それに対する観光という関係については、具体的に何らないわけですね。はっきり

言や、施策も何もないわけです。 

  私は、こういうものについても、もうちょっと考え直して、ある時期にそういった関

係の人にご協力を願って、そして一斉に対応をするような時期を見て、いわゆる散策ル

ートの中に入れて、この間だけでも協力をしてもらえるというような街道をつくるとか、

あるいは、コスモスなんかつくっていったりするのは、その時期が１つの目度というな

ら、そういう目度として考えるとか、いうようなことがあってもいいと思うんですよ。 

  ところが、それとまた、ところによっては、やっぱり観光地として、地域性を出すと

いうことでは、歩道ひとつの舗装にしても、場合によったら、陶器なんかも生産を中止

にしているところも、市町村ですと、陶器を利用した歩道の整備とかいうのを行ったり

ですね。 

  あるいは、防犯灯というのをここでやかましく言ってますけれども、同じこういうも

のにしても、ひとつの地域性を出した、いわゆる街路灯ですか、街路樹ですか、そうい

う関係にしてみたり、いろんな工夫をされているんですね。 

  例えば、明日香の関係にしても、ご承知のように、棚田とかかしという関係で、棚田

の耕作については、かなり人員不足の問題あるけど、ここでいう、いわゆるシルバーの

ような関係ですよね、ある意味では。シルバーではない、一口何とかという耕作者の関

係をつのって、そして農地に親しんでおられるし、そして観光に役立つし、いうふうな

格好でやっておいでになる、いろいろな方法があると思うんです。 

  どれひとつとってみても、そういうことに斑鳩町なってないという関係があるんです

ね。そして、結局が、いろいろ考えていくこと、考えてだけいるようです。考えてはい

るようで、こんなことはつくってはいるんですけれども、ここまではいいんです。これ

から先が、もう全然ないんです。しかも、私、しつこく言いますけれども、私はこうい

う同じことを言ったことがあるんです、今日までも。それは、西里の整備事業の関係で

こんな本つくったものあるわけです。前に。ところが、それは１０何年間か、本棚にし

まいこんだまま。それでようやく、去年あたりからこの街路整備をしかけて、電柱地下
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化というようなことをやってきたんですね。またもや同じことをやろうとしているんじ

ゃないか。そして、たまたま決算の審議の前にこれを配ってくれて決算の概要について、

全然共通してない。全く違うとは言いませんよ。違うとは言いませんけどね、なかなか

活用された内容の、指摘している内容を取り入れた問題にはなってない。 

  いうように思うので、こういうところに、お互いに反省をし、適確に対応していくと

いうスタイルをとらないと、積極性がないから、斑鳩の観光というのは一体何だと。だ

から、何の関係のように、いわゆる社会福祉協議会の理事長について、正しく理解して

くれない姿が出たりするのと同じように、観光協会長の関係もそういうことを言われる。

だから、そういうことについての弊害がもしもあったとするなら、これはなぜなのかと

いうことになるんでしょうけれども、私はやっぱり、行政の長であり、町長が観光協会

の会長としてやって、事務局は独立させていくと、いう関係があるが、そうであれば、

ひとつひとつ、やっぱり基礎をつくろうとしていることですから、それの上に立って、

ひとつの指方向というものが明確にプラスができるとするなら、そのことに具体的に実

行していくという、強い指導力が発揮されなければならないし、その上に立って、皆さ

んも仕事をしてくれらにゃいかんではないかというように思うんです。 

  ところが、そうではない。全く机上の計画、形式的にこういうことだけは進められて

いる、こういうことには抜け目ないんです。斑鳩町はもう、それは。ところが、その場

限りに、実は終わっています。いうように思って、そして、これらの関係も、具体的な

実効性というものが伴ってこないというところに、最大の私は問題点があるんじゃない

かと、いうように思うんです。 

  こういう点については、先ほどから助役がお答えになってますから、あえて答弁を求

めようとは思いませんけれども、もう少しその辺について、真剣に考えて対応するとい

うことにしてもらわないといかんのじゃないかなというように、特に私は指摘しておき

たいと思うんです。 

  ということについて、意見があるようなら言ってください。封じるつもりはありませ

んので。 

○浦野委員長 芳村助役。 

○芳村助役 今、いろいろご指摘いただいております。 

  まず、この斑鳩町観光・商業まちづくり構想。これは、平成１５年度予算で実施いた

しました。ということは、アンケート調査も含めまして、平成１５年度中に実施できた



 

－ 101 － 

ということでご理解願いたいと思います。 

  また、今、大きなご指摘いただく中で、やはり、町といたしましては、観光の施策、

振興につきましては、これまで待ってたということではないわけでございまして、観光

というものについても、観光地域の情報発信ｉセンターも入れました。そういう中で、

またボランティアの方々が大きな活動もいただいております。そういうことも含めて、

ボランティア育成にも努めてきたと、こういう状況でございます。 

  また、観光拠点の関係につきましても、ルート整備、これも先ほど評価いただきまし

た歴史街道につきましてもやってきましたし、また、６ルートですか、そのルートの遊

歩道の関係についても、積極的に取り組んでまいってきたわけでございます。 

  また、まちづくりについての共存、これが必要でございます。そういう中でも、やは

り町長がいつもおっしゃってますように、斑鳩というのは、非常に歴史的に由緒のある

町、文化的な町、これをやっぱり観光地につなげていくということから、どうしてもや

っぱり、散策型を必要とし、また、回遊型の誘導も、これも必要であるということも言

っておられまして、そういう中でのリピーターを確保するということもやってきたわけ

でございます。 

  そういう中の、いろいろな面にしてもやってきました。ただ、今、松田委員のご指摘

のように、この中についての細かい構想について、非常に欠けたことは事実でございま

して、こういうこともすべて、これをやっぱりこれから生かしていくということが大切

であると、このように考えておるわけでございますので、これによる基本構想に基づき

まして、やはり積極的に取り組んでいくということが必要であろうと思います。 

  先ほどもご指摘いただきましたような、歴史的伝統、町並み保存でしたか、そういう

形の構想もつくったわけでございまして、西里地域、龍田地域の構想も、この冊子だけ

で終わったということもございます。そういう指摘もございました。そういう中で、や

はりあとになりましたけれども、そういう形の、若干前向いて進んだということもござ

いますので、やはり、当然、この構想をつくるとすると、４００万円近くの金を、投入

いたしまして、この構想をつくった以上は、やっぱりこれを生かすということ、これは

ご指摘のとおりでございますので、また委員の皆さんの力を借りながら、今後に向かっ

て進めてまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくご理解願いたいと、

このように思います。 

○浦野委員長 松田委員。 
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○松田委員 言うておきたいと思いますけれども、いろいろ言われるけど、斑鳩町が今日

までとってきた、斑鳩町を守ろうということでとってきた施策の中で、１つの例を挙げ

ますと、やっぱり遊興・娯楽という関係での建物は、できるだけやめようと。作らさな

いでおこうと。それから、斑鳩町における工場という関係については、余りふさわしく

ないと。だから、工業化というものについては、できるだけそういう用途指定というの

はしないでおこうと。それから、旅館の関係にしても、モーテルなどについて、一時あ

ったけども斑鳩町が猛反対をして、やっぱりモーテルなんかというのは、旅館その他の

関係といったら、できるだけいかがわしいと言いましょうか、観光中心の、集客中心の

そういったものについて、やめようというような関係でずっと来ているわけですよね。 

  それで、斑鳩町らしいまちづくり施策、観光施策、こういうものを目指してきている

わけですから、取り扱い方によっては、この関係によっては、そういう面についての、

特にしてきたというよさというものが強調されてないわけですよね。そして、それを、

今言われているような関係で、ぜひとも実行していくんだ、具体的にとなれば、損なわ

れる要素というのは、多分に出てくると思うんです。 

  そうだったら、それは斑鳩町の観光施策ではないわけなんです、本来。そういうもの

について、どうして、いわゆる斑鳩町の関係ついては、静かな観光地、集客を中心にし

たにぎやかな、いわゆる一般にいう浅草式の観光ということを考えているわけではない

わけでしょう、ある意味で。そういう特徴というものを、もう少し、やっぱり生かした

系統になっていかないといけないんじゃないかと。そういう視点というものが、本当に

あるのかどうか、いうことになってくると、やっぱりこれからの関係については、私、

そういう点も十分に配慮していかないと、過剰な、遊び心だけを強調したまちづくりと

いうものは、決して観光ではないと。斑鳩町が目指す観光ではないということについて、

きっちり位置づけをした上で進めていく必要があるんではないかと。 

  そのためには、もっと議論を尽くしておくべきと違うんかなというように、私は思い

ます。 

  以上、意見だけ申し上げておきます。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 いいですよ。言うんだったら、また僕も言いとうなるしね。言いわけはいい

んですよ。 

○浦野委員長 藤本都市建設部長。 
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○藤本都市建設部長 ちょっと、おしかりを受けるかもわからんですけど、今まあ、悩み

もあるんです。その辺をちょっと聞いていただきたいなと、このように思います。 

  先ほど、コスモスの話が出ました。昨日、そのコスモスで相当議論したんです。これ、

なぜかと言いますと、農業関係とコスモスという関係が出てくるんです。そうしたとき

に、観光客、散策型ということで、僕ら自身は散策型ということで地元の方、言われた

方に対して、今の現状の擁壁の立ってない、のり面に草が生えている、そういう状況が

いいんですと。そこを散策してもらいます。 

  それでは、観光客が来られると、地元としては困るんです。４メートルの道路にして

ください。そこへ歩道をつけてください、こういう話になるんです。 

  それであれば、意味がなくなるんですね。だから、どうしても調整をしていくつらさ

が出てくると。できるだけ、今の現状の中でご理解願う努力を、今現在、していると。

一定、これからコスモスの栽培を進めていくに当たって、町と地元の代表の方と十分調

整して、観光客も気持ちよく帰ってもらう努力をしていこうということで、最終はまと

めたんですけれども、やっぱり、相当、地元の方にすれば、ちょっと不満も出てくるか

と。だけど、観光客の、来る人はもう、以前から、いつごろが見どころですかいうて、

しょっちゅう観光産業課の方に電話がかかってくると。それに対して、いつごろですと

答えますね。そのときに大体ピーク、集中してますから、どうしても人間関係というこ

とで、そういう苦情が発生すると。 

  そういう苦労をされているということについて、ちょっと聞いていただかないと、こ

のように思います。 

○浦野委員長 松田委員。 

○松田委員 そうしますと、僕は少なくとも３２ページに書いてますように、ここで斑鳩

の里の風景の保全というところに書いているんですよね。そして、景観形成作物の推進

では、三塔周辺におけるコスモスを栽培推進し、だれもが親しめる斑鳩らしい風景、景

観の形成を図り、町内外からの来訪者にも好評を得て、観光資源としても定着をしてき

ていますというふうに評価をしているわけですよ。評価をしてきているという関係で、

そこで悩みはないという関係を書いて、こういうことがあるんだというんならいいんで

すけれども、実施をした関係についても、その評価をし、またこっちに評価についても、

こういうことを特に強調しているということで、悩みを聞けと言うてみたって、そうい

ったことを書くべきなんです、本来。 
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  こういう区分けをしながら、しかしこれは１６年度の関係のもので、その当時の関係

を見ますと、担当部長でなく課長、部門的なね、あったいう立場から、それはわかりま

すよ。あなた、こう書いてくれて、頭に来たんだということはわかるけどね、ところが、

こういうふうに書いてて、だから私は、正直、その評価の関係について、きっちり書く

べきやと。その上に立って、理解を求めることをしないとだめだということを、常にこ

う言っているんですね、きのうからも。 

  ここに書かれている、これはもう、具体的な項目じゃないし、総括の評価のとこで書

いているわけ。各施策のところでは、そのことについては触れていないんですよ。そう

いう関係で、一貫性が常にないよということを、私は指摘をしてきているんですからね。

そのことが、いまだに十分に理解をしてもらっていないということを言わざるを得ない

というふうに思うんです。 

  以上で終わります。 

○浦野委員長 松田委員の方から、基本的な観光事業に取り組む姿勢言いますか、コンセ

プトについて、もう１冊の本になるぐらいの貴重なご意見をいただいてますので、理事

者の方、よろしくお願いしたいと思います。 

  ほかに、ご意見ございますか。里川委員。 

○里川委員 どれというのではないんですけれども、私、一般質問もしている関係で、ち

ょっと確認をさせていただいておきたいんですが。 

  １６年度では、若者、青年の仕事対策というんですか、雇用対策の中で、ジョブカフ

ェというのが、奈良でもやっていただいているんですが、ここではシルバー人材センタ

ーの充実とか、高齢者の方の働くという問題も取り上げてやっていただいているんです

けれども、今、ニートと呼ばれる若者がたくさんいてる問題、そして、なかなか正規雇

用がしてもらえず、アルバイト、パートをしている若者、学校を卒業してからでもね。 

  そういった問題の中で、やはり、せっかくジョブカフェがあるのなら、活発に活用し

てもらうべきであるということを、私たちは提案してきてるんですが、１６年度でそう

いった提案をさせていただいたときに、その後、何か、特にこのジョブカフェに対して、

啓発、啓蒙について、していただけているのかどうかというところ、確認をさせていた

だけたらと思います。 

○浦野委員長 今西観光産業課長。 

○今西観光産業課長 ６月に一般質問でも、ジョブカフェの件で質問ありました。その後、
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ジョブカフェとも、町広報にもその後、６月ですかね、掲載しております。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 私、午前中にも申し上げたと思うんですが、町の広報でやっていただく、親

御さんはそれを見られるかもわからないんですが、なかなか、そういった子どもさんが

広報を見ていただけるかというたら、なかなか見ていただけない。 

  かといって、親がそれを見て、子どもにこうやで、ああやでと言って、なかなか子ど

もはそういうものを素直に、そうかというような状況にないケースが多いんですよね。 

  ですから、そこのところは、県がホームページなどで、どんなふうにしているのか。

また、町も、若い人たちというのは、意外とそういうインターネットの関係では、しか

も家によくいてやる子は、何か、すごくよく見てやるみたいやから、やっぱりそういう

ことも利用しながら、午前中と同じようなことになるんですが、やっぱり広報、啓発啓

蒙というのを、いかに行政も工夫して、上手にやってもらうか。 

  これ、ちょっとでも働こかと思ってくれはって、働いてもうた方が、町としてもいい

わけですからね。一定の収入を持っていただいた方には、町税も納めていただけるわけ

ですしね。やっぱり、みんなで、しかも長い人生のスパンで考えたら、そうやってきち

っと、自分のことは自分で責任持って働こうという意欲を持ってもらえるかどうかいう

のは、重要な問題ですので、そういう青年が斑鳩町に、実際いてはる話を、私、何人も

聞いてますので、私らも、いかにそういう人たちに仕事をしてもらえるようにしようか

と、いろいろ私たちも思うわけですけれども、だけど、せっかくそういうジョブカフェ

とか、そういうものがあるのであれば、広く紹介していっていただきたい。 

  １６年度に私は、そういうことでも一般質問もさせていただいてますけれども、やっ

ぱり取り組みとしては、そういった問題は教育委員会が考えるのかなとか、次世代育成

支援で、福祉課が考えるのかなとかではなくて、本当にそういったかかわりのある課が

協力して、いかにそういう青年を、斑鳩町で増やさない、減らしていくという、そうい

う感覚を持って、もうちょっとジョブカフェの広報なんかについては、積極的に紹介し

ていっていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。 

○浦野委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦野委員長 ないようですので、これをもって、第６款 商工費についての審査を終わ

ります。 
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  次に、第７款 土木費について説明を求めます。 

  藤本都市建設部長。 

○藤本都市建設部長 それでは、第７款 土木費について、説明をいたします。１９３ペ

ージからでございます。 

  土木費全体といたしましては、予算現額１７億６,５８３万４,１９９円、決算額１３

億９,９８８万１,８１５円、執行率７９.２％となっております。次年度へ３億５,２６

６万９,６４３円を繰越をいたしております。内訳といたしましては、道路橋梁費の未

登記道路整理事業として３５０万２,０００円、都市計画費の法隆寺線整備事業で２,２

６３万２,６４３円、法隆寺門前広場整備事業で３,４５３万６,０００円、ＪＲ法隆寺

駅整備事業２億９,１９９万９,０００円でございます。 

  まず、第１項 土木管理費、第１目 土木総務費でありますが、予算現額１億３１６

万７,０００円、決算額１億２０８万６,４４４円で、執行率９８.９％であります。主

に人件費関係でありますが、その他につきましては、使用料及び賃借料で、土木工事に

かかる設計及び積算を迅速かつ適正化を図るためのパソコン活用の経費であります。ま

た、職員の専門的知識や技術、機能の能力向上を図るための研修会への参加費、並びに

図書の購入費でございます。 

  次は、１９４ページから１９６ページでございます。第２項 道路橋梁費、第１目 

道路維持費でありますが、予算現額６,７７０万２,０００円、決算額６,４０２万２,３

５６円で、執行率９４.５％であります。工事請負費でございますが、道路の維持管理

補修といたしまして、特に舗装の路面が悪いところは、路線的に舗装補修を行い、また、

定期的に巡回を行い、道路側溝等の補修等に努める一方、路肩の草刈り等を行い、交通

の安全確保に努めたところであります。また、未登記道路敷地の整理につきましては、

土地利用等の機会をとらえ、地権者と協議し、１３筆の所有権移転を行ったところであ

りますが、今後も引き続き、道路の適正管理に努めるため、整理に努力してまいりたい

と考えています。なお、阿波２丁目地内道路の登記事業として、３５０万２,０００円

を次年度へ繰り越しをさせていただいております。 

  また、地方分権推進計画に基づく法定外公共物譲与につきましては、本年度でその手

続を完了し、国有水路７６１路線、里道１,２２０路線の無償譲与を、国より受けたと

ころであります。 

  次に、１９７ページから２００ページでございます。第２目 道路新設改良費でござ
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いますが、予算現額３億４,００４万７２０円、決算額３億３,８９２万３,２３８円で、

執行率９９.６％であります。町内道路のネットワーク化及び安全で安心して通行でき

るように、本年度から新たに新道路整備５カ年計画として、継続路線及び新規路線を合

わせた１１路線を設定いたしました。また、幹線であります６メートル計画道路等の整

備に努めたところであります。内訳といたしましては、５カ年計画道路として、６路線

で改良延長８５５メートル、舗装面積で５,２９９平方メートル、用地買収面積で１,７

７２.１１平方メートルでございます。 

  ６メートル計画道路としての３路線は、土地利用に伴い、ご協力いただきましたもの

で、３路線改良延長６４.３メートル、舗装面積で２３９平方メートル、用地買収面積

で４２．６４平方メートルでございます。 

  その他道路として、７路線で改良延長８５.６６メートル、舗装面積１,６４９平方メ

ートル、用地買収面積として８８２.３９平方メートルでございます。 

  次に、２０１ページをお願いいたします。第３目 道路維持費でございますが、予算

現額３万７,０００円、決算額３万６,７５０円で、執行率９９.３％でございます。 

  竜田川下流にかかる油屋橋の車止めを設置したものでございます。 

  続きまして、２０２ページでございます。第３項 河川費、第１目 河川総務費であ

りますが、予算現額４８７万円、決算額４６５万５,０４６円で、執行率９５.５％であ

ります。住民活動の支援として、地元において実施していただきました河川清掃に伴い

ます土砂処理（３３地区）を行ったもの。また、治水対策の充実として、住環境の促進

を図るため、受益者が自発的に施行した水路改修工事の３地区に対し、支援したものが

主なものでございます。 

  次に、２０３ページでございます。第２目 河川維持費でありますが、予算現額１４

９万６,０００円、決算額１３９万２００円で、執行率９２.９％でございます。安全で

快適な日常生活をすごしていただくためには、排水機能を保持するため、水路補修工事

を行ったところであります。 

  次に、第３目 河川改良費でございます。予算現額１,０００万円、決算額９７６万

９,５１５円で、執行率９７.６％であります。内水排除として、水路改修工事を行い、

環境整備に努めたところでありますが、今後におきましても、引き続き、内水排除のた

めに、水路整備を行ってまいりたいと考えています。 

  続いて、２０４ページから２０５ページでございます。第４項 都市計画費、第１目 
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都市計画総務費では、予算現額３億３,４８４万５,０００円、決算額３億１,０９０万

８,１５２円で、執行率９２.８％となっております。人件費以外に、主な執行といたし

ましては、都市計画道路の整備に要する経費であります。計画的な市街地づくりとして

特定保留区域に指定されている新家地区につきましては、ＪＲ法隆寺駅周辺整備と、あ

わせて関係機関及び地権者との調整を進めたところであります。 

  また、町内の幹線道路となる都市計画道路の整備に対する取り組みでございます。国

の直轄事業となっているいかるがパークウェイにつきましては、小吉田モデル区間から

西側へ、竜田川までの稲葉車瀬区間の約６００メートルにおいて、事業を進めていただ

きました。 

  １６年度は、用地の取得が重点的に進められ、物件の調査などが行われた後、協力依

頼が進められ、面積にして７０％を収得をされたところでございます。 

  また、事業推進において、住民の皆さんの意見を聞かせていただく組織として設置さ

れておりますいかるがパークウェイ推進協議会も、２回開催をさせていただきまして、

モデル区間の開通後１年が経過したことから、各ゾーンごとの歩道や植栽などの整備内

容についてご意見をお伺いし、いかるがパークウェイ全線の景観に関する検討の資料と

するためのアンケートの実施方法等について、種々ご意見を賜ったところでございます。 

  また、モデル区間の維持管理につきましては、完成した美しいモデル区間を、常に良

好な状態に保つために、地域住民に一定区間の清掃などをお任せし、国や町がその活動

をサポートしていこうという、国のボランティア・サポート・プログラムによるボラン

ティア団体の「桂の会」で、歩道や植栽帯の清掃を、月２回行っていただいているとこ

ろでございます。 

  次に、法隆寺線の整備でございますが、国道２５号から服部土地区画整理事業区域内

まで、６８０メートルの区間において整備を進めているところでございます。龍田南２

丁目地内と、服部土地区画整理事業地内において、舗装工事等の上物整備を行い、平成

１７年４月に、この部分の供用を開始したところでございます。用地の確保につきまし

ては、１軒の宅地において、補償協議が整ったことによりまして、現在、移転していた

だく建物を建築していただいているところであります。１１月末には、土地の引き渡し

を受けることとなってございます。 

  また、事業協力に難色を示されていた宅地についても、補償額を算定するための建物

等の調査を行うことの了解が得られ、先日、調査が行われたところでございます。今後
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も、当該６８０メートルの区間において、早期に全線の供用開始を行えますよう、事業

の一層の推進に努力をしてまいりたいというふうに考えております。 

  なお、２,２６３万２,６４３円を次年度へ繰り越しをさせていただいております。 

  次に、２０５ページの第２目 公共下水道費でございます。 

  予算現額３億５,１２５万７,０００円、決算額３億４,８０４万９,０００円で、全額

公共下水道事業への繰出金でございます。詳細につきましては、特別会計にて説明をさ

せていただきます。 

  次に、２０６ページでございます。第３目 都市下水路費についてでございますが、

予算現額２３０万円、決算額２２６万６,９５０円で、執行率９８.６％であります。都

市下水路５路線の浚渫作業を実施し、都市下水路の維持管理を行っています。 

  第４目 公園費でございますが、予算現額９１９万５,０００円、決算額７６８万６,

４９０円で、執行率は８３.５％でございます。主に公園の維持管理費用でございまし

て、上宮遺跡公園や大和川第一緑地を初めとする公園・広場施設の維持管理を行うとと

もに、自治会が管理する公園についても、遊具等の補修にかかる費用に対し、助成した

ものであり、地域住民の憩いの場として、安全で快適にご利用いただけるよう、適切な

維持管理に努めてまいりました。また、土塀を復元することによって、西里地区の歴史

的な道筋の補完として、整備を完了いたしました西里公園と、服部地区土地区画整理事

業区域内の３公園を、町へ帰属を受けたことから、これら４公園を、平成１６年度にお

いて都市公園として追加を行っております。 

  次は、２０７ページでございます。第５目 都市計画審議会費でございます。予算現

額３１万２,０００円、決算額１４万７,６００円で、執行率４７.３％となっておりま

す。執行いたしましたのは、すべて委員報酬でありまして、平成１６年度は、ＪＲ法隆

寺周辺整備事業及び市街化調整区域における新たな開発許可基準の策定に伴う県条例制

定にかかる報告を行い、種々、ご意見を賜ったところでございます。 

  次に、２０７ページから２０８ページでございます。第６目 開発指導調整費でござ

いますが、予算現額８０万５,０００円、決算額７１万３,２１３円で、執行率８８.

１％となっております。都市計画等、関係諸法令及び町開発指導要綱に基づき、より良

好なまちづくりの推進に努めたところであり、違反広告物の撤去、また屋外広告物許可

申請にかかる処理事務を行い、町の美観維持にも努めてまいりました。 

  違反広告物の撤去におきましては、パトロールの強化を図るために、斑鳩町環境保全
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推進委員に、違反広告物の掲出状況の報告の協力を求め、違反広告物の迅速な撤去にも

努めております。また、簡易除却等を行った広告物等の保管、公示、売却等にかかる手

続の整備や、屋外広告物の耐久性の向上から、許可期間の延長などに関し、奈良県屋外

広告物条例が改正されましたことから、町におきましても、許可期間や許可申請などに

対する審査に要する手数料や、除却を行った広告物等にかかります保管や廃棄などの手

続をするために、斑鳩町手数料条例の一部を、斑鳩町並びに屋外広告物条例施行規則の

一部、斑鳩町違反広告物処理要領の一部を改正をいたしました。 

  次に、２０９ページから２１０ページでございます。第７目の景観保全対策事業費で

ございます。予算現額９,５８８万３,４７９円で、決算額５,７５９万２,３４０円で、

執行率６０％となっております。法隆寺門前広場の整備事業で、３,４５３万６,０００

円を次年度へ繰り越しさせていただいております。 

  まず、花と緑のネットワークづくりとして、花と緑あふれる潤いのある地域づくりに

向けて、ＪＲ法隆寺駅前広場に配置しているプランターの植栽管理を行ってまいりまし

た。また、身近な緑化の推進といたしまして、町の花であります「さざんか」を小学校

の入学記念樹として配布するとともに、産業フェスティバルにおいても、ザクロの苗木

を配布し、緑化の推進を図るとともに、その意識の高揚に努めてまいりました。歴史的

風土、町並み保全といたしましては、法隆寺周辺の歴史的町並みの保全を図るために取

り組んでおります、法隆寺・藤ノ木線の整備につきましては、電線類の地中化が完了し、

自然色舗装や石張りによる舗装整備により、周囲と調和した道路整備を、約２６０メー

トルの区間において行ったところであります。残区間につきましては、秋の観光シーズ

ン後に整備を行う予定をいたしております。 

  また、法起寺や法輪寺周辺などの自然景観や歴史的景観と一体となった地域において、

潤いと安らぎが感じられる風景や景観の形成を図るために、取り組んでおります景観形

成作物でありますコスモスの栽培につきましても、５地区の方々に協力をいただく中で、

２万９,６８５平方メートルにおいて、実施してきたところでございます。 

  県事業の法隆寺門前線の整備とともに、法隆寺門前の風致景観の維持、保全のために

取り組んでまいりました法隆寺門前広場の整備につきましては、法隆寺門前線の整備が、

平成１６年８月に完了したことから、年度内での整備完了の予定で、広場整備箇所の発

掘調査に着手いたしましたが、貴重な遺物が出土したということで、発掘調査の範囲を

拡大し、期間も長くなったことから、広場整備の発注を、平成１７年２月に行い、現在、
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秋の観光シーズンまでに整備完了の予定で進めておりまして、現在、完了しているとい

うことでございます。 

  次は、２１１ページでございます。第８目のＪＲ法隆寺駅周辺整備事業であります。

予算現額４億４,１０９万９,０００円、決算額１億４,８９４万６,８５２円で、執行率

３３.７％となっております。２億９,１９９万９,０００円を次年度へ繰り越しさせて

いただいております。当町の玄関口にふさわしい魅力ある交通拠点として、住民や来訪

者が、安全に、安心して駅を利用できますように、駅舎のバリアフリー化や駅前広場、

駅へのアクセス道路など、駅周辺を一体的に整備するものとしております。駅舎橋上化

と、自由通路の設置につきましては、大和路線法隆寺駅自由通路新設工事協定、及び大

和路線法隆寺駅橋上駅舎工事協定をＪＲと締結し、ＪＲにおいて、平成１６年度、平成

１７年度の２カ年の予定で、配線形態の変更、２面３線より２面２線化への工事が進め

られておりますが、平成１６年度で予定工事分について、工事の遅れから年度末までに

完了できなかったことから、平成１７年度へ繰り越しを行い、現在、平成１７年度予定

工事分と併せて実施されているところでございます。 

  また、自由通路詳細設計及び橋上駅舎詳細設計も、早期に完了できるよう、要請を行

っており設計がまとまり次第、自由通路の建築工事から着手する予定で、１８年度中の

完成に向けて、取り組んでいるところであります。 

  周辺道路整備につきましては、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に伴う測量設計調査業務発

注を行い、一部分で詳細設計を取りまとめ、地権者に説明及び協力依頼を行うとともに、

関係する自治会にも、事業全体に関する説明会を開催をしてきたところであります。 

  続きまして、２１２ページでございます。第５項 住宅費、第１目 住宅管理費でご

ざいますが、予算現額２８２万１,０００円、決算額２６７万６,６６９円で、執行率９

４.９％であります。快適な居住環境を確保するための維持管理に努めたところでござ

います。 

  以上が、第７款 土木費の概要でございます。よろしくお願いをいたします。 

○浦野委員長 説明が終わりましたので、第７款 土木費について、質疑をお受けいたし

ます。嶋田委員。 

○嶋田委員 土木費の中で、この委員会報償費ですね、あれば教えていただけますか。 

○浦野委員長 藤本都市建設部長。 

○藤本都市建設部長 土木費の中で、住宅費で町営住宅入居者選考委員報酬８万４,６０
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０円、執行しております。 

  そして、都市計画費で、遊技場建築審査会委員報酬６万８,２００円を執行させてい

ただいております。 

  都市計画審議会費ということで、都市計画審議会の委員報酬１４万７,６００円、執

行をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○浦田委員長 他にございますか。里川委員。 

○里川委員 ここでは、町営住宅の件なんです。住宅費の方で、２１２ページ住宅費いう

ことで上がっているんですが、ここで、決算書の方で見させていただく中では、町営住

宅の家賃と、それと駐車場の使用料、合わせて２９３万８,７００円、これが未収にな

っているんですよね。 

  ここのところについて、どういうふうに対応していただけてるのかということ、ちょ

っと確認をさせていただきたいと思います。 

○浦野委員長 堤建設課長。 

○堤建設課長 住宅費の平成１６年度の中で、未収の関係についてでございますが、これ

については、我々、各戸訪問をしながら、この滞納整理等に向けて努力をしてきておっ

たんですけれども、それについて、委員がご指摘の形の件について、未収という形にな

っております。 

  今後におきましても、我々はこういった滞納の関係について、努力いたしておりまし

て、また、特に１件の方については、金額もあったんですけれども、当初、悪質という

んですか、相当期間もあった関係で、町で家庭裁判所に調停を起こしまして、その関係

によりまして、ようようこの８月をもって納付していただきました。 

  他の方については、それなりの納付制約なりしながら、今現在、徴収に努力している

という状況でございます。 

  以上です。 

○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 これにつきましても、あんまり、逆に言うたら、たまったら、また余計、払

いにくいですので、早め早めに対応をやっぱりしていただきたいと。それと、滞納とな

るその方の収入とかの激減であるとか、何か事情があるのであれば、そういった事情に

合わせて、何か策がとれるのかどうか、そういったことも含めて、やっぱりこういう決
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算の中に、こういうふうに滞納という形で出てくるというのはよくないですから、そう

いったところについては、さらに早い対応と、それとその方の生活の状況の激変なんか

についての対応というんですか、そういったものについては、手を打っていただいて、

こういうふうな未収金となっている金額が大きく出てこないというような状況になるよ

うな、健全な決算となるように、極力、努力をしていただきたいということをお願いし

ておきたいと思います。 

  それと、もう１点は、２１１ページにありますＪＲ法隆寺駅周辺整備事業の件なんで

すが、バリアフリーの移動円滑化につきましては、私は、以前から、できるだけ基本構

想を策定して、基本構想というのは、住民に好評をせんとあかんという義務を持ってま

すのでね。 

  多額の費用をかけてやる事業ですから、駅周辺の、実際、利用しはる方については、

理解してもらいやすいですけれども、ずっと、だんだん離れていったところの町民の方

からいえば、非常にこれ、大きい金額の事業になってきます。でも、利用されない町民

の方にも、理解をしていただこうと思えば、大きい事業になればなるほど、そこは、町

としては、やっぱり町民の皆さんに理解を得るという姿勢を持っていただく。持つため

には、そういった基本構想などもつくって、早く町民に公表して、町民の理解を得ると

いう姿勢が、私はほしかったなというのを、以前から申し上げてきたんですけれどもね。 

  それについては、今後、どういうふうに、基本構想についての考え方というのは、ど

ういうふうになっているのか、再度、決算ですけれども、お聞きしておきたいと思いま

す。 

○浦野委員長 西田都市整備課参事。 

○西田都市整備課参事 ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業にかかわってのバリアフリーの基本構

想ということでのお尋ねでございます。 

  このＪＲ法隆寺駅周辺事業につきましては、バリアフリー法に沿いまして、奈良県の

住みよいまちづくり事業の条例等の基準に合致したもので、整備を図っているところで

ございまして、周辺道路整備につきましても、そういったバリアフリー法の基準により

ます整備を考えているところでございまして、そのＪＲ駅周辺以外のエリアにつきまし

ての事業の発展させていくということでありますけれども、町全体の基本構想として、

今のところは、そういった考え方は持っていないということでご理解いただきたいと思

います。 
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○浦野委員長 里川委員。 

○里川委員 移動円滑化ということについて、やさしいまちづくり、奈良県住みよい福祉

のまちづくり条例とか、やさしいまちづくり条例とか、いろいろ言われているんですけ

れども、バリアフリー法だけを、今おっしゃられたと思うんですけれども、バリアフリ

ー法が、もちろんバリアフリー法、先に出ましたけれども、その後に、移動円滑化法の

方も制定されてますよね。 

  斑鳩町がやろうとしているのは、やっぱりバリアフリー法ももちろんですけれども、

その後から出てきた移動円滑化法の方も、やっぱり重視せなあかんの違うかなと。 

  移動円滑化法の方に、基本構想といって、その基本構想をつくるのに国庫補助が出る、

基本構想をつくるのにかかる費用が、国庫補助が出るというシステムがあると思うんで

すよね。 

  それやったら、本当に多額の費用をかけてやる中で、私は、町としては考えるべきで

はなかったんかな。このことは考えるべきではなかったんかなということを強く感じて

ます。じゃあないと、いかるがホールつくったときもそうだったでしょう。あっちの端

の方につくったときに、こっちの方の人から、あれもかなり金額かかってますよね。そ

のときに、私ら、遠くて行きにくいのにとか、すごくいろんなことを、やっぱりお金か

かっているだけに、いろんなことを最初、やっぱり住民の方はおっしゃったんですよね。 

  駅かって、本当に使われてない、使われる機会のない方から見れば、多額の金額をか

けるということについて、やっぱり全町民的に、これが必要なものなんだと。なぜ必要

なのかということを理解していただくいうことを、やっぱり積極的に、私はやっていた

だきたかったというのが、率直な私の思いで、私は龍田西の方の人からも、いろんなこ

とを言われたときは、いろいろご説明はさせていただいてますけれども、だけどやっぱ

り、町として、住民全体に理解を得る１つの方法として、これはぜひとも考えていただ

きたかったけれども、考えてないというお答えですので、それはもう仕方がないと思っ

てますが。 

  結構です。 

○浦野委員長 そのほか、ございますか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦野委員長 これをもって、第７款 土木費についての審査を終わります。 

  次に、第８款 消防費について説明を求めます。 
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  植村総務部長。 

○植村総務部長 それでは、第８款 消防費について、ご説明をさせていただきます。２

１３ページをごらんいただきたいと思います。 

  まず、第８款の消防費全体でございますが、予算現額３億２,３０１万３,０００円に

対しまして、決算額は３億２,１４３万５,４５０円で、執行率は９９.５％でございま

す。また、第１項の消防費も同じく、予算現額３億２,３０１万３,０００円に対しまし

て、決算額は３億２,１４３万５,４５０円で、執行率は９９.５％となっております。 

  まず、第１目の常備消防費でございますが、予算現額２億８,４８６万７,０００円を

全額執行いたしております。総合的な防災、消防体制の充実といたしまして、西和消防

組合との連携でありますが、消防業務を広域的に実施いたしております西和消防組合に

負担金を支出し、消防力の充実に努めたところでございます。 

  次に、２１４ページでございます。第２目の非常備消防費でありますが、予算現額２,

６４３万７,０００円に対しまして、決算額２,５９０万５,６１８円で、執行率は９７.

９％となっております。自主防災体制の充実では、まず、消防団の運営でありますが、

非常備消防組織の充実と活動支援のための必要な経費の支出でございまして、消防団員

数は、年度末で８９名となっております。また、消防技術向上のため、各種防災訓練及

び研修等に参加し、団員の士気高揚と、非常時における緊急体制の強化に努めてまいり

ました。 

  なお、平成１６年度の出動状況につきましては、火災出動５回、行方不明者の捜索１

回、有事に備えての機械点検、操作訓練及び県消防操法大会出場にかかる訓練等で、延

べ７５回出動していただいております。 

  次に、２１５ページでございますが、消防車両の管理であります。消防団においては、

平素は定期的に消防自動車や消防器具などの機械点検設備や、町内にある防火水槽の点

検等を行っていただいております。なお、そのほかの活動といたしましては、火災予防

週間には予防啓発を行うとともに、年末には年末警戒、年初めには出初式、文化財防火

デーの防火訓練などに出動いただいております。 

  次に、防災無線の管理でございますが、災害時等における的確な情報伝達が図れるよ

う、町防災行政無線の維持管理を行いました。 

  次に、県防災ヘリコプター運営協議会の運営及び、県防災無線の運用についてでござ

いますが、災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧等に活用するため、県との
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共同事業として行っているもので、その維持管理にかかる市町村の負担金を支出いたし

ております。 

  また、自衛消防団の支援につきましては、自衛消防団１８団体に対しまして、管理運

営の技術を図るための補助金を交付し、自衛消防団の育成に努めております。 

  次に、消防操法大会の出場につきましては、斑鳩町消防団が、生駒郡４町の消防団の

代表といたしまして、消防団員の消防機械操法の技術力と規律、機敏さを競う奈良県消

防操法大会に出場いたしました。また、その練習等を通しまして、団員全体の消防技術

の向上と、士気高揚にも寄与したところでございます。 

  次に、２１６ページ、第３目 消防施設費でございます。予算現額９６９万３,００

０円に対しまして、決算額は８９０万１,９３０円で、執行率は９１.８％となっており

ます。消防施設・設備の充実といたしまして、まず消防設備の維持管理につきましては、

斑鳩町法隆寺消防センターの土地にかかります借地料のほか、消防団詰所、音声サイレ

ン遠隔装置の保守点検料等、既存の消防設備の維持管理に要します経費の執行でござい

まして、消防設備のより一層の充実を図り、災害に備えてまいりました。 

  次に、消防水利の充実につきましては、防火水槽１基の塗装補修を行ったほか、開発

指導等に基づき、消火栓２栓が追加され、年度末での設置数は防火水槽で１０３基、消

火栓で５６９栓となっております。 

  次に、２１７ページ、消防施設整備の支援といたしまして、自治会等における初期消

火体制の強化を図るため、消防器具等の設置に際しまして、補助金を交付するなど、地

域における消防体制の充実にも努めてまいりました。また、危機管理体制の充実といた

しまして、消防水利の確保では、火災時等での消防水利が確保できるよう、１５の溜池

の管理団体に対しまして、協力金を支払いをいたしております。 

  ２１８ページ、第４目の水防費では、予算現額１４５万６,０００円に対しまして、

決算額は１２８万４,６４８円で、執行率は８８.２％となっております。危機管理体制

の充実でありますが、５月１３日の大雨による災害対策本部を設置したことから、その

水防活動に要しました経費の支出と、洪水時期等における貯水機能の確保のために、い

かるが溜池にて水利調整を図っていただいており、その管理団体でございますいかるが

溜池土地改良区に対しまして、報償費の支払いをいたしております。 

  次に、２１９ページ、第５目の災害対策費であります。予算現額５６万円に対しまし

て、決算額は４７万６,２５４円で、執行率は８５％となっております。まず、危機管
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理体制の充実では、災害物資の備蓄といたしまして、非常食であるアルファ米１,３０

０食、毛布４０枚を購入しまして、災害時に備えました。 

  また、自主防災体制の充実におきましては、平成９年度から小学校区別防火訓練、総

合防災訓練、生駒郡総合防災訓練を実施してまいり、平成１３年度からは、災害発生時

に地域住民の皆様が連携を保ち、初動体制を初めとした応急対策の活動ができるよう、

地域密着型の地区別防災訓練を実施してまいりました。平成１６年度におきましては、

町内３地区において実施いたしておりまして、防災意識の普及高揚を図っております。 

  以上、消防についての説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

○浦野委員長 説明が終わりましたので、第８款 消防費について、質疑をお受けいたし

ます。 

  ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦野委員長 これをもって、第８款 消防費についての審査を終わります。 

  本日は、これにて散会いたします。明日は午前９時より再開し、引き続いて審査する

ことといたします。 

  本日はどうもご苦労さまでした。 

（午後 ４時３７分 散会） 

 

 


